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はじめに 

日本年金機構（以下「機構」という。）においては、第３期中期計画の２年目にあたる令和２年度の組織目標を、「原点回帰 

－ 基幹業務の再構築 －」とし、「厚生年金保険及び国民年金の適用・徴収対策事業の妥協なき推進」、「正確な給付の更な

る追求」、「デジタルワークフローの実現」、「組織力強化につながる人事制度の実現」を重点取組課題と位置付け、目標達成に

向け取り組みました。一方で、年度当初から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、滞納処分や戸別訪問等の対面を主とし

た業務を原則中止する等、多くの新たな制約・課題がある中での１年となりました。 

こうした例年とは違う環境下においても、これら４つの重点取組課題に対し、従来実施してきた取組だけでなく、新しい施

策等について柔軟かつ適切に検討・実施することで、基幹業務については、概ね所期の目標を達成しました。 

また、機構における新型コロナウイルス感染症への対応としては、令和２年６月に、「日本年金機構における新型コロナウ

イルス感染症対策ガイドライン」を策定し、各種感染症対策を実施するとともに、「国民年金保険料免除等に係る臨時特例措

置」、「厚生年金保険料等の納付猶予特例」等に対しても、適切かつ迅速に対応をしてまいりました。 

以下、重点取組課題等に対しての取組状況についてご報告します。 

まず、「厚生年金保険及び国民年金の適用・徴収対策事業の妥協なき推進」については、それぞれ以下の取組を実施しまし

た。 

国民年金業務については、20 歳到達者に対して職権による適用に移行したことを踏まえ、納付率向上に向けた各種取組を実

施するとともに、取組効果が高いと見込まれる新規未納者に対しても取組を推進しました。また、新型コロナウイルス感染症

の対応として、「国民年金保険料免除等に係る臨時特例措置」や失業特例免除の勧奨を行いました。強制徴収が制限される中、

これらの取組等の結果、全国の現年度納付率は 71.5％（９年連続で上昇）、最終納付率は 77.2％（８年連続で上昇）となり、

共に目標を上回りました。 
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厚生年金保険等の適用促進対策については、従来の戸別訪問による適用対策が制限される中でも、国税源泉義務者情報を活

用した加入指導に加え、法人登記簿情報を活用した早期勧奨による加入指導の取組等を推進することで、職員の加入指導によ

る新規適用事業所数を約 10.0 万事業所とし、目標を達成しました。また、令和元年度末時点で約 27.7 万事業所あった適用調

査対象事業所についても、約 20.7 万事業所に減少しました。 

厚生年金保険等の徴収対策については、滞納処分が制限される中、保険料の納付が困難となった事業所に対して「厚生年金

保険料等の納付猶予特例制度」の案内を行うとともに、納付猶予特例制度の申請を促すなど、個々の事業所の置かれた状況や

心情に十分配慮した迅速かつ柔軟な対応を最優先で実施することで、収納率 97.5％となりました。なお、納付猶予特例及び法

定猶予制度の許可中の金額を除くと、収納率は 99.3％となり、前年度と同等の収納率となっています。 

 なお、厚生年金保険の適用・調査・徴収分野における全国の困難性の高い事案を取扱う本部専門組織として、令和３年４月

に特別法人対策部を設置し、今後、更なる基幹業務の推進に向け取組を強化していくこととしています。 

 

次に「正確な給付の更なる追求」については、正確な給付の実現に向けた組織的な対応として、本部現業の執行体制・リス

クマネジメント体制を整備するとともに、年金の決定直後に決定内容のチェックを行う体制を整備しました。また、全国の年

金相談ブースにおける正規雇用職員等の割合を 96.1％とし、年金相談業務に精通した職員による安定的な年金相談が出来る

相談体制を整備するとともに、予約制の定着を進め、予約率を 95.6％とすることで待合室の混雑回避を推進しました。今後、

お客様の待ち日数短縮に向け、更なる相談ブース数の適正化に努めることとしており、施策の検討を開始しています。また、

コールセンターについては、目的別コールセンターの設置やチャットボットの導入等により応答率 70.6％を確保しました。な

お、サービススタンダードについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフト勤務を行う等事務処理体制が十分で

はない時期もありましたが、老齢年金、遺族年金について達成率 90％以上を維持しました。障害年金については、全体で 75％

程度となっていますが、障害年金センターの処理体制を強化する等の取組を行った結果、令和２年 12 月以降は単月で達成率

90％以上を維持しています。 
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「デジタルワークフローの実現」については、政府のデジタル化の方針を踏まえた従来の取組に加え、新型コロナウイルス

感染症の影響を踏まえた非対面型のビジネスモデルの推進を加速するべく、「お客様サービスのオンライン化」、「デジタルワ

ークフローの確立」、「チャネルの多様化（チャネルミクス）」の３つの施策を柱とした「オンラインビジネスモデル」実現に向

け検討を実施し、以下のとおり順次取組を実施しました。 

 「お客様サービスのオンライン化」については、電子申請の利用促進及び利用環境の整備に努めるとともに、インターネッ

トから年金相談予約を受け付けるサービス開始に向け準備を実施しました。また、Ｗｅｂ会議ツールを利用したオンラインに

よる年金セミナー等について、令和３年２月から実施しました。 

 「デジタルワークフローの実現」については、画像データによる審査・電子決裁に伴う、管轄に捉われない処理の対応方針

を整理することで、事務センターのデジタルネットワーク処理体制の確立に向け取組を推進しました。 

 「チャネルの多様化（チャネルミクス）」については、都市部への人口集中や高齢化等に対応するため、相談ニーズが高い神

奈川県相模原中央区に「ねんきんサテライト相模原中央（相模原年金事務所 相模原中央分室）」を令和３年３月に設置する

とともに、コールセンターへの照会が多い事項を中心に、チャットボットによる定型的な質問への自動応答サービスを開始し

ました。 

 「組織力強化につながる人事制度の実現」については、正規雇用職員の事務センターから年金事務所等への人員シフトを、

事務センター専任職員の配置の推進と併せて引き続き実施することで、拠点における厚生年金適用・徴収等の対策系業務の強

化を推進するとともに、高い専門性が求められる年金給付・システム分野について、専門職を引き続き配置しました。また、

これまでの知識・経験を活かせるよう、エルダー職員の制度を拡充し、配置を推進するとともに、有期雇用から無期雇用へ転

換する仕組みの見直しを推進しました。  

 なお、外部委託の活用と適正な管理については、年金個人情報を取り扱う業務委託において、全省庁統一資格の本来等級の

適用の原則化、インハウス型委託の推進、総合評価落札方式の適用の原則化、情報提供依頼（ＲＦＩ）の的確な実施等、引き

続き取組を実施するとともに、履行開始前、履行中、履行後検査等の各種検査を適切に実施しています。 
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 以上が、重点取組課題等に対しての機構における対応状況の概要になりますが、第３期中期計画期間の３年目となる令和３

年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、安定した国民生活が営まれるよう当機構としても貢献して

いくという決意を込め、「社会の安定・安心への貢献」を組織目標に掲げ、各種の取組を推進しています。 

 社会では今、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた様々な対応が求められていますが、当機構に課せられた「複雑化

した年金制度を実務として正確かつ公正に運営し、年金受給者に正しく確実に年金をお支払いすることにより、国民生活の安

定に寄与する」という使命を強く認識し、組織目標の実現に向け、引き続き邁進してまいります。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する事項 

１．国民年金の適用促進対策 

以下の取組により、国民年金の適正な

適用を図る。 

(1) 確実な適用の実施

① 20 歳到達者について、職権で適用

する制度に移行したことを踏まえ、速

やかに資格取得の手続を実施する。ま

た、動画による制度説明等分かりやす

い制度周知を工夫するとともに、取得

時における口座振替・前納等の届出勧

奨に加え、口座振替等を早くから利用

いただけるよう効果的な口座振替等

の届出再勧奨を実施する等の施策の

充実を図る。 

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．国民年金の適用促進対策 

○国民年金の適用促進対策については、主に以下の施策に取り組みました。

・20歳到達者について、令和元年 10月から職権による適用に移行したことを踏ま

え、加入のお知らせと同時に納付書を送付するとともに、電話による制度案内や、

国民年金制度のメリット、学生納付特例制度等を分かりやすく解説した動画を作

成するなど、制度周知の取組を強化するほか、新規未納者への納付督励・免除勧

奨や現金納付者への口座振替勧奨などアプローチを強化しました。

・地方公共団体情報システム機構（以下「Ｊ－ＬＩＳ」という。）から提供される

情報により把握した 34 歳、44 歳及び 54 歳到達者に対し、届出勧奨等を適切に

実施しました。

・無年金及び低年金防止への対応として、任意加入勧奨及び追納勧奨の対象者の拡

大を行いました。 

(1) 確実な適用の実施

○Ｊ－ＬＩＳから提供される情報に基づき、機構で第１号被保険者となることが把握

できた全ての 20歳到達者について、職権による適用を速やかに実施（約 100万人）

しました。

○20 歳到達月に職権で適用することに移行したことを踏まえ、若年層の納付率向上

に向け、加入のお知らせと同時に納付書等を送付するとともに、市区町村の協力に

より電話番号が収録できた方に対し、電話による納付、前納、口座振替、学生納付

特例、免除・猶予制度の案内を実施（約 4.3万人）しました。

○20 歳到達者向けに、国民年金制度の概要やメリット、納付方法、学生納付特例制

○20歳到達者については、Ｊ－Ｌ

ＩＳから提供される情報により

把握した全ての対象者につい

て、職権による資格取得の手続

を迅速かつ確実に実施しまし

た。また、加入のお知らせと同

時に納付書を送付するととも

に、制度周知の取組強化、新規

未納者への納付督励や現金納付

者への口座振替勧奨などアプロ
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② 住民基本台帳ネットワークシステ

ムにより把握した 34 歳、44 歳及び 54

歳到達者に対する届出勧奨等を確実

に実施するとともに、地方公共団体情

報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）との連

携により、未加入者を早期に把握する

ための対策を検討する。 

 

 

 

③ 被保険者種別変更について、届出勧

奨及び届出がない場合の資格取得等

の手続を確実に実施する。 

 

 

(2) 関係機関との連携・協力 

市区町村との連携を強化し、国民年金

の加入手続の改善を図り、適正な届出を

促進する。 

また、ハローワークとの連携を強化

し、雇用保険説明会における被保険者種

別変更届の届出勧奨や失業特例免除制

度の手続等を分かりやすく周知するための動画を作成し、令和３年１月に機構ホー

ムページに公開するとともに、市区町村や大学等に対し、周知依頼を行いました。 

※口座振替等の届出再勧奨については、Ⅰ－２－（１）－④に記載。 

 

 

○Ｊ－ＬＩＳから提供される情報により把握した 34 歳、44 歳及び 54 歳到達者（約

490万人）のうち、海外から転入された方などの基礎年金番号が付番されていない

方及び資格喪失後一定期間（12 か月）資格取得がなされていない方に対して届出

勧奨を行った上で、届出がない方については職権による適用等を実施（約 2.6 万

人）しました。 

○20歳以降に国内に入国した方で国民年金に未加入の場合、現状では 34歳、44歳及

び 54 歳到達まで把握できないことから、Ｊ－ＬＩＳとの連携により、こうした未

加入者を早期に把握するための対策として、提供可能な情報範囲、方法等につい

て、厚生労働省及び総務省と協議を進めました。 

 

○また、退職者及びその被扶養配偶者に対しては、被保険者種別変更の届出を要する

事由が発生したときから２か月後に届出勧奨を行い、自主的な届出を促しました。

届出勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、第１号被保険者として職権に

よる適用を実施（約 100万人）しました。 

 

(2) 関係機関との連携・協力 

○市区町村との連携・協力については、機構から市区町村の国民年金担当者に向けた

情報誌「かけはし」（隔月発行）やパンフレットを作成し情報提供を行うとともに、

市区町村担当者事務説明会等において使用するために、従来から機構で作成してい

る「国民年金事務の手引き」及び「市区町村職員向け研修資料」に加え、新たに「国

民年金事務の窓口相談時における留意点」を作成し、国民年金の加入手続に関する

説明とともに、窓口相談時の具体的な事例を紹介し、住民へ適切に案内していただ

ーチを強化した結果、20歳到達

者の納付率は前年度の 53.5％か

ら 63.0％（＋9.5ポイント）と

特に向上しました。 

 

○Ｊ－ＬＩＳから提供される情報

により把握した 34 歳、44 歳及

び 54歳到達者、転職者等に対す

る適用について、適切に対応し

ました。 

 

 

 

 

 

○被保険者種別変更について、届

出勧奨及び届出がない場合の資

格取得等の手続を確実に実施し

ました。 

 

 

○市区町村との連携・協力につい

ては、「かけはし」等による情報

提供を行う等、取組を実施しま

した。 

また、電話番号の提供に協力を

得られた市区町村数は前年度の



                        

 

3 
 

度の説明などの取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 無年金者及び低年金者への対応 

① 強制加入期間内では受給資格期間

を満たすことができない方等に対し

て、年齢や納付状況等を勘案した効果

的な方法を検討したうえで、任意加入

制度の勧奨を実施する。 

 

② 未納が続いており、このままでは無

年金、低年金となることが見込まれる

方に対し、特別催告状の効果を高める

ため、納付結果に応じた年金見込額を

記載し納付意欲を喚起する。 

 

 

③ 追納勧奨について、令和元年度に実

施した２年目、９年目及び 27 歳到達

者への勧奨に対する効果を検証し、よ

くよう依頼しました。 

また、市区町村との連携強化の一環として、被保険者の電話番号の提供について、

市区町村に対する統一的な協力依頼を行った結果、提供に協力を得られた市区町村

数は 497から 1,475に大きく増加しました。（令和２年 10月末時点） 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、ハローワークが実施する雇用保険受給者

説明会の開催が一時期中止となるなど、同説明会での周知機会が大幅に制約された

ことから、既存のリーフレットに加え、新たに新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う臨時特例免除及び失業特例免除に係るリーフレットを作成し、ハローワークで

の周知を依頼しました。 

 

(3) 無年金者及び低年金者への対応 

○強制加入期間内で受給資格期間を満たすことができない方への任意加入制度の勧

奨について、60歳から 65歳到達までに任意加入し納付することで受給要件を満た

す方（約 2.1万人）に対して勧奨を実施し、その結果、約 1.8千人の申込みがあり

ました。 

  

 

○24月未納かつ 50歳台の方に対する特別催告状（※）に、これまでの納付状況に応

じた年金の見込額及び未納分と 60歳までの保険料を納付した場合の見込額を記載

したお知らせを同封できるよう実施に向けて準備を進めました。 

 （※）外部委託事業者による納付督励を実施しても未納が解消されない者に対し、

自主納付を促すため送付する催告文書（未納者を高所得層、納付対象層、免

除対象層に分類して実施）。 

 

○追納勧奨について、従来対象にしていた下記①及び②は、現在免除されていない方

について実施していましたが、令和元年度における追納申出実績の検証結果を踏ま

え、免除等承認後９年目の期間を有する方で、現在免除が承認されている方に対し

497市区町村から 1,475市区町

村に大きく増加しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○無年金及び低年金防止への対応

として、65 歳到達前に新たに任

意加入勧奨を実施するととも

に、24 月未納者に対する施策の

実施に向けて準備を進めまし

た。 

また、追納制度の利用者は、これ

までの取組に加え、新たな取組

を実施した結果、前年度の約

18.5万人から約 22.5万人となり

ました。 
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り効率的・効果的な対策について検討

を行う。 

 

 

 

 

 

(4) 外国人の適用対策 

① 法務省から提供される外国人情報

と機構が保有する記録の突合せを行

い、未加入者への届出勧奨及び届出が

ない場合の資格取得手続を確実に実

施する。 

 

 

② 分かりやすい制度説明を行うため

引き続き多言語による制度説明のパ

ンフレットを拡充する。併せて、作成

したパンフレットを市区町村に提供

する。 

 

ても勧奨を新たに実施しました。 

① 保険料に加算額が上乗せされる前である免除等承認後２年目の期間を有する

第１号被保険者以外の方 

② 免除等承認後 10年の追納可能とする期限直前の９年目の期間を有する方 

この結果、約 768万人を対象に追納勧奨を実施し、追納制度の利用者は前年度の約

18.5万人から約 22.5 万人となりました。 

 

(4) 外国人の適用対策 

○令和元年６月以降、毎月、出入国在留管理庁から提供を受けている特定技能外国人

及びその帯同家族に係る情報を活用し、令和２年 12 月末現在までに情報提供のあ

った特定技能外国人（約 1.6万人）のうち、厚生年金保険の適用事業所ではない事

業所に勤務し、国民年金に未加入となっている方（47人）については、全て職権に

よる適用を行いました。 

 

 

○外国人に対して分かりやすい制度説明を行うため、次の取組を実施しました。 

また、これらのパンフレットは機構ホームページに掲載するとともに、市区町村に

も活用していただくよう周知しました。 

・令和３年３月に新たに「国民年金関係届」及び「国民年金勧奨状」の説明用パン

フレット（外国語版）について 14か国語版を作成 

・法務省と連携し、出入国在留管理庁ホームページの外国人生活支援ポータルサイ

トに新たに「年金・社会保険」のカテゴリーを設け、機構ホームページとリンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出入国在留管理庁から提供され

た外国人情報と機構が保有する

記録の突合せを行い、未加入者

（47 人）について職権による資

格取得手続を確実に実施しまし

た。 

 

○外国人に対して、分かりやすい

制度説明を行うため、多言語の

パンフレットを作成するととも

に、作成したパンフレットを市

区町村にも提供し、活用してい

ただくよう周知しました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

２．国民年金の保険料収納対策 

以下の取組により、国民年金保険料

の納付率の更なる向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 行動計画の策定 

未納者の年金受給権を確保するた

め、国民年金の納付率の向上に向けた

機構全体及び年金事務所ごとに令和２

年度行動計画を策定し、収納対策を効

果的・効率的に推進するとともに、納付

月数の確保に注力する。 

なお、行動計画の策定に当たっては、

機構全体として、現年度納付率 70％台

を確保するとともに、最終納付率につ

いては 76％を超えることを目指す。具

体的には以下のとおりとする。 

２．国民年金の保険料収納対策 

○令和２年度における国民年金保険料収納対策については、新型コロナウイルス感染

症の影響を踏まえ、当初予定していた施策の大幅な変更（特別催告状の文面変更、

強制徴収の停止、戸別訪問の自粛等）を余儀なくされました。 

こうした状況下において、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急減した

方や失業した方に対し、臨時特例免除（※）や失業特例免除の迅速な勧奨を行い、社

会の要請に的確に応えるとともに、強制徴収の停止等による納付率への影響を最小

限に留めるため、新規未納者や 20歳到達者に対する取組を強化しました。 

その結果、現年度納付率は対前年度比＋2.2 ポイントの 71.5％となり、目標（現年

度納付率 70％台）を達成しました。 

（※）新型コロナウイルス感染症の影響から、収入が減少し、当年中の所得の見込

みが国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる方に対

して、特例的に免除等を適用 

 

(1) 行動計画の策定 

○令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による環境変化の中でも年度計画目標を

堅持するための行動計画を、機構全体及び各年金事務所において策定しました。 

 各年金事務所の目標設定については、本部において年金事務所ごとに納付率の高低、

所得階層ごとの未納月数、納付月数及び免除月数の状況を反映し、目標を設定しま

した。 

○令和２年度分保険料の現年度納付率については前年度納付率＋2.2 ポイントの

71.5％、令和元年度分保険料の令和２年度末における納付率は令和元年度末から＋

6.4 ポイントの 75.6％、平成 30 年度分保険料の最終納付率については平成 30 年度

の現年度納付率から＋9.0 ポイントの 77.2％まで上昇し、いずれも目標を上回りま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、当初予定してい

た施策の大幅な変更を余儀な

くされる中、新型コロナウイル

ス感染症の影響を踏まえた臨

時特例免除や失業特例免除の

迅速な勧奨の実施により、社会

の要請に的確に応えるととも

に、新規未納者や 20 歳到達者

に対する取組を強化するなど

した結果、令和２年度分保険料
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① 令和２年度分保険料の現年度納付

率については、行動計画に基づき、効

果的・効率的に推進し、前年度実績か

ら 1.0 ポイント程度の伸び幅を確保

することで、70％台を達成する。 

② 令和元年度分保険料の令和２年度

末における納付率については、令和

元年度末から 5.0 ポイント程度以上

の伸び幅を確保する。 

③ 平成 30 年度分保険料の最終納付

率については、平成 30 年度の現年度

納付率から 8.0 ポイント程度以上の

伸び幅を確保する。 

 

 

 

 

④ 口座振替及びクレジットカード納

付の実施率について、更なる納付月

数の獲得のため利用促進を図り、前

年度を上回る水準を確保する。 

 

 

 

 

 

 

【納付率等の状況】 

 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 

令和２年度分保険料 

（伸び幅） 

71.5％ 

(＋2.2ポイント) 

  

令和元年度分保険料 

（伸び幅） 

75.6％ 

(＋6.4ポイント) 

69.3％ 

(＋1.1ポイント) 

 

平成 30年度分保険料 

（伸び幅） 

77.2％ 

(＋9.0ポイント) 

74.9％ 

(＋6.8ポイント) 

68.1％ 

(＋1.8ポイント) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○口座振替及びクレジットカードによる納付を推進するため、資格取得時における口

座振替等の勧奨、現金優良納付者や直近３月のみが未納となっている方に対する口

座振替申出書及びクレジットカード納付申出書と返信用封筒を同封したダイレクト

メール等による勧奨、外部委託事業者による勧奨等を実施しました。また、これら

の取組に加え、令和２年度における新たな取組として、20歳到達資格取得後、学生

納付特例期間終了後及び退職後の時期を捉えた現金納付者に対する本部による文書

勧奨を実施し、勧奨後にも申出のない方に年金事務所での電話勧奨（後追い勧奨）

を実施しました。その結果、口座振替とクレジットカード納付による実施率（利用

者数の割合）の合計は、39.4％となりました。 

 

の現年度納付率については、対

前年度比＋ 2.2 ポイントの

71.5％まで納付率を向上させ

ることができ、目標を 1.2ポイ

ント上回って達成しました。 

令和元年度分保険料の令和２

年度末における納付率につい

ては、令和元年度の現年度納付

率から＋6.4 ポイントとなり目

標を 1.4ポイント上回って達成

しました。 

平成 30 年度分保険料の最終納

付率については、平成 30 年度

の現年度納付率から＋9.0 ポイ

ントとなり目標を 1.0ポイント

上回って達成しました。 

 

○口座振替とクレジットカード

による納付の実施率の合計に

ついては、前年度比＋1.4％と

なり、前年度を上回る水準を確

保しました。 

また、コンビニエンスストア、

インターネットバンキング及

びクレジットカードによる納

付件数の合計数については、前

年度比＋3.0％で、前年度を上



                        

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 目標達成に向けた進捗管理の徹底等 

目標達成に向け、厚生労働省と連携

を密にするとともに、本部、年金事務所

のそれぞれの役割に応じて、未納者の

属性ごとにきめ細かな対策を講じるな

ど更なる収納対策の強化を図るため、

取組の効果測定結果に基づく計画を策

【口座振替及びクレジットカード納付実施率】 

 令和２年度 令和元年度 対前年度比 

口座振替実施率 33.9％ 33.5％ ＋0.4％ 

クレジットカード納付実施率 5.5％ 4.5％ ＋1.0％ 

合計 39.4％ 38.0％ ＋1.4％ 

 

○保険料を納めやすい環境づくりとしてコンビニエンスストアでの納付、インターネ

ットバンキング等による電子納付、クレジットカードによる納付（納付件数）につ

いて、納付書の裏面及び納付書に同封するチラシに説明を記載することにより周知

を図り、その利用促進に努めました。 

 

【コンビニエンスストア、インターネットバンキング、クレジットカードによる納

付状況】 

 令和２年度 令和元年度 対前年度比 

コンビニエンスストア 1,542万件 1,528万件 ＋0.9％ 

インターネットバンキング 296万件 280万件 ＋5.7％ 

クレジットカード 261万件 229万件 ＋13.8％ 

合計 2,099万件 2,038万件 ＋3.0％ 

（参考）令和２年度末の被保険者数の減少割合は対前年度比▲0.3％ 

 

(2) 目標達成に向けた進捗管理の徹底等 

○令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症による環境変化を踏まえて従来

の取組の見直しを行い、新規未納者への催告文書の送付を早める、第２号から第１

号被保険者へ種別変更した者への催告文書を工夫する、特別催告状に替わる代替催

告状（※）を送付するといった統一的な取組を明示し、数値目標や統一取組スケジ

ュールを定めた行動計画を機構全体で策定しました。 

（※）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、従来の特別催告状に記載された

回る水準を確保しました。 
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定し、確実に実施するための進捗管理

を徹底する。 

具体的なＰＤＣＡサイクルについて

は、計画に基づき、以下のとおり行う。 

① 本部においては、機構全体の年度

目標を設定し、目標を確実に達成す

るために年金事務所でそれぞれの目

標を設定するとともに、行動計画を

策定する。 

② 年金事務所は、行動計画に基づき

実行するとともに進捗状況を週次で

管理する。 

③ 本部は、納付状況や督励効果等に

ついて、早期に詳細な情報を把握し、

年金事務所の進捗状況、課題等を分

析の上、対応策を早期に立案し、年金

事務所とともに実行する。また、事業

推進方法について、未納者の属性に

応じた各主体の役割を明確にする。 

 

 

 

 

 

(3) 未納者属性に応じた収納対策 

本部、年金事務所、外部委託事業者の

それぞれの役割に応じて、年齢や所得、

強制徴収を示唆する文言を削除するとともに、臨時特例免除の案内を記載し

た特別催告状に替わる催告状 

 

 

○年金事務所は、行動計画に基づき、効果的・効率的に収納対策を実施しました。 

○行動計画を確実に実施するため、本部においては、事業推進本部会議等を開催し、

課題を把握・分析の上、年金事務所に対し必要な指導・支援を行いました。また、年

金事務所においては、週次での進捗管理を徹底し、遅れがある場合は取組件数や取

組内容の見直しを行うなどＰＤＣＡサイクルに基づいた取組を実施しました。 

○年度後半においては、本部から、上期の実績を踏まえた目標を確実に達成するため、

下期に取組方針を示すとともに、目標達成するために優先的に取り組むべき対象者

のリストを年金事務所に情報提供しました。 

下期における新たな取組として、 

・控除後所得 300 万円以上かつ７月以上の若年層の未納者に対し、本人だけでなく

連帯納付義務者である世帯主にも訴求するよう工夫した送付用封筒を使用した納

付督励 

・一部免除承認期間が未納になっている者に対し、専用の催告文書による納付督励

を実施しました。 

○収納対策が未納者属性に応じた効果的・効率的なものとなるよう、本部において、

年齢や所得、未納月数等の未納者の属性別に分類した資料や代替催告状の効果測定

結果を示した資料等を作成し、年金事務所と情報を共有しました。また、過去２年

分の特別催告状の取組状況、効果測定結果を比較することができる資料を作成し、

未納者属性に応じた収納対策の促進を図りました。 

 

(3) 未納者属性に応じた収納対策 

 

 

 

 

 

 

○令和２年度行動計画に基づき、

年金事務所は週次での進捗管

理を行うとともに、本部におい

ては事業推進本部会議などを

通じた進捗状況の把握、年金事

務所への指導・支援を着実に実

施しました。 

また、年度途中には年金事務所

の課題等を把握し、下期に取組

方針や新たな対策を示し、より

成果を挙げるよう取り組みま

した。 
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未納月数等、未納者の属性に応じた収

納対策を推進し、納付月数を確保する

ための徹底した納付督励を行うことと

する。 

① 本部は、未納者に対して属性に応

じ定期的に納付書及び催告状等の送

付を行う。 

また、新たに未納となった者につ

いて、引き続き催告文書及び納付書

を早期に送付する。 

各種催告文書については、被保険

者の状況（学卒者、退職者、一部免除

承認者）等に応じた専用の催告文書

に工夫することやこのままでは無年

金、低年金となることが見込まれる

方に対しては納付結果に応じた年金

見込額を記載する等のより効果的な

内容となるよう見直しを行う。 

所得が低い等の事情により、本来

は保険料免除や納付猶予、学生納付

特例の対象となり得る方であるにも

かかわらず、申請手続を行っていな

いために未納状態となっている方に

ついて、全額免除または納付猶予に

関する申請勧奨を行うとともに、一

部免除に関する申請勧奨について

は、納付の重要性を訴求しつつ効果

 

 

 

 

○年金事務所は、年齢、所得、未納月数別の属性別に未納者を分類し、効果が高い未納

者層や取組を強化すべき未納者層を見極めて代替催告状等の発送を効果的、効率的

に実施しました。（代替催告状実施件数：約 1,003万件） 

○取組効果が高いと見込まれる新規未納者（※）に対しては、令和元年度は２か月未

納者及び４か月未納者を対象に実施していましたが、令和２年度においては、新型

コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、臨時特例免除を速やかに周知するため、対

象を２か月未納者から１か月未納者に改めるとともに、臨時特例免除勧奨の案内を

記載した催告文書を本部から一律に送付しました。 

（※）今年度から未納となった者 

新規１か月未納者催告文書 167万件 

新規４か月未納者催告文書 31万件 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降に収入が減少した方を

対象とし、手続を簡素化した臨時特例免除について、令和２年５月より受付を開始

し、令和３年３月末時点で約 32万件を承認しました。 

※無年金・低年金となることが見込まれる方への取組状況については、Ⅰ－１－（３）

に記載。 

○免除等の対象となり得る方で免除等の申請手続を行っていないために未納となって

いる方への取組として、本部から、全額免除又は納付猶予の承認が見込まれる方へ、

令和２年 10月及び令和３年１月に簡易な申請書（はがき型）による免除勧奨を約 139

万件（10月約 67万件、１月約 72万件）送付しました。また、新たな取組として、

一部免除の承認が見込まれる方へ、令和２年 11月に簡易な申請書（はがき型）によ

 

 

 

 

○所得情報を活用した納付督励

及び免除等申請勧奨を実施しま

した。また、未納状況や督励効

果等の分析を行い短期未納者へ

の納付督励等を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

10 
 

的な勧奨方法を検討する。 

 

② 年金事務所は、本部による督励に

よっても納付がない者に対して、納

付書及び特別催告状等を送付する。 

また、本部による免除等申請勧奨

によっても提出されていない方に対

して、免除等申請再勧奨を行う。 

なお、一定の所得がありながら長

期間滞納している方には強制徴収を

確実に実施する。 

 

③ 外部委託事業者は、強制徴収対象

者以外の方に対する納付督励を実施

する。 

 

 

(4) 若年者への対応 

若年者の納付率向上を図るため、納

付方法の多様化など納めやすい環境整

備に努める。また、学生納付特例期間終

了時期を捉え、納付者には口座振替等

を早くから利用いただくよう効果的な

口座振替等の届出勧奨を実施し、未納

者にはより効果的な内容に見直した専

用の催告文書を送付する。 

 

る免除勧奨を約 30万件送付しました。 

 

○本部による督励によっても納付がない方には、年金事務所から納付書や代替催告状

を送付しました。 

○また、代替催告状に臨時特例免除制度の案内文の記載や免除制度のチラシを同封す

るなど納付督励と同時に免除制度について案内し、納付の意思がありながら経済的

に納付が困難な方には、免除等の勧奨を実施しました。 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、第２号被保険者から第１号被保険者へ

種別変更した方に対し、失業特例免除の勧奨を実施しました。 

※長期間滞納している方への強制徴収の実施については、（９）に記載。 

 

 

※取組状況については、（６）－①に記載。 

 

【別表１：国民年金保険料の納付率等の状況】 

【別表２：収納対策のスキーム（概念図）】 

 

(4) 若年者への対応 

○若年者の納付率向上を図るため、納付者には、20 歳到達資格取得後、学生納付特例

期間終了後の時期を捉え口座振替等を早くから利用いただくよう口座振替等の届出

勧奨を実施しました。 

○未納者には、20歳到達による資格取得後や学生納付特例終了後の時期の納付状況に

応じた専用の催告文書の送付や連帯納付義務者である世帯主にも内容を確認いただ

けるよう工夫した送付用封筒を使用した納付督励を実施しました。 

※納付方法の多様化など納めやすい環境整備については、（11）に記載。 

 

 

 

 

○本部から提供された効果測定

結果等に基づき、年金事務所は

年齢や所得、未納月数別等の未

納者を属性別に分類し、効果が

高い未納者層や取組を強化すべ

き未納者層を見極めて代替催告

状等の発送を効果的・効率的に

実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○納付者には、口座振替等を早く

から利用いただくよう口座振

替等の届出勧奨を実施し、未納

者には、専用の催告文書の送付

や連帯納付義務者である世帯

主にも確認いただけるよう工

夫した送付用封筒を使用した

納付督励を実施しました。 
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(5) 長期未納者への対応 

24か月未納者が全体の未納月数の約

50％を占めることを踏まえ、この層に

対する対策を強化する。 

① 一定の納付月を有する者に対し、

受給資格を得るまでの期間を明示し

た納付勧奨を実施する。（受給が間近

な 50歳代から段階的に実施） 

 

 

② 厚生年金保険の適用の可能性があ

る第一号被保険者の解消を図るた

め、一定の所得のある長期未納者に

対し、就労状況調査を実施する。 

 

 

 

③ 一定額以上の所得を有する者につ

いては、確実に強制徴収を実施する。 

 

(6) 外部委託事業者の効果的な活用 

① 外部委託事業者と本部及び年金事

務所が連携を強化し、納付督励業務

について設定した目標の実現に向け

た取組を実施する。 

また、外部委託事業者の取組が不

十分な場合には、督励件数増や接触

(5) 長期未納者への対応 

○受給要件満了間近（50歳台かつ受給資格期間 84月以上 120月未満）の 24か月未納

者約 2.6 万人（※）に対し、受給要件を満了するまでの期間を明示した納付・免除

勧奨文書を送付しました。また、勧奨文書に反応がない方に対しては、架電及び戸

別訪問による勧奨を実施しました。 

勧奨を実施した結果、令和３年３月末時点で、約 0.8 万人について納付又は免除申

請に至っており、うち約 0.3万人については、老齢年金の受給要件を満了しました。 

（※）令和元年度末時点で、平成 30 年４月分から令和２年３月分までの 24 か月分

の保険料が未納となっている方 

 

○令和２年３月に実施した就労状況調査の結果に基づき、適用事業所 123 事業所、未

適用事業所 396 事業所に対し、事業所調査等（適用事業所への調査・未適用事業所

への加入指導）を実施しました。 

事業所調査等を実施した結果、令和２年 12月末時点で、344名（※）（就労状況調査

の回答者 125名を含む）について、厚生年金保険の被保険者として適用しました。 

（※）適用事業所において 125名、未適用事業所において 219名を適用 

 

※取組状況については、（９）に記載。 

 

 

(6) 外部委託事業者の効果的な活用 

○納付督励業務については、市場化テスト（※）法に基づき外部委託事業者に委託し、

納付期限までに納付されない全ての方を対象に、民間のノウハウを活用した効果的・

効率的な納付督励等の取組を実施しました。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、訪問による納付督励

については、原則停止しました。 

○令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、督促や差押な

 

○取組を行った約 2.6 万件のう

ち、31.4％が 24 か月未納を解

消、13.0％が受給要件を満了し

ており、一定の成果が得られま

した。 

 

 

 

 

○344 名が厚生年金保険の適用に

結び付いており、一定の成果が

得られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市場化テスト法による外部委

託事業者との連携を強化する

ため、本部においては、外部委

託事業者と毎月定例進捗打合

せを実施するととともに、四半

期ごとに、地域部も参加したヒ
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件数及び納付約束件数増のため夜間

及び土・日・祝日の督励強化などの必

要な要請・指導を行うとともに、現状

の分析を十分に行い、委託事業の実

績向上に効果的な督励方法や進捗管

理等の検討を行う。 

② 令和２年 10 月の契約更改に向け

て、円滑に事業継続ができるよう準

備を進め、更改後の外部委託事業者

と連携し効果的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの滞納処分を停止したため、強制徴収対象者に該当する方を含め納付督励を実施

しました。 

（※）「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成 18 年法律第 51

号）に基づき実施しており、従来、官が行ってきた事業に民間事業者の参入機

会を広げ、民間事業者の創意工夫やノウハウの活用により、低コストでより

良いサービスの提供を目指す仕組みです。機構では、この仕組みを利用して

国民年金保険料の収納事業のうち、強制徴収を除く納付督励業務等を包括的

に民間委託しています。 

○機構から送付した納付督励文書の効果を高めるため、外部委託業者へ納付督励文書

を送付した対象者の情報を提供し、外部委託事業者から文書による納付督励に対し

て反応のない方には電話等による後追い督励の実施を要請し、また、外部委託事業

者から度重なる納付督励を行っても納付いただけない方に対し、機構から代替催告

状の送付を行い、機構と外部委託業者が連携した取組を行いました。 

○地域の特性や滞納者の属性に応じた効果的・効率的な納付督励が行われるよう、毎

月、年金事務所と外部委託事業者との個別打合せを実施しました。 

○また、本部においては、外部委託事業者の進捗管理を徹底・強化するため、毎月定例

進捗打合せを実施し、進捗管理の徹底等を行いました。 

○更に、本部において、外部委託事業者に対し、新規１か月及び４か月未納者への催

告対象者情報や免除申請書提出勧奨対象者情報の一括提供を行い、後追い督励を要

請しました。 

○接触件数及び約束件数を増やすため、外部委託事業者は、効果的・効率的な督励手

法として夜間及び土・日・祝日等の督励を実施するとともに、年金事務所との連携

強化を図ることにより、現年度及び過年度保険料の収納実績は約 1,464 万月となり

ました。また、外部委託事業者の督励対象月数（※）における収納実績の割合は 16.1％

（前年実績 16.0％）となりました。 

（※）納付対象月数から納期内及び強制徴収により納付された月数を除いた月数 

○本部においては、「日本年金機構年金個人情報を取り扱う外部委託実施要領」に基づ

アリングを実施し外部委託事

業の進捗管理や外部委託事業

者への提案、指導等を行いまし

た。また、年金事務所は外部委

託事業者と月例での打合せ会

議等を実施し、実績向上に向け

た提案等を行いました。 

 

○機構から納付督励文書を送付

した対象者について、外部委託

事業者による後追い督励を行

うなど、両者の取組効果が高め

られるよう取り組みました 

○現年度及び過年度保険料の収

納実績割合は 16.1％となりま

した。 
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(7) 収納対策重点支援年金事務所の指定 

納付率及び強制徴収の実施状況等を

踏まえ、保険料収納対策の強化が必要

な年金事務所を指定し、本部の指導・支

援の下、納付率の向上に取り組む。 

 

 

(8) 地域の実情を踏まえた対策  

① 沖縄県については、他の都道府県

に比べ納付率が低い状況にあること

から納付率向上、無年金者及び低年

金者の増加を防止するため、必要な

体制整備及び支援策を講じ、効果的

な取組を県内の年金事務所において

統一的に実施する。 

 

② 未納者数の多い年金事務所の納付

率向上を図るために必要な体制整

備、支援策について検討する。 

 

(9) 強制徴収の着実な実施 

き、外部委託事業者に対して、履行状況、情報セキュリティ体制等の立入検査を行

い、その結果が適正であることを確認しました。 

○令和２年 10月の契約更改に当たっては、円滑に事業継続ができるよう、契約締結か

ら履行開始まで３か月の準備期間を設け、事前準備を進め、更改後の外部委託事業

者と連携し取り組みました。 

 

(7) 収納対策重点支援年金事務所の指定 

○国民年金保険料納付率及び目標納付率の達成状況を踏まえ、令和元年度に国民年金

保険料収納対策重点支援年金事務所として指定した年金事務所 21か所（312か所の

年金事務所のうち未納者の多い年金事務所を指定）に引き続き特定業務契約職員を

配置する等の支援を行い、取組の進捗管理及び指導を実施しました。 

 その結果、21か所の年金事務所が前年実績を上回りしました。 

 

(8) 地域の実情を踏まえた対策  

○沖縄県については、他の都道府県に比べ納付率が低い状況にあることから、納付率

向上、無年金者及び低年金者の増加を防止するため、令和元年度に発足させた沖縄

プロジェクトにおいて、県内で統一した収納対策や、市町村との情報連携等諸施策

を継続して実施しました。その結果、沖縄県における令和２年度分保険料の現年度

納付率は、61.1％（対前年度納付率＋5.7ポイント）となり大きく向上しました。（こ

の結果、全国の現年度納付率との差も前年度の 13.8 ポイントから 10.4 ポイントに

縮小しました。） 

 

○未納者数の多い年金事務所については、納付率向上を図るための必要な体制整備、

支援策について検討を行うなど、準備を進めました。 

 

 

(9) 強制徴収の着実な実施 

 

 

 

 

 

 

 

○本部の指導・支援により、国民

年金保険料収納対策重点支援年

金事務所に係る取組の進捗管理

及び指導強化を実施しました。 

 

 

 

○沖縄県の納付率については、前

年度納付率＋5.7 ポイントと大

きく向上しました。 

 また、未納者数の多い年金事務

所の体制整備や支援策につい

て検討を行いました。 
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控除後所得が 300 万円以上かつ７月

以上保険料を滞納している場合は、全

員を強制徴収対象者と位置付けた上

で、納付の状況などを踏まえつつ、最終

催告状を確実に送付し、督促しても自

主的に納付しない方について、滞納処

分を行う。 

また、悪質な滞納者に係る保険料の

徴収が困難な事案については、国税庁

へ滞納処分等の権限を委任する仕組み

を積極的に活用し、前年度同等以上の

件数を委任する。 

なお、対象者に対する着実な徴収と

債権管理及び本部における進捗管理等

の徹底を図る。 

今後、効率的かつ着実に滞納処分を

実施するため、徴収ルール（滞納処分等

の実施時期等事務処理手順）に基づく

事務処理を的確に実施するとともに、

強制徴収事務の定型業務を事務センタ

ーへ集約する等の徴収体制の整備を進

める。 

 

(10) 徴収職員の育成 

より高い専門性を有する職員を育成

するため、職務に合わせた事務研修に

取り組む。 

○令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、強制徴収を停

止しました。 

○国税庁への滞納処分等の権限委任については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より見合わせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 徴収職員の育成 

○専門性の高い職員を育成するための「徴収分野専門研修」については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、実施を見送りましたが、代替として、強制徴収業務

に必要な知識の習得及びスキルの向上を目的とした事務研修をテレビ研修により実

○新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、強制徴収を停止

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務研修を行い、業務を担う職

員のスキル向上に努めました。 
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(11) 納めやすい環境の整備 

① 口座振替について、早くから利用

いただけるよう従来の年次での勧奨

に加え、20歳の資格取得後及び被保

険者種別変更後等に新たに勧奨を実

施するとともに、勧奨後のフォロー

アップ等を含めて引き続き効果的な

勧奨方法を検討する。 

 

② 口座振替及びクレジットカードに

よる納付の実施率向上に向けた取組

みに加え、コンビニエンスストア及

びインターネットバンキングによる

納付方法についても周知を行い納め

やすい環境の整備に努める。 

また、前納制度について、広報の充

実を図り、利用促進に努める。 

 

③ 口座振替について、インターネッ

トを利用した申出を可能にする等、

より容易な申出手続の検討を進め

る。 

 

④ インターネットを利用したクレジ

ットカード納付を可能にする仕組み

施し、制度と実務の双方に精通した徴収職員の育成に取り組みました。 

 

(11) 納めやすい環境の整備 

※口座振替及びクレジットカード納付、コンビニエンスストアやインターネットバン

キングによる納付方法の周知・勧奨については、（１）－④に記載。 

 

 

 

 

 

 

○２年前納を含む前納制度について、納付書に同封するリーフレットや、市区町村向

け情報誌「かけはし」、ホームページによる制度周知及び勧奨を行いました。 

 

【２年前納の申込状況】 

令和２年度 令和元年度 平成 30年度 

37.7万件 37.7万件 33.6万件 

（参考）令和２年度末の被保険者数は平成 30年度末から 1.5％減少 

 

 

○クレジットカード納付や口座振替に係るインターネットを利用した申出を可能にす

る仕組みについて、厚生労働省においては事業者から情報収集を行うなど、厚生労

働省と連携して検討を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○口座振替等による納付を推進

するため、資格取得時における

口座振替勧奨、ダイレクトメー

ルによる勧奨等を実施しまし

た。また、納付しやすい環境づ

くりとしてコンビニエンスス

トア、インターネットバンキン

グ、クレジットカードによる納

付方法について、納付書の裏面

及び納付書に同封するチラシ

により周知を図り利用促進に

努めました。 
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を、個人情報の管理など情報セキュ

リティ対策を講じた上で、令和２年

度中を目途に導入し、納めやすい環

境の拡充を行い、併せて広報の充実

を図り、利用促進に努める。 

 

⑤ 電子決済等事業者に対するヒアリ

ング調査を進めて実態を把握し、コ

ード決済などを活用した新たな納付

方法の導入の検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

○コード決済の導入に向け、厚生労働省と連携して、導入に当たっての課題を整理す

るとともに、厚生労働省において電子決済等事業者に対するヒアリング調査を行い

ました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

３．厚生年金保険・健康保険等の適用促

進対策 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 未適用事業所の適用促進対策 

  国税源泉徴収義務者情報を活用し

た取組を進め、適用調査対象事業所

は着実に減少してきたところである

が、未適用事業所の更なる解消に向

けて、令和２年度からの４年間で集

中的に取り組む。 

 

① 行動計画の策定 

数値目標や具体的なスケジュー

ルを定めた令和２年度行動計画を

策定する。 

行動計画の策定に当たっては、

従来の国税源泉徴収義務者情報に

加え、新たに雇用保険被保険者情

報を活用し、従業員規模に応じて、

効率的・効果的な加入指導を実施

３．厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、未適用事業所の適用促進対策

については、年度当初から９月まで訪問・来所要請による加入指導を中止しました

が、国税源泉徴収義務者情報を活用した加入指導に加え、法人登記簿情報を活用し

た新設法人への早期の加入指導を文書・電話を中心として実施することで、早期の

適用に取り組みました。また、事業所調査による適用の適正化対策については、年

度当初においては、郵送調査を中心に取り組み、11 月以降は、感染防止対策を徹

底しながら優先度の高い事業所に対する訪問調査を実施しました。 

 

(1) 未適用事業所の適用促進対策 

○未適用事業所の適用促進対策については、平成 27年度から、国税源泉徴収義務者

情報を活用した適用促進対策に取り組み、適用調査対象事業所（※）は着実に減少

してきたところであり、未適用事業所の更なる解消に向けて、以下の取組を進めま

した。 

 （※）国税庁から情報提供を受けた、従業員を雇い給与を支払っている法人事業所

のうち、当機構が保有する情報において厚生年金保険・健康保険等(以下「厚

生年金保険等」という。)に適用されていない事業所。 

① 行動計画の策定 

○厚生年金保険等の適用の適正化は、事業主の負担の公平性や適用すべき被保険者

の年金受給権を確保する観点から、機構が取り組むべき重要課題であると位置付

け、職員の加入指導による新規適用事業所数を目標に掲げ取組を進めました。 

○取組に当たって、機構全体目標を次のとおり定め、目標達成のための行動計画を策

定しました。 

 

項目 機構全体目標 

職員の加入指導による新規適用事業所数 82,000事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和２年度における適用促進につ

いては、職員の加入指導による新

規適用事業所数を目標に掲げると

ともに、令和２年３月末時点で５

人以上又は家族以外の従業員を雇

用していることが把握できた法人

事業所は令和３年度末までに全て

適用を目指すことを目標として、
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し、令和２年度から４年間で②の

適用計画を実行することとして、

職員の加入指導による新規適用事

業所数の目標を設定する。 

 

② 適用調査対象事業所の適用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用保険被保険者情報を活用した取組については、（１）－④に記載。 

 

 

 

 

② 適用調査対象事業所の適用計画 

○機構全体における加入指導による新規適用事業所数の目標を 8.2 万事業所とし、

年金事務所ごとの目標と、それを達成するための計画を作成し取り組みました。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、年度当初から９月まで訪問・来

所要請による加入指導を中止し、文書・電話を中心とした加入指導を行った影響も

ありましたが、国税源泉徴収義務者情報を活用した加入指導による新規適用事業

所数約 5.8 万事業所に加え、法人登記簿情報を活用した新設法人への早期の加入

指導を行うことにより、合計で約 10.0 万事業所、約 23.2 万人を適用に結び付け

ました。 

 

【加入指導による取組状況】 

 令和２年度 令和元年度 

新規適用事業所数 120,898 事業所 146,533事業所 

 加入指導による 

適用事業所数 

99,682 事業所 

（目標）82,000 事業所 

91,342 事業所 

新規適用被保険者数 343,298 人 345,804 人 

 加入指導による 

適用被保険者数 
232,406 人 175,774 人 

 

○これらの結果、令和元年度末に比べ、適用事業所数は約 7.3 万事業所増加し、約

251万事業所に、被保険者数は約 9.7万人増加し、約 4,047万人となりました。 

 

行動計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

○職員の加入指導による適用事業所

数については、目標の 8.2 万事業

所を上回り、約 10.0万事業所を適

用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○加入指導による適用事業所数が目

標を上回ったこと等により、令和

元年度末に比べ、適用事業所数及
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【適用事業所数及び被保険者数】 

 令和２年度 令和元年度 

適用事業所数 2,509,333事業所 2,435,755事業所 

適用被保険者数 40,472,127人 40,374,470人 

 

○また、令和元年度末時点において約 27.7万事業所であった適用調査対象事業所は、

その後に新たに判明した事業所と合わせ、令和２年度末時点で約 20.7 万事業所ま

で減少しました。 

 

【国税源泉徴収義務者情報により把握した適用調査対象事業所への取組状況】 

 令和２年度 

前年度末適用調査対象事業所数（①） 276,960事業所 

当該年度に把握した適用調査対象事業所数（②） 77,418 事業所 

①＋② 354,378 事業所 

加入指導による適用事業所数（③） 58,115 事業所 

適用済又は適用対象外の事業所数（※）（④） 89,203 事業所 

年度末の適用調査対象事業所数（①＋②－③－④） 207,060 事業所 

 （※）適用対象外の事業所とは、法人登記簿情報により解散又は閉鎖となっている

事業所や現地調査等により事業実態がないと判断された事業所。 

 

○令和元年度末における、優先的に加入指導を実施することとしている５人以上又

は家族以外の従業員を雇用していることが判明している法人事業所（以下「５人以

上等事業所」という。）への取組状況は次のとおりです。 

 なお、上記以外の法人事業所についても、制度周知や文書勧奨等により、丁寧に適

用勧奨を進めています。 

 

 

び被保険者数はいずれも前年度か

ら増加しました。 

 

 

 

○国税源泉徴収義務者情報の活用に

より把握した適用調査対象事業所

数は、平成 27年３月末時点で約 97

万事業所（その後に新たに判明し

た事業所を合わせると約 140 万事

業所）でしたが、加入指導による取

組などにより令和３年３月末時点

で約20.7万事業所まで減少しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

○令和２年３月末時点で適用対象と

していた５人以上等事業所につい

て、令和３年３月末までに3,036事

業所を適用し、5,019事業所まで解

消できている状況であり、立入検

査の効果的な活用を図るなどによ

り、令和３年度末までの適用を目
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ア 国税源泉徴収義務者情報及び

雇用保険被保険者情報を活用

し、５人以上又は家族以外の従

業員を雇用していることが把握

できた法人事業所は全て適用を

目指す。 

令和２年度行動計画策定時

に、すでに５人以上又は家族以

外の従業員を雇用していること

が判明している法人事業所につ

いては、事業主への接触が困難

な事業所を含め令和３年度末ま

での適用を目指す。 

イ 上記ア以外の法人事業所につ

いても、丁寧に加入指導を進め、

適用につなげる。なお、取組の強

化を図るため、関係団体等と連

携し、制度周知・適用勧奨に重点

的に取り組む。 

 

ウ 加入勧奨等によっても事業主

から応答がない等の実態確認が

必要な法人事業所については、

令和３年度末までに、訪問等に

よる実態確認を行い、上記ア及

びイの対応区分の定まらない事

業所の解消を目指す。 

【５人以上等事業所の取組状況】 

 
令和２年３月

末時点の対象

事業所数 

加入指導によ

る適用事業所

数 

適用済又は適

用対象外とし

た事業所数 

令和３年３月

末時点の対象

事業所数 

（※２） 

被保険者５人

以上の法人事

業所（※１） 

5,245事業所 1,115事業所 1,166事業所 2,964事業所 

被保険者５人

未満で家族以

外の従業員を

雇用している

法 人 事 業 所

（※１） 

4,395事業所 1,921事業所 419事業所 2,055事業所 

合 計 9,640事業所 3,036事業所 1,585事業所 5,019事業所 

（※１）令和２年３月末時点の国税源泉徴収義務者情報に基づく推定や、調査票によ

る確認、加入指導における聴取等により区分している。 

（※２）令和２年４月以降に判明した事業所は含んでいない。 

 

 

○令和元年度末に 222,583 事業所あった加入勧奨等によっても事業主から応答がな

い等の実態確認が必要な法人事業所への取組状況については、文書等による実態

確認等を行い、146,287事業所まで解消しました。 

 これらの事業所については、令和３年度末までに実態解明することを目指すとと

もに、５人以上等事業所と判明した法人事業所については、早期に適用を進めてま

いります。 

 

指していまいります。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和２年３月末時点で実態確認が

必要としていた法人事業所につい

て、令和３年３月末時点で 146,287

事業所まで解消できている状況で

あり、令和３年度末までに実態解

明することを目指すとともに、５

人以上等事業所と判明した法人事
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その結果、新たに５人以上又

は家族以外の従業員を雇用して

いることが判明した法人事業所

については、令和５年度末まで

の適用を目指す。 

 

③ 目標達成に向けた進捗管理の徹底 

目標達成に向け、本部及び年金

事務所において、適用調査対象事

業所及び調査状況を把握・共有し

た上で、課題分析等を行うことで、

確実に計画を実施するための進捗

管理を徹底する。 

 

 

 

④ 効果的な適用促進対策の実施 

ア 取組の推進に当たっては、次

により効果的に実施する。 

・ 国税源泉徴収義務者情報及

び雇用保険被保険者情報の活

用 

 

 

・ 事業主への接触が困難な事

業所への加入指導・立入検査

を強化するための手順の見直

 

 

 

 

 

 

③ 目標達成に向けた進捗管理の徹底 

○目標達成に向け、年金事務所においては、策定した行動計画に基づき計画的に取組

を行い、また、毎月の適用対策会議において、進捗状況の確認を行い、確実に計画

を実施するため、ＰＤＣＡサイクルに基づいた取組を実施しました。 

○本部においては、適用調査対象事業所への取組状況を把握し、対策の上乗せが必要

な年金事務所の適用対策会議に参加し必要な助言・指導を行いました。 

 

 

 

 

④ 効果的な適用促進対策の実施 

○適用促進対策の取組の推進に当たっては、次により効果的に実施しました。 

 ・国税源泉徴収義務者情報については、毎月情報提供を受け、国税源泉徴収義務者

情報を活用した適用調査対象事業所の着実な適用を基本として取り組んでいま

す。 

  また、新たに雇用保険被保険者情報の提供を受け、厚生年金保険等の適用の可能

性がある者を特定し、その情報を年金事務所へ提供することにより、可能な限り

効率的に適用の促進を図るよう優先的に加入指導を実施しているところです。 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言等が適用されて

いる期間において立入検査を中止しましたが、事業主への接触が困難な事業所

への加入指導・立入検査を強化するため、これまでの取組から有効と考えられる

業所については、早期に適用を進

めてまいります。 

 

 

 

 

 

○年金事務所においては、目標達成

に向けた行動計画を策定し、進捗

管理と適用対策会議によるＰＤＣ

Ａサイクルに基づいた取組を実施

しました。 

本部においては、年金事務所に対

する進捗管理の徹底と必要な助

言・指導を行いました。 

 

 

○国税源泉徴収義務者情報に加え、

新たに提供を受けた雇用保険被保

険者情報の活用により、厚生年金

保険等の適用の可能性がある者を

特定して加入指導を実施するな

ど、効果的な適用促進対策に取り

組みました。 
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し 

・ 立入検査の結果に応じた職

権適用の実施 

イ 従来の事業所に対する取組に

加え、被保険者へのアプローチ

による適用促進を実施する。 

具体的には、一定以上の所得

があり、未納がある国民年金被

保険者等への就労状況調査を実

施し、調査結果に基づき、厚生年

金保険の適用の可能性がある者

について、勤務先事業所への加

入指導を実施し、適用に結び付

ける。 

ウ 加入指導及び立入検査に従わな

い悪質な事業所については、告発

も視野に入れた対応を検討する。 

エ 事業主への接触が困難な事業

所への加入指導及び立入検査の

取組を強化するため、全国の困

難性の高い事案を取り扱う専門

組織を設置する。 

 

(2) 事業所調査による適用の適正化対策 

  適用事業所の従業員に係る適用漏

れの防止及び届出の適正化を推進す

るため、以下により実効性のある事

取組や職権適用の進め方の追加など手順の見直しを行いました。 

 

 

※取組状況については、Ⅰ－２－（５）に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法改正による立入検査対象の拡大に伴い、困難性の高い事案に対応する適用促進

対策専門チームを令和２年４月に本部に設置するとともに、加入指導・立入検査を

強化するための手順の見直しを行いました。 

また、適用促進対策専門チームにおいては、令和２年 10月以降、訪問による加入

指導に着手したところであり、令和３年４月には、同チームを特別適用対策グルー

プとして設置し、更なる体制の強化を図りました。 

 

 

 

(2) 事業所調査による適用の適正化対策 

○事業所調査による適用の適正化対策については、適用事業所の従業員に係る適用

漏れの防止及び届出の適正化を推進するため、以下の取組を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本部に設置した困難性の高い事案

に対応する適用促進対策専門チー

ムにおいて、加入指導・立入検査を

強化するための手順の見直しや適

用に結び付かない困難事業所への

加入指導を実施しました。 
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業所調査を実施する。 

① 行動計画の策定 

数値目標や具体的なスケジュー

ルを定めた令和２年度行動計画を

策定する。 

行動計画の策定に当たっては、こ

れまでの調査結果、従業員規模、業

種等を踏まえ、効果的・効率的な事

業所調査を実施し、従業員の適用漏

れの防止及び届出の適正化を図る。 

 

 ② 調査対象の選定と効果的な事業

所調査の実施 

ア 訪問調査と呼出・郵送調査に

分類し、中期計画期間中に全て

の適用事業所に対する事業所調

査を実施することを原則として

行動計画を策定し取り組む。 

その際、訪問調査の対象事業

所を次のとおり選定し、事業所

の従業員規模等に応じて、優先

度をつけて効果的・効率的な事

業所調査を実施する。 

・ 雇用保険被保険者情報によ

り未加入者がいると見込まれ

る事業所 

・ 短時間労働者を多く使用し

 

① 行動計画の策定 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、年度当初においては、訪

問・呼出調査を中止し、郵送調査を中心に取り組みました。 

 このため、行動計画において被保険者 240 万人に相当する事業所に対して調査を

実施することを目標として計画を策定し取り組みました。 

 なお、令和２年 11月以降は、感染防止対策を徹底しながら、優先度の高い事業所

（情報提供のあった事業所、算定基礎届未提出事業所、長期遡及届出のあった事業

所等）から訪問調査を実施しました。 

 

 

② 調査対象の選定と効果的な事業所調査の実施 

 

○事業所調査の実施状況は以下のとおりであり、調査目標被保険者数の 240 万人を

上回る事業所への調査を実施しました。 

 

【事業所調査実施状況】 

目標被保険者数 調査被保険者数 調査事業所数 

2,400,000人 3,173,728人 234,321 事業所 

 

○上期における郵送調査と、下期からの優先度の高い事業所への訪問調査により、事

業所調査指摘状況は以下のとおりとなりました。  

 また、雇用保険被保険者情報の提供を受け、厚生年金保険の適用の可能性がある者

を特定し、その情報を年金事務所へ提供することにより、効果的・効率的な事業所

調査を実施しました。 

 

 【事業所調査指摘状況】  

 

 

○令和２年度における事業所調査に

ついては、上期に訪問・呼出調査を

中止したことを勘案し、行動計画

において被保険者 240 万人に相当

する事業所に対して調査を実施す

ることを目標として取り組みまし

た。 

 

 

 

 

○事業所調査実施目標について、目

標を超える調査被保険者数に相当

する事業所への調査を実施し目標

を達成しました。 

 

 

 

○資格得喪関係の指摘事業所数は

15,395事業所、報酬関係の指摘事業

所数は70,940事業所となりました。 

調査により適用した被保険者数は

19,725人となり、従業員の適用漏

れの防止及び届出の適正化を図り

ました。 
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ている事業所 

・ 算定基礎届や賞与支払届が

未提出の事業所 

・ これまでの事業所調査にお

いて指摘の多い事業所 

 

  イ 大規模事業所について、効果

的な調査観点や手法を整理し、

専門組織を設置した上で、本部

や年金事務所間の連携により、

効率的・効果的な訪問による調

査を実施する。 

 

  ウ 一定期間以上の遡及または大

幅な報酬変更等の届出をした事

業所に対し、順次、事業所調査を

実施する。 

  エ 一定以上の所得があり未納があ

る国民年金被保険者等への就労状

況調査の結果から、適用の可能性

がある者が勤務する事業所に対

し、順次、事業所調査を実施する。   

オ 法務省から提供される外国人

情報により判明した未適用の外

国人就労者を使用する事業所に

対し、順次、事業所調査を実施す

る。また、分かりやすい制度説明

指摘事業所数 調査により適用 

した被保険者数 資格得喪関係 報酬関係 

15,395 事業所 70,940 事業所 19,725 人 

 

 

 

○被保険者 10,000人以上の大規模事業所への調査を実施する専門組織として、法人

調査グループを令和２年４月に本部に設置しました。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止を受け調査実施時期を延期しましたが、７月以降、11 事業所に対

して、調査資料である給与情報等の電子媒体による提出を求め、機構内でデータに

よる確認を行う等、訪問や呼出によらず、事業所との接触を控えた「非対面型」に

よる調査手法により、効率的・効果的な調査を実施するとともに、判断基準の明確

化などにも取り組みました。 

○一定期間以上の遡及又は大幅な報酬変更等の届出に対しては、令和２年 11月以降、

優先度の高い事業所として訪問による事業所調査を実施しました。 

 

 

※取組状況については、Ⅰ－２－（５）に記載。 

 

 

 

 

○令和元年６月より毎月、法務省出入国在留管理庁から提供される特定技能外国人

及びその帯同家族に係る情報を活用し、令和２年 12月末現在までに在留資格「特

定技能」の資格を有した約 1.6万人のうち、適用事業所での勤務実態があるにも関

わらず厚生年金保険に未加入の 31 人が勤務する事業所に対して加入勧奨を実施

し、全て適用に結び付けました。 

 また、新たに提供を受けることと

なった雇用保険被保険者情報によ

り、厚生年金保険の適用の可能性

がある者を特定して調査に活用す

ることにより、効果的・効率的な調

査に取り組みました。 

○10,000 人以上の適用事業所につい

ては、訪問や呼出によらず、電子デ

ータを活用し、事業所との接触を

控えた「非対面型」による調査手法

により、効率的・効果的な調査を実

施しました。 

 

○令和２年 11月以降、優先度の高い

事業所として訪問による事業所調

査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

○出入国在留管理庁からの情報によ

り、厚生年金保険への加入状況を

確認し、速やかな適用に結び付け

ました。 
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を行うため、引き続き多言語に

よる制度説明のパンフレットを

拡充する。 

カ 調査結果のデータ管理と調査

対象事業所の抽出のシステム化

について検討する。 

 

 

③ 目標達成に向けた進捗管理の徹底 

目標達成に向け、本部及び年金

事務所において、調査対象事業所

及び調査状況を把握・共有した上

で、課題分析等を行うことで、確実

に計画を実施するための進捗管理

を徹底する。 

 

(3) その他 

① 届出に係る事務処理の迅速化 

健康保険被保険者証の早期交付

に向けて、健康保険被保険者証の

交付に関係する届出（資格取得届、

資格喪失届及び被扶養者異動届）

について、標準的な処理期間の目

標を設定し、月次で進捗管理を行

うとともに、他の届出に優先して

処理を行うことにより、届出に係

る事務処理の迅速化を図る。 

 また、多言語による社会保険制度周知用パンフレットや加入手続に係るパンフレ

ットを窓口配布及びホームページ掲載することにより、外国人への制度周知等に

努めました。 

○調査結果のデータ管理と調査対象事業所の抽出のシステム化については、適用事

業所への調査結果の収録情報を追加し、必要なデータの集計・分析を行うととも

に、記録管理システムの情報を活用して効率的に調査対象事業所を抽出できるよ

う、抽出に必要なデータ項目について検討を進めました。 

  

③ 目標達成に向けた進捗管理の徹底 

○目標達成に向け、年金事務所においては、策定した行動計画に基づき計画的に取組

を行い、また、毎月の適用対策会議において、進捗状況の確認を行い、確実に計画

を実施するため、ＰＤＣＡサイクルに基づいた取組を実施しました。 

○本部においては、調査対象事業所の選定や調査の実施状況を把握し、対策の上乗せ

が必要な年金事務所の適用対策会議に参加し必要な助言・指導を行いました。 

 

 

(3) その他 

① 届出に係る事務処理の迅速化 

○繁忙期である令和２年４月において、資格取得届等の処理に最優先で取り組むと

ともに、電子申請による届出処理を更に迅速化させるためのシステム改修を行い

ました。この結果、平成 31年４月と比較して、紙媒体については平均処理日数（※）

が増加したものの、電子申請及び電子媒体については平均処理日数を減少させる

ことができ、電子申請については、３営業日以内の目標を大幅に下回る平均処理日

数とすることができました。 

 （※）機構における届書の受付日の翌日から資格確認までの期間であり、全国健康

保険協会における健康保険被保険者証の作成に要する期間は含みません。 

 

 

 

 

○調査結果の収録情報の追加と記録

管理システムの情報を活用した効

率的な抽出について検討しまし

た。 

 

 

○本部及び年金事務所において、調

査対象事業所及び調査状況を把

握・共有した上で、確実に計画を実

施するための進捗管理を徹底し取

り組みました。 

 

 

 

 

○健康保険被保険者証の早期交付に

向けて、健康保険被保険者証の交

付に関係する届出に係る事務処理

の迅速化を図り、繁忙期である令

和２年４月において、平成 31年４

月と比較して、届出の受付日の翌

日から資格確認までの平均処理日

数（土日祝日を除く営業日）をおお

むね減少させることができ、電子
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特に、電子申請による資格取得

届等の健康保険被保険者関係届に

ついては原則３営業日以内に全国

健康保険協会へ資格情報を提供す

ることを目指す。また、電子申請に

係るシステムの改善により更なる

短縮化を目指す。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

② 「厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「厚生年金特例法」とい

う。）」への対応 

ア 年金事務所は、厚生年金特例

 【事務処理状況（資格取得届）】 

届書 

種別 

資格取得届 

電子申請 電子媒体 紙媒体 

年度 Ｒ２.４ Ｈ31.４ Ｒ２.４ H31.４ Ｒ２.４ H31.４ 

平均処理

日数 
1.4日 3.3日 1.6日 2.3日 5.1日 4.2日 

 

 【事務処理状況（被扶養者異動届）】 

届書 

種別 

被扶養者異動届 

電子申請 電子媒体 紙媒体 

年度 Ｒ２.４ H31.４ Ｒ２.４ H31.４ Ｒ２.４ H31.４ 

平均処理

日数 
1.9日 2.8日 1.5日 2.5日 6.0日 4.1日 

 

○厚生年金保険等の標準報酬月額の特例改定（※）に係る届出に関しては、令和２年

６月 26日から申請書の受付開始となりましたが、処理体制を確保し迅速な処理を

進めました。 

（※）令和２年４月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、

報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・

厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か月目に改定）によ

らず、特例により翌月からの改定が可能となりました。 

 

② 「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）」への対応 

 

 

○厚生年金特例法への対応（※）に関しては、地方年金記録訂正審議会が年金記録の

申請については、３営業日以内の

目標を大幅に下回る平均処理日数

とすることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○厚生年金保険等の標準報酬月額の

特例改定に係る届出に関しては、

処理体制を確保し迅速な処理を進

めました。その結果、約 2.7 万事

業所、約 45.3 万人の標準報酬月額

を改定しました。（令和３年３月 26

日時点） 

 

 

 

 

 

○厚生年金特例法への対応について
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法の事務処理マニュアルに従っ

て、特例納付保険料の納付勧奨

等を確実に実施し、進捗管理の

徹底を図る。更に、確実に納付申

出に結びつけるための手順の見

直しを検討する。 

イ また、厚生年金特例法の納付

申出があった事案については、

事務処理マニュアルに従って特

例納付保険料の納入告知を行

い、債権管理を徹底する。 

 

③ 「公的年金制度の健全性及び信

頼性の確保のための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律（以下

「健全化法」という。）」への対応 

健全化法の規定の趣旨を踏ま

え、企業年金連合会とのデータの

突き合わせ作業を行っており、企

業年金連合会からの依頼に基づき

必要な対応を行う。 

 

④ 船員保険制度への対応 

船員保険制度に関する事務処理

要領について整備を行い、事務処

理体制の見直しを検討する。 

訂正の答申を行ったもの及び年金事務所において年金記録の訂正が可能と判断し

た 3,444 件に係る特例納付保険料 4.2 億円について納付勧奨を行い、2,317 件、

2.5億円の納付実績となりました。 

（※）厚生年金特例法により申立期間について厚生年金保険料が報酬より控除さ

れていたことが認定されたときは、年金記録が訂正され、年金額に反映され

ます。事業主には特例納付保険料を納付するように勧奨を行いますが、納付

に応じない場合は事業主名等が公表されます。 

 

 

 

 

 

③「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（以下「健全化法」という。）」への対応 

○健全化法の規定の趣旨を踏まえ、企業年金連合会からの依頼に基づきデータの突

き合わせ作業を進めました。 

 

 

 

 

 

 

④船員保険制度への対応 

○船員保険制度に関する業務遂行時における参考テキストとして活用することを目的

とした「船員保険報酬月額算定の手引」を作成し年金事務所に配布するとともに、

事務処理要領の整備や人材育成及び事務処理体制の見直しの検討を進めました。 

は、3,444 件に係る特例納付保険料

4.2 億円について納付勧奨を行い、

2,317件、2.5億円の納付実績とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○企業年金連合会からの依頼に基づ

きデータの突き合わせ作業を進め

ました。 

 

 

 

 

 

 

○船員保険制度に関する事務処理要

領の整備や事務処理体制の見直し

の検討を進めました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

４．厚生年金保険・健康保険等の保険料徴

収対策 

機構設立以降、厚生年金保険等の収納

率は毎年度、前年度実績を上回り順調に

推移している状況ではあるが、更に公

正・公平な保険料収納を確保するため、

以下の取組により徴収対策を推進する。 

また、滞納解消に向けた徴収体制の強

化とともに、徴収職員の育成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 行動計画の策定 

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴

収対策については、令和２年度行動計画

を策定し、以下の取組を効果的・効率的

に推進する。 

行動計画の策定に当たっては機構全

４．厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策 

 

○厚生年金保険等の徴収対策については、公正・公平な保険料収納を確保し実績の向

上を目指すため、滞納発生の抑制に向けた取組と滞納処分を適切に実施するなど、

計画的に徴収対策を行うこととしていました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、新型コロナウイルス感染

症の影響により保険料の納付が困難となった事業所に対して、納付猶予特例（※）

の案内を行い、申請を促すなど個々の事業所の置かれた状況や心情に十分配慮した

迅速かつ柔軟な対応に最優先で取り組んできました。 

○また、徴収職員に対し、納付猶予特例のみならず、既存の納付の猶予及び換価の猶

予（以下「法定猶予制度」という。）についても迅速かつ適切に運用することがで

きるよう、事務研修を実施しました。 

（※）新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の一定期間（１か

月以上）に相当な収入の減少が生じた場合において、令和２年２月１日から令

和３年２月１日までに納期限が到来する保険料の納付を申請により、１年間猶

予することができる。この納付猶予特例が適用されると、担保の提供は不要と

なり、延滞金は全額免除となる（令和２年４月 30日施行）。 

○なお、滞納処分事務については、事業所が倒産した場合等の喫緊の対応が必要な場

合を除き、原則として停止しました。 

 

(1) 行動計画の策定 

○厚生年金保険等の徴収対策は、負担の公平性及び公的年金制度に対する信頼確保の

観点から、機構が取り組むべき重要課題であることから、令和２年度計画におい

て、厚生年金保険等の収納率が前年度と同等以上の水準を確保することを目標に掲

げましたが、行動計画においては、新型コロナウイルス感染症の影響に対応した機

動的な見直しを実施し、納付猶予特例及び法定猶予制度に係る滞納保険料を除い

 

 

○令和２年度においては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によ

り保険料の納付が困難となった

事業所に対して、納付猶予特例

の案内を行い、申請を促すなど

その適用に向けて最優先で取り

組みました。その結果、納付猶予

特例の適用（承認）を受けた事業

所は約 9.8 万事業所、猶予額は

約 9,700 億円となりました。（数

字は令和３年３月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和２年度における厚生年金保

険等の徴収対策については、新

型コロナウイルス感染症の影響

に対応した機動的な見直しを実

施し、納付猶予特例及び法定猶
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体として、厚生年金保険・健康保険等の

収納率が前年度と同等以上の水準を確

保することを目指すとともに、収納未済

額の圧縮に努めることを目標とする。 

また、目標達成に向け、取組の実績に

基づく計画を策定し、確実に実施するた

めの進捗管理を徹底するとともに、滞納

整理関係事務処理要領に基づき滞納事

業所の適正な債権管理を徹底し、滞納事

業所の減少に着目して行動計画の取組

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、前年度以上の収納率、収納未済額を前年度未満に削減、滞納事業所数を前年度

末より削減することを目標として策定しました。 

○年金事務所においては、行動計画の目標の達成状況について進捗状況を適切に管理

し、目標達成に向けた取組を行いました。また、本部においては、実績が目標を下

回っている年金事務所へ必要に応じて徴収対策会議に参加するするなど、取組状況

を確認の上、改善指導を行いました。 

○令和２年度の厚生年金保険料（過年度分を含む。以下同じ。）については、32兆 8,717

億円の徴収決定額に対し、32兆 612億円を収納した結果、保険料収納率は 97.5％

となり、前年度を下回っていますが、納付猶予特例及び法定猶予制度の許可中の金

額は 5,842 億円となっており、この金額を徴収決定額から除いて計算した場合の

保険料収納率は 99.3％となります。 

 

 【厚生年金保険料収納率】 

厚生年金保険 令和２年度 

令和２年度 

【納付猶予特例及び法

定猶予制度の許可中の

金額を除く】 

令和元年度 

 

徴収決定額 32兆 8,717億円 32兆 2,875億円 32兆 9,209億円 

収納額 32兆 612億円 32兆 612億円 32兆 6,197億円 

収納率 97.5％ 99.3％ 99.1％ 

 

 

○令和２年度の全国健康保険協会管掌健康保険料（過年度分を含む。以下同じ。）に

ついては、10兆 7,665億円の徴収決定額に対し、10兆 4,235億円を収納した結果、

保険料収納率は 96.8％となり、前年度を下回っていますが、納付猶予特例及び法

定猶予制度の許可中の金額は 2,138 億円となっており、この金額を徴収決定額か

ら除いて計算した場合の保険料収納率は 98.8％となります。 

予制度に係るものを除いて、前

年度以上の収納率及び収納未済

額を前年度未満に削減し、滞納

事業所数を前年度末より削減す

ることを目標とした行動計画を

策定しました。 

○厚生年金保険料の収納率につい

ては 97.5％、全国健康保険協会

管掌健康保険料の収納率は

96.8％となり前年度を下回って

いますが、納付猶予特例及び法

定猶予制度の許可中の金額を除

くと、厚生年金保険料の収納率

は 99.3％、健康保険料の収納率

は 98.8％となり、前年度と同等

の水準を確保しました。 
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(2) 滞納事業所等に対する納付指導、換価

の猶予等及び滞納処分 

滞納事業所等に対しては、滞納状況に

 

 【健康保険料収納率】 

協会管掌 

健康保険 
令和２年度 

令和２年度 

【納付猶予特例及び法

定猶予制度の許可中の

金額を除く】 

令和元年度 

 

徴収決定額 10兆 7,665億円 10兆 5,527億円 10兆 6,997億円 

収納額 10兆 4,235億円 10兆 4,235億円 10兆 5,249億円 

収納率 96.8％ 98.8％ 98.4％ 

 

○令和２年度の厚生年金保険料の収納未済額は 7,872 億円、全国健康保険協会管掌

健康保険料の収納未済額は 3,293 億円となり、前年度より増加していますが、納付

猶予特例及び法定猶予制度の許可中の金額（厚生年金保険料 5,842 億円、全国健康

保険協会管掌健康保険料 2,138 億円）を除いて計算した場合、それぞれ 2,030 億

円、1,155億円となります。 

 

 【収納未済額】 

収納未済額 令和２年度 

令和２年度 

【納付猶予特例及び法

定猶予制度の許可中の

金額を除く】 

令和元年度 

 

厚生年金保険 7,872億円 2,030億円 2,778億円 

協会管掌健康保険 3,293億円 1,155億円 1,611億円 

 

(2) 滞納事業所等に対する納付指導、換価の猶予等及び滞納処分 

 

○法定納付期限までに納付がなかった事業所には、電話による納付督励をはじめとし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○収納未済額について、厚生年金

保険は 7,872 億円、全国健康保

険協会管掌健康保険は 3,293 億

円となり、前年度より増加して

いますが、納付猶予特例及び法

定猶予制度許可中の金額を除く

と厚生年金保険は 2,030 億円、

全国健康保険協会管掌健康保険

は 1,155 億円となります。 

 

 

 

 

 

 

 

○法定納付期限までに納付がなか
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応じた管理及び滞納状況に則した対策

を行う等の適正な納付の履行管理によ

り、迅速かつ計画的に保険料等の納付督

励を行い、確実な徴収に取り組むことに

より滞納の長期化防止策を以下のとお

り行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 納付期限までに納付がなかった適

用事業所に対しては、電話等による納

付督励を確実に実施するとともに、督

促指定期限までに納付がない新規の

滞納事業所に対しては、滞納整理関係

事務処理要領に基づいた納付指導、納

付協議及び滞納整理を確実に実施す

る。 

 

② 滞納事業所から納付が困難である

旨の申出があった場合は、事業所の経

た確実かつ迅速な初期対応による納付指導を行いました。その際、事業所から、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより納付が困難であるとの申出が

あった場合は、納付猶予特例の案内を行い、申請を促すなど個々の事業所の置かれ

た状況や心情に十分配慮した迅速かつ柔軟な対応に最優先で取り組んできました。

特に、納付猶予特例が施行された時点において、納付猶予特例の対象となる令和２

年１月分保険料及び令和２年２月分保険料に滞納がある全ての事業所（約 10.4万

件）に対しては、納付猶予特例の案内リーフレットを送付しました。 

納付猶予特例の適用を受けた事業所は令和３年３月末現在で約 9.8 万事業所、猶

予額は約 9,700億円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない事業所との納付協議に当たって

は、一括での納付が困難であるとの申出があった場合は、決算書等により、納付資

力の確認を行った上で、分割納付の協議と法定猶予制度の案内を行い、できる限り

早期に完納となるよう納付指導を行いました。 

また、令和２年７月豪雨により被害を受けた事業所に対しては、個々の状況を十分

に聴取し、災害による納付猶予制度等について適切に活用するなど丁寧な対応を行

いました。 

 

 

○なお、令和３年３月２日以降、令和２年１月分保険料から順次、納付猶予特例の猶

予期間（１年間）が終了することを踏まえ、猶予期間が終了する３か月前から猶予

った事業所には、確実かつ迅速

な初期対応による納付指導を行

い、早期に完納となるよう取り

組みました。 

その際、事業所から新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けた

ことにより納付が困難であると

の申出があった場合は、納付猶

予特例の案内を行い、申請を促

すなどその適用に向けて最優先

で取り組みました。その結果、納

付猶予特例の適用を受けた事業

所は令和３年３月末現在で約

9.8万事業所、猶予額は約 9,700

億円となり、適切に対応したも

のと考えています。 

○納付猶予特例の猶予期間終了

後、速やかに法定猶予制度を適

用するため、事業所への文書送

付、電話連絡等を実施すること

で、適切に法定猶予制度への切

り替えに取り組みました。 
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営状況や将来の見通しなどを丁寧に

聴き取った上で、納付の猶予、換価の

猶予の案内を徹底し、必要な保険料緩

和措置を講じる。また、滞納整理関係

事務処理要領に基づいた分割納付の

ルールを適切に運用するなど、滞納事

業所の個々の実情に則しつつ、関係法

令等に基づき適切に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

③ 納付協議に応じない事業所及び約

束不履行となった事業所に対しては、

関係法令に基づき厳正な滞納処分を

迅速かつ確実に執行し、滞納解消を図

期間の終了についてお知らせするとともに、引き続き、新型コロナウイルス感染症

の影響により納付が困難な事業所については、事業所の置かれた状況に十分配慮し

つつ納付協議を行い、法定猶予制度の適用（切り替え）を進めました。 

 

 【猶予制度の適用状況】 

 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 

納付の猶予 39件 15件 10件 

納付の猶予（特例） 97,877 件 ― ― 

換価の猶予 
申請 2,850件 732件 623件 

職権 4,919件 144件 120件 

 

○令和２年度の滞納事業所数は 160,308事業所、適用事業所に占める割合は 6.4％と

なり、増加となっていますが、そのうち納付猶予特例のみの適用を受けている事業

所数（納付猶予特例の適用を受けている保険料以外を滞納している事業所を除く）

は 54,579事業所となります。 

 

 令和２年度末 令和元年度末 平成 30年度末 

滞納事業所数 160,308 事業所 142,139 事業所 133,807 事業所 

適用事業所に 

占める滞納 

事業所の割合 

6.4％ 5.8％ 5.7％ 

 

 

○新型コロナウイルス感染症が適用事業所に多大な影響を与えていることを鑑み、滞

納処分事務について、事業所が倒産した場合等の喫緊の対応が必要な場合を除き、

原則として停止したことから、令和２年度の差押事業所数は 3,357 事業所にとど

まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和２年度の滞納事業所数は

160,308 事業所、適用事業所に占

める割合は 6.4％となり、前年度

末との比較では増加となってい

ますが、このうち納付猶予特例

のみの適用を受けている事業所

数は 54,579事業所であり、法定

猶予制度への適用（切り替え）も

含め、これらの事業所の納付協

議に適切に対応してまいりま

す。 

 

○滞納処分については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を鑑

み、喫緊の対応が必要な場合を

除き、原則として停止したこと
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る。 

 

 

(3) 徴収が困難である事業所に対する徴

収対策の徹底 

広域に事業を行っている等、困難性が

高く滞納が長期間又は高額となってい

る事業所については、本部・特別徴収対

策部及び管轄の年金事務所の役割を整

理し、徴収体制の強化に取り組み滞納解

消を図る。 

なお、悪質な滞納事業所については、

国税庁と連携協力し、滞納処分等の権限

を国税庁に委任する仕組みを積極的に

活用し、前年度と同等以上の件数を委任

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年度 令和元年度 平成 30年度 

差押事業所数 3,357事業所 33,142 事業所 30,978 事業所 

 

(3) 徴収が困難である事業所に対する徴収対策の徹底 

 

○困難性の高い事案については、徴収専門の本部組織である特別徴収対策部への移管

を実施し、滞納額を増やさないように、全ての滞納事業所（204事業所）に対して

納付指導を行いました。特に、新型コロナウイルス感染症の影響を受け納付困難と

なっている事業所に対しても移管を速やかに行い、納付猶予特例及び法定猶予制度

を適用させるとともに、その後の納付資力の回復状況に応じて納付計画の改善を促

すことにより保険料収納に結びつけています。 

その結果、納付猶予特例及び法定猶予制度の許可中の事業所は令和２年度末時点で

123事業所、猶予中の金額は 39億円となっています。 

 また、収納未済額は令和２年度末で 68 億円となっており、年度当初比で３億円増

加していますが、納付猶予特例及び法定猶予制度の許可中の金額を徴収決定額から

除いて計算した場合、36億円の減少となります。 

 なお、令和２年度末時点で 59 事業所について、困難性の解消等、必要な対応が終

了したものについては、年金事務所の所管に戻しました。 

○また、年金事務所においても、滞納事業所が増加している状況を鑑み、納付猶予特

例及び法定猶予制度の適用を進めるための体制を強化しました。 

 

【特別法人対策部の取組状況】 

特別法人対策部 

の所管事案 

令和２年度所管分  令和 

２年度末 
【納付猶予

特例及び法

定猶予制度

の許可中の

金額を除

く】 

前年度 

からの 

繰越分 

令和 

２年度 

移管分 

合計 

 

令和 

２年度末 

納付猶予 

特例 

及び法定

猶予制度
（許可中） 

〔再掲〕 

から、差押事業所数は 3,357 事

業所にとどまりました。 

 

 

 

○徴収が困難である事業所への対

応については、特別徴収対策部

への移管を実施し、全ての事業

所に納付指導を行いました。 

特に、新型コロナウイルス感染

症の影響を受けたことにより納

付が困難となった事業所には、

事業主の納付に対する誠意の醸

成を図るべく、法定猶予制度の

周知・案内を実施のうえ納付猶

予特例及び法定猶予制度を適用

させるとともに、その後の納付

資力の回復状況に応じた納付計

画を徴取することにより保険料

の収納確保を図りました。 
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(4) 徴収職員の育成 

より高い専門性を有する職員を育成

するため、職務に合わせた事務研修に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 徴収業務に係るシステム化の推進 

徴収業務に使用している複数の支援

ツールの統合に継続して取り組み、令和

２年度より順次運用を開始するととも

所管事業所数 95事業所 109事業所 204事業所 145事業所 123事業所 － 

収納未済額 

（延滞金含む） 
31億円 34億円 65億円 

68億円 

(※) 

39億円 
 

(※) 

29億円 

(※) 

（※）年度途中で移管終了した事業所の滞納額を含む。 

 

○国税庁への滞納処分等の権限委任については、新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえ、見合わせました。 

 

 

 

 

(4) 徴収職員の育成 

○令和元年度と同様に、専門性の高い職員を育成するための「徴収分野専門研修」の

実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度

の対面型研修の実施は見送ることとし、その代替として「徴収実務研修」をテレビ

研修にて実施しました。（受講者数 1,225名） 

 

 

○特別徴収対策部においては、地域の課長会議や研修会等に参加し、困難事案への対

応で得られた好成果事例の情報発信を行うとともに、地域からの要望に基づき、納

付猶予特例及び法定猶予制度を迅速に運用するための実践的な事務研修を実施し、

徴収職員の育成を行いました。 

 

(5) 徴収業務に係るシステム化の推進 

○令和２年度は、滞納処分を実施する際に使用する徴収関係書類の作成支援ツールに

ついて、事業所情報や滞納情報（以下「事業所情報等」という。）を取り込むこと

でデータ入力の軽減を図り簡便に作成できるよう見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

○国税庁への滞納処分等の権限委

任については、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を踏まえ、見

合わせたため、令和２年度の委

任はありません。 

 

 

○専門性の高い職員を育成するた

めの研修の実施については、新

型コロナウイルス感染症の影響

により見送りましたが、代替の

研修をテレビ研修にて実施しま

した。 

○特別徴収対策部においては、好

成果事例の情報発信を行うとと

もに、地域の要請に基づき、実践

的な事務研修を実施しました。 

 

 

○令和元年度に定めた方針に基づ

き、徴収関係書類の支援ツール

の見直し及び支援ツール９本の
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に、滞納事業所の傾向や対策の効果など

が分析できるよう、徴収業務のシステム

化を進める。 

 

 

 

 

(6) 口座振替の利用促進 

口座振替を利用していない適用事業

所については、口座振替による保険料納

付の利用促進を図るとともに、新規適用

事業所に対し、口座振替を利用するよう

事業主に勧奨する。 

また、これまでは個々に事業所情報等を取り込み使用していた、支援ツール９本を

統合し、データベースの集約を行いました。これにより、ツールごとの事業所情報

等の取込や基本データの入力作業が、一回の登録で可能となりました。 

○令和２年度において適用件数が増加した納付猶予特例及び法定猶予制度に係る猶

予期間等のデータをシステムに取り込み、猶予適用事業所の状況の把握に活用しま

した。 

 

(6) 口座振替の利用促進 

○新規適用事業所に対しては、口座振替の利用促進を必ず行い、申請書の提出がない

事業所に対し電話勧奨を行うなど、口座振替の利用促進に取り組みましたが、納付

猶予特例の適用を受けた事業所については、事業所からの申出により一時的に口座

振替を停止したことから、令和２年度の口座振替実施率は、厚生年金保険が 81.0％

（対前年度比 0.8％減）、全国健康保険協会管掌健康保険 80.7％（対前年度比 1.2％

減）となりました。  

 

 

 

 

 

 

統合を行ったことにより、年金

事務所での業務の大幅な効率化

が図られました。 

 

 

 

 

 

○口座振替実施率については、厚

生年金保険で 81.0％、全国健康

保険協会管掌健康保険で 80.7％

となりました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

５．年金給付 

年金給付の正確性の確保及びお客様

サービスの向上を促進するため、各種施

策を通じて正確な事務処理を徹底する

取組を行う。 

 

 

 

(1) 正確な給付の実現に向けた体制強化 

① 執行体制の強化 

ア 一貫した年金給付の執行体制の

整備 

中央年金センターを中心とした

一貫した執行体制を確立するため、

年金事務所、事務センター及び中央

年金センターの役割に応じた体制

整備を進める。 

イ 現場体制の充実 

審査業務の移管により年金裁定

業務を一元化したことを踏まえ、お

客様相談室（相談窓口・バックヤー

ド）の一体的な運営体制を構築す

る。 

また、お客様相談室における職

種・職能の役割を整理し、効率的な

組織体制の整備を進める。 

５．年金給付 

○複雑な年金制度を実務として適正に運用し、年金給付の正確性の確保及びお客様サ

ービスの向上を促進するため、年金事務所における相談体制の維持・強化及び年金

決定に係る責任の明確化を進めるとともに、本部における年金決定後のチェック体

制の確立及び年金給付業務を支える人材の育成に取り組みました。これらの取組に

加え、年金給付業務の執行体制の再構築やお客様の年齢に応じたきめ細かい請求勧

奨の実施に向け準備を進めています 

 

(1) 正確な給付の実現に向けた体制強化 

① 執行体制の強化 

○年金給付の審査業務の移管が完了したことを踏まえ、現在、事務センターで行って

いる再裁定の勧奨業務について中央年金センターに集約するための基本方針を策

定し、業務効率化を図るためのシステム開発に着手しました。また、中央年金セン

ターを中心とした一貫した体制を確立するために、事務センターで行っているその

他の年金給付業務の集約についても検討を進めました。 

 

 

○審査業務の移管により大規模となったお客様相談室の運営体制について、相談窓口

とバックヤードの役割を整理し、年金相談ブースでの対応を要しない通知書の再交

付など簡易な相談を専門的に行う窓口の設置に向け実施体制や実施方法を整理し、

令和３年度の実施に向けて準備を進めました。また、お客様相談室における室長・

代理・主任の役割や権限について見直しの検討を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一貫した年金給付の執行体制を

整備するために、事務センター

で行っている年金給付業務の集

約に向けた取組を進めました。 

 

 

 

○大規模となったお客様相談室の

運営体制について、簡易な相談

を専門的に行う窓口の設置に向

けて検討・準備を進めました。 

また、お客様相談室の職種・職能

ごとの役割や権限の見直しの検

討を進めました。 
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ウ 事後チェック体制の整備 

年金給付の正確性の確保及び給

付誤りの早期発見のために年金の

決定内容を検証する部署を設置し、

事後チェックを確実に実施する。 

 

 

 

エ 本部現業の執行体制の確立 

本部現業の執行体制を強化する

ため、本部リスクの分析・評価及び

整理の結果を踏まえ、体制整備を図

る。（Ⅲ－１．(1)③参照。） 

 

② 人員体制の強化 

・ お客様相談室で年金決定に必要

な情報入手から審査・決定までを一

体的に行うため、年金相談職員（無

期雇用職員）の業務範囲や職種の見

直しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

○年金給付の正確性の確保及び給付誤りの早期発見のために、令和２年４月に中央年

金センターに給付審査検証グループを設置し、事務処理誤りが生じやすい要件に該

当するものについて、年金決定直後に決定内容のチェックを行いました。 

 この結果、令和２年４月から令和３年３月までに決定した老齢・遺族・障害年金（約

144 万件）のうち、事務処理誤りが生じやすい要件に該当した約 28 万件について

チェックを行い、279 件について事務処理誤りの予防・早期対応を図りました。 

 また、当該チェックの結果を踏まえ、審査時の留意事項等について（上席）年金給付

専門職研修で周知するとともに、業務マニュアルに反映し再発防止に取り組みました。 

※取組状況については、Ⅲ－１－（１）－③－アに記載。 

 

 

 

 

 

② 人員体制の強化 

○年金相談業務に精通した職員等による安定的な相談体制を維持するため、引き続

き、年金相談職員（無期雇用職員）の確保に取り組み、令和３年４月現在で 607名

を配置しました。これにより、全国の年金相談ブース（1,606 ブース）における正

規雇用職員等（正規雇用職員、年金相談職員（無期雇用職員）及び社会保険労務士）

の配置割合は 96.1％となりました。 

 

 

 

○年金給付業務を担当する各拠点職員を対象にクラス別（管理職、一般職、無期雇用

職員・有期職員職員）の業務別研修を行うとともに、上席年金給付専門職及び年金

給付専門職を対象に実務指導者としてのスキル向上を目的とした専門人材研修を

実施しました。 

○老齢年金・障害年金・遺族年金の

決定直後に、決定内容をチェッ

クする体制を確立し、年金給付

の正確性の向上及び給付誤りの

早期発見を行うとともに、再発

防止に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安定的な相談体制の維持に取り

組んだ結果、令和３年４月現在

の正規雇用職員等の配置割合は

96.1％となりました。また、年金

給付の正確性の確保のために、

上席年金給付専門職及び年金給

付専門職の追加配置を行い、体

制強化に努めました。 

○無期転換職員、有期雇用職員を

含む全職員に対し業務別研修を

実施しました。 

  また、上席年金給付専門職及び
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・ 中央年金センター及び障害年金セ

ンターを安定した体制とするため、

年金給付業務に専ら従事する給付業

務正規職員の配置・育成を進める。 

 

(2) 正確な給付の実現に向けた対応 

① 年金給付の請求勧奨の充実 

・ 60歳、65歳及び 69歳到達時に加

【研修実績】 

研修区分 対象者 受講者数 

業務別研修 拠点職員（クラス別） 18,572 名 

専門人材研修 上席年金給付専門職（年３回） 231名 

年金給付専門職（年１回） 272名 

 

○拠点における年金給付研修については、職員のスキル向上及び事務処理誤り防止を

図るため、各地域において、上席年金給付専門職の巡回によるお客様相談室職員を

対象としたＯＪＴによる実務研修、実務指導及び年金相談窓口職員を対象としたロ

ールプレイングを取り入れた実践型研修（年金相談対応研修）を実施しました。 

 

【実践型研修（年金相談対応研修）】 

研修内容 実績 

巡回指導等（１拠点月１回以上） 6,677回（※） 

年金相談対応研修（入門編） 172人 

年金相談対応研修（基礎編） 171人 

年金相談対応研修（応用編） 1,008人 

  （※）実施対象人数ではなく実施回数のみ集計 

 

○中央年金センター及び障害年金センターを安定した体制とするため、年金給付業務

に専ら従事する給付業務正規職員を追加配置（42 名）し、登用時研修を実施しま

した。（令和３年４月時点 給付業務正規職員 120名） 

 

 

(2) 正確な給付の実現に向けた対応 

① 年金給付の請求勧奨の充実 

○年金の受給資格を有する方の請求漏れを防止するため、年金の受給開始年齢到達

年金給付専門職を対象に専門人

材研修を行い、実務指導者とし

てのスキル向上を図りました。 

 

 

 

○上席年金給付専門職によるＯＪ

Ｔによる実務研修、実務指導及

び年金相談窓口職員を対象とし

た実践型研修により職員のスキ

ル向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給付業務正規職員の配置・育成

に取り組み、中央年金センター

及び障害年金センターの体制強

化を進めました。 

 

 

 

○年金請求の節目となる機会を捉
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え、74 歳到達時における年金のお

知らせを送付する等未請求者に対

する請求勧奨を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時に年金加入記録等を記載した年金請求書（事前送付用）を送付するなど以下の

取組を行いました。 

 ア 60歳到達時の老齢年金に係る事前のお知らせ 

・老齢基礎年金の受給資格要件のある方（131,970件）に、65歳到達時に請求書

を送付することや、繰上げ請求の仕組みなどを記載した「年金請求のお知ら

せ」を送付しました。 

・受給資格要件を満たしていない方（31,082件）に、記録の漏れや合算対象期

間の確認などを記載した「年金加入期間の確認について（ご案内）」を送付

しました。 

イ 特別支給の老齢厚生年金の請求勧奨 

特別支給の老齢厚生年金の受給資格を満たす61歳到達（昭和34年４月２日か

ら昭和35年４月１日生まれ）の女性の方（600,869件）及び63歳到達（昭和32

年４月２日から昭和33年４月１日生まれ）の男性の方（570,811件）に年金請

求書を送付しました。 

ウ 65歳到達時の請求勧奨 

老齢基礎年金の受給資格を満たす方（140,697件）及び特別支給の老齢厚生年

金の受給資格を満たす方で年金請求が行われていない方（128,737件）に年金

請求書を送付しました。 

エ 69歳到達時の未請求者への請求勧奨 

老齢年金の受給資格を満たす方で年金請求が行われていない方（54,849件）

に、「年金請求を促すためのお知らせ」を送付しました。 

○従来から実施している請求勧奨に加え、74 歳到達者を含めた未請求の老齢年金の

ある 70歳以上の方（約 2.5 万人）に対し文書・電話・戸別訪問による請求勧奨を

行い、約 2.2万人の方から年金請求書が提出されました。 

 

○令和４年４月に老齢年金の繰下げ可能年齢が75歳に引き上げられることを踏まえ

て、66歳以上の、未請求の老齢年金のある方に対し繰下げ見込額を毎年お知らせ

えて、お客様に対する年金請求

書や年金請求のお知らせ等の送

付について、計画どおり実施し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○未請求の老齢年金のある70歳以

上の方に対し、文書・電話・訪問

による請求勧奨を実施し、年金

受給に繋げました。 

○請求勧奨の充実を図るために、

繰下げ見込み額を毎年お知らせ
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② 事務処理誤りの総点検等への対応 

・ 「年金給付に係る事務処理誤り等

の総点検」の対象者への事後対応を

確実に実施する。 

 

・ 共済組合との情報連携を強化し、

年金裁定に係るシステムチェック

機能の強化を図る。 

 

 

 

 

・ 中央年金センターで処理するリ

ストの削減を進めるとともに、進捗

管理を徹底し、処理漏れやお客様へ

の勧奨漏れ等を防止する。 

 

 

 

 

③ 年金給付業務のシステム化の推進 

ア 積極的なＩＣＴ技術の活用 

給付業務におけるＲＰＡ技術の

活用範囲の拡大やＡＩ－ＯＣＲ技

するとともに、最終的には75歳到達時に年金請求書を送付するための基本方針を

策定し、システム開発に着手しました。 

 

② 事務処理誤り総点検等への対応 

○平成 30年から実施している「年金給付に係る事務処理誤り等の総点検」において

対象者の特定が可能な事象については、順次、必要な対応を実施し、その結果を毎

月公表するとともに、令和元年度の事務処理誤りの点検・分析を行い、令和２年９

月に公表しました。 

○機構と共済組合間における年金給付の適正化を図るため、令和２年 10月から共済

組合との情報連携を強化し、双方の年金決定内容についての繰下げ年月の整合性や

併給・選択の組合せの整合性の確認など、システムチェック機能を強化しました。 

 

 

 

 

○中央年金センターで処理するリストの削減については、平成 30 年度より順次リス

トの統廃合や処理の自動化等を進め、令和２年 10月に共済組合との情報連携の強

化等による自動化（併給調整等）を行い、従来と比較して約 70％（約 178.5 万件）

の削減を図りました。また、当該リストの進捗管理のシステム化についても、令和

元年 10 月から順次進め、令和３年４月に全てのリストの進捗管理を可能にしまし

た。 

 

 

③ 年金給付業務のシステム化の推進 

○年金事務所における業務の効率化を図るため、郵送で受け付けた年金請求書の審査

に必要な情報（被保険者記録等）の出力について、ＲＰＡ技術を活用した自動印字

化を令和３年３月に全拠点に導入しました。 

するなどの取組の実施に向けた

準備を進めました。 

 

 

○対象者の特定が可能な事象につ

いて着実に対応し、結果を毎月

公表しました。 

 

○機構と共済組合間における給付

の適正化を図るため、共済組合

との情報連携を強化し、機構と

共済組合の年金決定内容に係る

システムチェック機能を強化

し、給付の正確性の向上につな

げました。 

○中央年金センターで処理するリ

ストを削減することで、事務の

効率化と確認漏れによる事務処

理誤りの防止を図りました。 

 更にシステム的にリストの進捗

管理を行うことで、処理漏れ等

の防止策を講じました。 

 

 

○年金給付業務の効率化・適正化

を図るため、積極的にＩＣＴ技

術を活用し、システム化の推進
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術の本格導入の検討を進める。 

また、年金相談業務にチャットボ

ットなどのデジタル技術の導入の

検討に着手する。 

イ デジタルワークフローの検討 

紙での届出を前提とした事務処

理を見直し、年金の受取金融機関変

更等の手続き等のデジタル化に向

けた検討に着手する。 

 

④ お客様サービスの向上 

ア 多様な年金受給方法の案内等 

・ 窓口相談時において、年金繰下

げ請求などの多様な年金受給方

法の案内を強化する。 

 

 

 

 

・ お客様目線に立って、分かりや

すく見やすい内容に見直しした

通知書やリーフレット等を送付

するとともに、音声コードを付与

した通知書の拡大を図る。 

 

・ ホームページの充実、市区町村

等の関係機関との連携を図る。 

また、機構ホームページ内に、令和２年９月から扶養親族等申告書に関する相談

チャットボットを、令和３年１月から源泉徴収票に関する相談チャットボットを

それぞれ開設し、年金相談業務の効率化を図りました。 

 

○紙での届出を前提とした現在の年金給付の事務処理について、届書・請求書や添付

された書類の電子データ化・画像化に関する課題の洗い出しや、年金決定後に市区

町村に送付している一覧表の電子化などの検討に着手しました。 

 

 

 

④ お客様サービスの向上 

○65歳到達時に送付する年金請求書（はがき）等に繰下げ制度のチラシの同封等を

行ってきたことにより、当該請求書の未提出者（繰下げ希望者又は請求待機者）

の割合が、周知強化前（平成30年度送付分）の８～９％程度から、13～14％程度

（令和２年度送付分）へと上昇したところであり、多様な年金受給方法の周知を

図ることができました。 

また、令和４年４月から老齢年金の繰下げ可能年齢が75歳に引き上げられること

を踏まえて、令和３年４月から送付する年金請求書（事前送付用）に同封する繰

下げ制度のチラシ等を見直しました。 

○お客様からのご意見等を踏まえ、年金額や支給停止額の変更内容をお知らせする

「支給額変更通知書」について、記載事項についての分かりやすい説明を機構ホ

ームページに掲載するとともに、当該通知書に２次元コードを表示し、機構ホー

ムぺージに誘導する仕組みを導入しました。 

また、視覚障害のある年金受給者に対応するため、「年金振込通知書」及び「源

泉徴収票」にも新たに音声コードを付与しました。 

○このほか、お客様からの声、関係機関からの要望及び職員提案を踏まえ、お客 

様に送付する通知書、リーフレット及び機構ホームページ等について随時分かり

を図りました。 

 

 

 

○年金給付業務のデジタル化に向

けた課題の洗い出し等を行い、

検討を進めました。 

 

 

 

 

○繰下げ請求の周知を図るため、

チラシやリーフレットを活用

し、多様な年金受給方法の案内

を進めました。また、視覚障害

者に対応する音声コード付与の

対象を増やすとともにお客様か

らの声、関係機関等からのご意

見を通知書やリーフレット等に

反映することによりお客様サー

ビスの向上を図りました。 
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イ 迅速な支給決定（サービススタン

ダード） 

「サービススタンダード」の達成

状況を適切に把握し、各サービスス

タンダードの達成率 90％以上を維

持するよう取り組む。 

＜サービススタンダード＞ 

・ 老齢年金：１ヶ月※ 

・ 遺族年金：１ヶ月※ 

・ 障害年金：３ヶ月 

※加入状況の再確認を要する方は

２ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やすい内容に見直すとともに、市区町村等の関係機関に情報提供を行いました。 

○老齢年金及び遺族年金については、新型コロナウイルス感染症の影響により、拠

点の体制が十分でない時期もありましたが、サービススタンダードの達成率90％

以上を維持しました。 

○障害年金については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害認定医を

訪問して行う訪問審査を中止したこと等により、令和２年８月末時点でサービス

スタンダードの達成率は単月で60％程度でしたが、障害年金センターの処理体制

を強化したこと等により、令和２年12月以降は単月で達成率90％以上を維持し、

令和２年度末の達成率は75.4％まで回復しました。 

 

【老齢年金】 

 老齢年金 

加入状況の再確認を要しない場

合（１か月以内） 

加入状況の再確認を要する場合

(２か月以内） 

平均所要日数 達成率 平均所要日数 達成率 

令和２年度 23.6 97.5％ 31.7 97.4％ 

（※）令和３年３月末時点 

 

【遺族年金】 

 遺族年金 

加入状況の再確認を要しない場

合（１か月以内） 

加入状況の再確認を要する場合

(２か月以内） 

平均所要日数 達成率 平均所要日数 達成率 

令和２年度 23.6 97.7％ 32.6 95.8％ 

（※）令和３年３月末時点 

 

【障害年金】 

 

○新型コロナウイルス感染症の影

響により、拠点の体制が十分で

ない時期もあった中、老齢年金

及び遺族年金は、年間達成率

90％以上を維持し、障害年金は、

12月以降単月達成率 90％以上を

達成しました。 
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⑤ その他 

・ 損害保険会社に対する照会の徹

底など損害賠償と年金の調整に係

る事務処理を確実に実施する。 

 

・ 年金不正受給対策（所在不明者調

査等）及び年金返納金の債権の適切

な管理を行う。 

 

 

 

・ 議員の在職老齢年金に関する届

 障害年金 

３か月以内 

平均所要日数 達成率 

令和２年度 80.1 75.4％ 

（※）令和３年３月末時点 

 

【サービススタンダードの考え方】 

年金給付に係る請求書を受理してから、年金証書がお客様に届くまでの期間（不

備返戻、医師照会、実施調査及び市区町村からの回付に要した日数を除く）に係

る所要日数を以下のとおり設定し、達成率90％以上を維持する取組を実施。 

＜設定したサービススタンダードの内容＞ 

・老齢年金、遺族年金：１か月以内（※） 

・障害年金：３か月以内 

（※）加入状況の再確認を要する方は、２か月以内 

 

⑤ その他 

○第三者行為事故による損害賠償金と年金との調整に係る事務処理について、平成

31 年２月から、障害・遺族年金の請求に併せて、機構から損害保険会社等へ損害

賠償の受領状況を照会するための本人同意書を提出いただくこととし、令和２年度

においても、引き続き取組を徹底しました。 

○年金不正受給対策として、所在不明の疑いのある年金受給者の現況（生存）を確認

するため、後期高齢者医療制度の医療給付を一定期間利用していない者の情報を活

用した調査の実施に向けて、調査対象者の抽出を行いました。新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止の観点から戸別訪問による調査は延期し、令和３年度の実施

に向け、感染拡大防止を考慮した実施方針の見直しを図りました。 

 

○議員の在職老齢年金について、年２回の賞与時期における各議会事務局への届出勧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○損害保険会社等への照会に必要

な同意書を取得することで、事

務処理の迅速化・適正化を図り

ました。 

○所在不明者調査の対象者を特定

しましたが、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止の観点

から、訪問調査を延期し、令和３

年度の調査実施に向け、実施方

針の見直しを図りました。 

○各議会事務局への届出勧奨事務
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出の事務処理を確実に実施する。 

 

・ 遺族年金失権届等の提出勧奨を

行い、正確な給付に努める。 

 

・ 脱退一時金請求の早期支払いに

向けた処理体制を構築する。 

  

(3) 障害年金の事務処理体制の強化 

① 障害認定の公正性を一層確保する

ため、複数の認定医が関与する仕組み

を確実に実施するとともに、認定医会

議の開催による必要な情報の共有と

事例検討の機会の充実を図る。 

② 障害年金業務を適正かつ効率的に

実施するため、以下の取組を行う。 

・ 不利益処分等を行う際の理由付

記文書の作成・送付 

・ 障害年金の請求から認定結果ま

でを障害年金業務支援システムを

通じて本部・現場間で情報共有する

ことにより、本部・現場が一体とな

ったお客様サービスを提供する体

制の確立 

・ 認定業務に従事する職員と認定

医の役割の整理及び情報共有の仕

組みの検討 

奨及び令和２年度に改選のあった議会事務局（252議会）への届出勧奨の進捗管理

を徹底し、確実に勧奨を実施しました。 

○平成 30年度から引き続き、住基ネットの氏名変更情報の活用により、遺族年金の

失権事由に該当する可能性がある方を毎月把握し、遺族年金失権届等の提出勧奨を

行うことによって、給付の適正化を図りました。（月平均：約 280 件） 

○外国人の脱退一時金の早期支払いを実現するため、中央年金センターの処理体制を

強化し、安定的な業務体制の確保を図りました。 

 

(3) 障害年金の事務処理体制の強化 

ア 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、提出期限が令和２年２月から令和３年

２月末までの間にある障害状態確認届（診断書）について、提出期限が１年間延長

されたことから、その旨のお知らせを約 26万人の対象者に送付し、機構ホームペ

ージで周知するとともに、年金支給を継続しました。更に、令和３年１月の緊急事

態宣言等を踏まえ、令和３年２月末日以降に当該届の提出期限を迎える受給権者

については、提出期限までに提出されなかった場合でも、一定期間、年金支払の一

時差止めを行わない取扱とされていることから、機構ホームページで周知してい

ます。 

 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び認定業務の効率化を図るため、認定

医に既存の可搬型端末（ＭＷＭ）を貸与し、リモートで認定業務を行う環境の構築

について検討を進めました。（令和３年５月試行開始） 

イ 障害年金の裁定（認定）体制の強化 

○障害認定の公正性を一層確保するため、令和元年７月より障害認定医の医学的な総

合判断を特に要する事例について、複数の認定医が認定に関与する仕組みを導入

し、令和２年度は前年度の２倍以上にあたる 2,100 件（175 件/月）について実施

しました。なお、令和３年３月に開催予定であった認定医会議については、新型コ

について、適切な勧奨時期に確

実に勧奨を実施しました。 

○適正な遺族年金の失権処理を行

うために、毎月、失権届等の提出

勧奨を実施しました。 

○脱退一時金請求の早期支払いに

向けた処理体制を構築しました。 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた対応として、提出

期限の延長に関しては、機構ホ

ームページの掲載、受給権者へ

の個別案内により、迅速かつ適

切な周知を行いました。一時差

止めの猶予についても機構ホー

ムページにより適切に周知しま

した。 

○リモート認定業務については、

実現に向けての検討を進めまし

た。 

 

○複数の認定医が認定に関与する

仕組みについては、その活用と

認定審査委員会の運営の定着を

進め、判断の公正性の一層の確
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・ 障害年金業務支援システムの導

入を踏まえた事務処理の見直し及

び障害年金センターの体制の検討 

③ 制度別に分かれている障害年金請

求書を統一するとともに、障害状態確

認届の送付用封筒に音声コードを付

与する。 

④ 障害年金に係る窓口相談対応時の

留意点や返戻事例集を作成・周知し、

相談対応のスキル向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から開催を見送りました。 

○障害年金の不利益処分に係る理由記載の充実を図るため、令和元年 10月から一部

の傷病に係る不利益処分の理由付記の文書送付を開始し、令和２年４月から全ての

傷病について不利益処分の理由付記文書を送付しました。 

 

○令和２年３月に稼働した障害年金業務支援システムにおいて、障害年金の請求か

ら認定までの工程や認定結果を管理するとともに、その情報を本部・現場間で共有

し、本部・現場が一体となって認定結果や不利益処分の理由等をお客様に丁寧に説

明できる体制を整備しました。 

 

○令和元年度の障害年金決定分について、新規裁定及び再認定の決定区分別件数、診

断書種類別件数、都道府県別件数等の業務統計を整備し、令和２年９月に機構ホー

ムページで公表しました。 

ウ 障害年金センターの機能・体制強化 

○障害年金に係る審査・認定業務をより適正かつ効率的に実施するため、令和２年 12

月から障害年金センターの事務処理や組織体制の見直しを検討するプロジェクト

チーム（以下、「障害改革ＰＴ」という。）を設置しました。障害改革ＰＴにおいて、

審査・認定に関する事務処理の見直し、認定医と職員の役割の整理及び組織・人員

体制に関する基本方針を取りまとめ、令和３年度において実施する準備を進めま

した。 

エ 障害年金に係る相談対応の充実 

○視覚障害のある年金受給者に対応するため、令和２年 11月から障害状態確認届を

送付する封筒に音声コードを付与しました。また、障害年金請求書の各様式の統一

に当たっては、統一に伴う事務処理の課題を整理した上で、お客様の負担軽減のた

めの運用改善に向けた準備を進めました。 

○令和２年度から実施した障害年金請求の手続の簡素化やその具体的な取扱等につ

いて、年金事務所及び市区町村から寄せられた質問や意見を取りまとめ、障害年金

保に努めました。 

○不利益処分に対する理由付記に

ついては、全ての傷病において

充実を図り、認定結果に対する

理解の促進を図りました。 

○障害年金業務支援システムにつ

いては、障害年金の全ての請求

書・届書の画像化により、本部・

現場間で円滑に情報を共有でき

るように努めました。 

○令和元年度の障害年金決定分に

係る業務統計を整備し、公表し

ました。 

 

○障害年金センターの機能・体制

強化については、プロジェクト

チームを設置し、障害年金に係

る業務や組織体制の見直しを検

討しました。 

 

 

○障害状態確認届の封筒への音声

コードの付与や障害年金の相談

対応Ｑ＆Ａの作成により、障害

年金に係る相談対応の充実を図

りました。 

 



                        

 

46 
 

 

 

 

 

 

(4) 給付業務を担う人材の育成 

① 本部による年金給付の研修体制の

充実を図る。 

② 制度と実務に精通した職員の育成

のため、各拠点職員に対し上席年金給

付専門職による実践型研修及び巡回

指導を行う。 

また、実践型研修をより充実させる

ため、実機研修で使用するシステムの

開発に着手する。 

③ 制度改正事項など正確かつ適切に

対応するため、市区町村への研修等を

実施する。 

 

 

 

 

 

(5) 年金生活者支援給付金制度の着実な実施 

① 年金生活者支援給付金（以下「支援

給付金」という。）の認定を受けた方

及び基礎年金の新規裁定者等で新た

の相談対応Ｑ＆Ａを作成し、年金事務所等に周知するとともに、市区町村に情報提

供しました。 

○今後更に相談体制の充実を図るため、障害改革 PTにおいて、障害年金に関する専

用相談窓口やヘルプデスク等の設置について検討を進めました。 

 

(4) 給付業務を担う人材の育成 

※取組状況については、（１）－②に記載。 

 

※取組状況については、（１）－②に記載。 

 

 

 

 

 

 

○令和３年度に施行される制度改正事項（脱退一時金の支給上限月数の見直し、 

寡婦年金の要件見直し、障害基礎年金及び年金生活者支援給付金（以下「支援給

付金」という。）等の支給サイクルの変更）について、令和３年度の市区町村向

け研修資料に反映するとともに、令和３年１月及び３月に市区町村広報誌「かけ

はし」に改正概要を掲載し、事前周知を行いました。 

 

 

 

(5) 年金生活者支援給付金制度の着実な実施 

○支援給付金を受給されている方について、市区町村から所得・世帯データの提供を

受け、継続して支給要件に該当した約 716万人に対して令和２年 10 月支払以降も

支援給付金の支給を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○制度改正事項等について正確か

つ適切に対応していただくため、

令和３年度の市区町村向けの研

修資料を見直しました。また、制

度改正内容を市区町村広報誌に

分かりやすく記載した上で、市区

町村へ事前周知しました。 

 

 

○支援給付金を受給されている方

が、継続して支給要件に該当し

ているか適確に確認し、支援給
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に支援給付金の認定を受ける方に対

して、正確な支給を継続して行う。 

② 所得変更があった方などで新たに

支援給付金が支給される見込みがあ

る方（新規決定見込者）について、正

確な支給を行う。 

 

 

○年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴い、支援給付金の支給対象と

なり得る方についても、市区町村から所得・世帯データの提供を受けることができ

ることとなったため、所得額が前年より低下したこと等により新たに支援給付金の

支給要件に該当した約 58 万人に対し、令和２年 10 月中旬から簡易な給付金請求

書（はがき型）を順次送付しました。また、未提出の方に対しては、令和２年 12

月、令和３年１月及び３月の３回にわたり、改めて簡易な給付金請求書（はがき型）

を送付しました。 

○この結果、簡易な給付金請求書（はがき型）について、約 52万人から提出いただ

き、令和２年 12月支払から支援給付金の支給を行っています。 

○簡易な給付金請求書（はがき型）の送付に合わせて、お客様からのお問い合わせに

対応するため、令和２年 10月 19日から給付金専用ダイヤルを開設し、電話での相

談体制を確保しました。 

○厚生労働省と連携し、簡易な給付金請求書（はがき型）の手続を確実に行っていた

だくため、次の周知・広報を行いました。 

・厚生労働省、機構のホームページを活用した周知（令和２年 10 月 13 日から掲

載） 

・機構の Twitterを活用した周知（令和２年 10月 28日から開始） 

・年金事務所や市区町村へのポスター及びチラシの配布（令和２年 10月５日） 

・市区町村向け広報誌「かけはし」の活用（令和２年 11月） 

・老人福祉、障害福祉の関係団体などに対し請求書の適切な取扱等を依頼（令和２

年 10月８日） 

・インターネット広告やサイネージ広告による周知（インターネット広告：令和２

年 10月 14日～12月 13日、サイネージ広告：令和２年 10月 14日～11月 30日） 

・ラジオ番組による周知（令和２年 11月１日） 

付金の支給を遅滞なく行いまし

た。 

○新たに支援給付金の支給要件に

該当した方（約 58万人）に対し、

適切に請求勧奨を行いました。

また、請求書が未提出となって

いる方には複数回の勧奨を行い

ました。 

更に、お客様からのお問い合わ

せに対応するための相談体制を

整備し、各種メディアを活用し

た周知・広報も行いました。 

この結果、約 52万人の方から請

求書を提出いただきました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

６．年金記録の正確な管理と年金記録問題

の再発防止 

 

 

 

(1) 年金記録の確認等の対応 

年金記録の正確な管理と年金記録の

確認等のため、以下の取組を行う。 

① 未統合記録の解明に向けた対応 

ア 「ねんきん特別便（名寄せ特別

便）」等の未回答者に対する通知の

送付 

 

・ 基礎年金番号保有者で「ねんき

ん特別便（名寄せ特別便）」等に

未回答の被保険者等に対し、各自

の年金記録に「もれ」や「誤り」

がないか確認するようお知らせ

を送付する。 

 

・ 基礎年金番号非保有者で年金

受給に結びつく可能性の高い方

へ、未統合記録の確認を呼びかけ

る通知を再度送付する。 

 

イ ねんきん定期便による呼びかけ 

６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止 

○未統合記録の解明に向け引き続きあらゆる機会を通じ年金記録の確認等に努める

とともに、基礎年金番号と個人番号（以下「マイナンバー」という。）との紐付け

の徹底に取り組みました。 

 

(1) 年金記録の確認等の対応 

 

 

① 未統合記録の解明に向けた対応 

○令和２年度も引き続き、未統合記録の解明を図るため以下の取組を行った結果、未

統合記録は約 1,823万件（令和２年３月）から約 1,794万件（令和３年３月）に減

少しました。  

【別表８：未統合記録（5,095万件）の解明状況】   

 ア 「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等の未回答者に対する通知の送付 

・「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等の未回答者の被保険者等の方のうち、令

和２年度は約 14 万人に対して、再度「年金加入記録の確認のお知らせ」を

送付し、約 2.8万人の方から回答があり、約 2.4万人の方の記録が回復しま

した。 

 

 

・受給資格期間短縮に伴い、令和元年度に未統合記録の確認を呼びかける通知を

送付した方（約 24万人）のうち、年金事務所での年金相談履歴がなく、かつ、

加入期間 10年以上の方（年金受給に結び付く可能性が高い方）約 1.3万人に、

通知の再送付を行い、約 0.1万人の方が記録の確認を行い、新たに約 0.1万人

の方の年金受給に結びつきました。 

イ ねんきん定期便による呼びかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○未統合記録の解明に向けた取組

により約29万件の記録の解明が

進みました。 

 

○「ねんきん特別便（名寄せ特別

便）」等の未回答者の被保険者の

方（約 14万人）に再度「年金加

入記録の確認のお知らせ」を送付

した結果、約 2.4万人の記録を回

復することができました。 

 

○未統合記録の持ち主と思われる

方に未統合記録の確認を呼びか

ける通知を再送付した結果、新

たに約 0.1 万人の方が年金を受

給することができました。 
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「ねんきん特別便（名寄せ特別

便）」等に未回答の方に対し、最寄

りの年金事務所等でご自身の年金

記録を確認するよう促す旨を「ねん

きん定期便」に記載する。 

 

② お客様からの年金記録に関する申

出への対応 

ねんきん定期便及び「ねんきんネッ

ト」での加入状況の確認や年金請求時

の相談等を契機としたお客様からの

年金記録に関する申出等について、引

き続き以下の取組を行う。 

・ 年金請求手続等で来所されるお

客様に対して、年金加入記録に「も

れ」や「誤り」がないかどうか（特

に、「ねんきん特別便（名寄せ特別

便）」等の対象となった未統合記録）

の確認を徹底する。 

・ 電話等で年金記録に関する問い

合わせがあった際には、一般的な説

明だけでなく、年金事務所への来所

や「ねんきんネット」の利用による

年金記録の確認を案内する。 

・ ねんきん定期便や年金振込通知

書、年金請求書（ターンアラウンド

方式）を活用し、特に転職が多い方

 「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等に未回答の方に対し、年金事務所で年金

記録の確認を促すメッセージを「ねんきん定期便」に記載し、呼びかけを行いま

した。（約 67万件） 

 

 

 

② お客様からの年金記録に関する申出への対応 

 

 

 

 

 

 

○年金請求時等、お客様が相談される際には、年金記録の確認に関する申出があった

場合はもちろん、年金記録に空白期間が見つかった場合においても「業務処理要領

（年金記録確認業務編）」に基づく記録の確認を徹底しました。 

 

 

 

○コールセンターに年金記録の相談があった際は、必要に応じて、年金事務所の窓口

での相談や、インターネット環境が整っている方には「ねんきんネット」を案内し

ました。 

 

 

○ねんきん定期便や年金額改定通知（年金振込通知）書、年金請求書（事前送付用）

を活用し「もれ」や「誤り」がないかどうかご本人に記録の確認を呼びかけました。 

 ・ねんきん定期便：約 6,308万件送付 

○「ねんきん特別便（名寄せ特別

便）」等に未回答の方に対し、「ね

んきん定期便」に年金記録の確

認を促すメッセージを記載し直

接呼びかけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○未統合記録の解明のため、年金

請求時、コールセンターへのご

相談時、ねんきんネットでの案

内及び機構から送付する各種通

知等を活用して記録確認の呼び

かけを行いました。 
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や姓が変わったことがある方など

に対する注意喚起を行い、併せて年

金記録の「もれ」や「誤り」が気に

なる方に来所等による確認を呼び

かける。 

・ 年金請求書（ターンアラウンド方

式）に、本人の記録確認に併せてご

家族（亡くなられた方も含む）の記

録確認も促す文章を記載し、確認を

呼びかける。 

 

③ 年金請求時における対応 

お客様が予約により年金請求手続

きに来所される場合は、「ねんきん特

別便（名寄せ特別便）」等の対象とな

った未統合記録の有無について事前

に確認を行うことにより、来所された

際の年金加入記録に「もれ」や「誤り」

がないかどうかの確認をより一層徹

底するとともに、事後チェックができ

るシステムの開発を検討する。 

 

(2) 年金記録の正確な管理等の実施 

年金記録の正確な管理とともに、業務

の効率化や利便性の向上等のため、以下

の取組を行う。 

① マイナンバーを利用した適正な記

 ・年金額改定通知（年金振込通知）書：約 3,949万件送付 

 ・年金請求書（事前送付用）：約 130万件送付 

   

   

 

○年金請求書（事前送付用）に同封するリーフレットを活用し、ご本人及びご家族（亡

くなられた方も含む）の年金記録の確認を呼びかけました。 

 ・年金請求書（事前送付用）：約 130万件送付 

 

 

 

③ 年金請求時における対応 

○年金請求手続で来所されるお客様に対して、年金加入記録に「もれ」や「誤り」が

ないかどうかの確認を徹底しました。 

また、来所された際の年金加入記録に「もれ」や「誤り」がないかどうかの確認の

事後チェックができるシステム開発について、令和３年度着手に向け検討を進めま

した。 

 

 

 

 

 

(2) 年金記録の正確な管理等の実施 

 

 

 

① マイナンバーを利用した適正な記録管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年金請求手続で来所されるお客

様の年金記録に「もれ」や「誤り」

がないかの確認を徹底するとと

もに、事後チェックができるシ

ステム開発の検討を進めまし

た。 
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録管理 

基礎年金番号とマイナンバーの紐

付けを行い、年金記録の適正な管理を

行うため、次のとおり取り組む。 

・ 新規の資格取得届が提出された

際にマイナンバーの届出がない場

合は、住民票の住所の届出を受けて

マイナンバーを確実に確認する。 

・ 被保険者については、引き続き、

被保険者種別に応じて、市区町村、

事業主又は被保険者に対して照会

する取組を進めるなど、基礎年金番

号とマイナンバーの紐付けの完全

化を目指す取組を強化する。 

・ 年金受給者については、基礎年金

番号とマイナンバーが紐付いてい

ない場合は現況届によりマイナン

バー又は住民票の住所の提出を求

めているところであり、基礎年金番

号とマイナンバーの紐付けの完全

化を目指す取組を強化する。 

・ 受給待機者については、基礎年金

番号とマイナンバーを紐付けるた

めの効果的な対策を検討するとと

もに、年金請求時の届出により、紐

付けの完全化を図る。 

 

 

 

 

 

○資格取得届が提出された際は、住民票上の住所の申出をしていただくなどの取組に

よりマイナンバーを特定し、基礎年金番号との紐付けを徹底しました。 

 

 

○被保険者及び年金受給者の基礎年金番号とマイナンバーとの紐付けの完全化を目

指し、以下の取組を行った結果、約 4.3万件の紐付けを行うことができ、紐付け率

は 99.6％（令和２年３月）から 99.7％（令和３年３月）となりました。 

【１号被保険者は市区町村及びご本人に協力依頼】 

機構から市区町村にマイナンバー未収録者リストを送付し、市区町村において、

当該未収録者の住民基本台帳情報を関係報告書にて提出していただくことを依

頼しました。市区町村から提出された関係報告書を処理する際に、約 0.5万件の

マイナンバーとの紐付けを行いました。 

また、令和２年度においては、新たに機構からご本人に個人番号等登録届の勧奨

を行い、個人番号等登録届を提出していただくことで約 0.4 万件のマイナンバ

ーとの紐付けを行いました。 

【２号被保険者は事業主及びご本人に協力依頼】 

機構から事業主にマイナンバー未収録者リストを送付して、個人番号等登録届の

提出を依頼しました。個人番号等登録届を提出していただくことで約 0.8 万件

のマイナンバーとの紐付けを行いました。 

また、令和２年度においては、新たに機構からご本人に個人番号等登録届の勧奨

を行い、個人番号等登録届を提出していただくことで約 0.5 万件のマイナンバ

ーとの紐付けを行いました。 

 【３号被保険者はご本人に提出勧奨】 

 

 

 

 

○年金記録の適正な管理を行うた

め、新規資格取得時にマイナン

バーとの紐付けを徹底しまし

た。 

○マイナンバーが紐付いていない

被保険者の方への対応策とし

て、市区町村、事業主及びご本人

に対し協力依頼や個人番号等登

録届の提出勧奨を行い、基礎年

金番号とマイナンバーの紐付け

の完全化に向けた取組の強化を

行った結果、紐付け率は 99.6％

（令和２年３月）から 99.7％（令

和３年３月）となりました。 

○マイナンバーが紐付いていない

年金受給者には現況届へのマイ

ナンバーの記入の取扱を徹底

し、完全化に向けた取組を強化

しました。 
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② 情報提供とお客様による確認 

加入者に対してねんきん定期便を

送付し、ご自身による年金記録の確認

を促進する。 

また、年金額改定通知（年金振込通

知）書やねんきん定期便等の個人向け

文書に「ねんきんネット」の案内を掲

載するなど、「ねんきんネット」の利

用を促進するための施策を実施する。 

 

③ 届書の電子化 

機構側での入力誤りを防止するた

め、市区町村や事業所からの届書につ

いて、電子申請や電子媒体による届出

を一層促進するための取組を推進し、

効率的で正確性の高い事務処理を推

進する。 

 

機構からご本人にマイナンバーに紐付いていない旨をお知らせするハガキを送

付し、個人番号等登録届を提出していただくことで約 0.1 万件のマイナンバー

との紐付けを行いました。 

【年金受給者は現況届提出時等における紐付けを徹底】 

現況届へのマイナンバーの記入の取扱を徹底することで約 2.1 万件のマイナン

バーとの紐付けを行いました。 

なお、受給待機者については、年金請求時におけるマイナンバーの紐付けを徹底

するとともに、効果的な対策の検討を進めました。 

 

② 情報提供とお客様による確認 

※取組状況については、Ⅰ－８－（１）に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 届書の電子化 

※取組状況については、Ⅱ－４－（１）に記載。 
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④ 厚生年金基金への情報提供 

厚生年金基金（以下「基金」という。）

の記録と国の記録の不一致を防止す

るため、国が保有する基金加入員の記

録に係る情報を、定期的に基金に提供

する。 

④ 厚生年金基金への情報提供 

○事業主から機構に提出された届書等の処理により変更された標準報酬月額等の被

保険者記録の変動情報について、６か月ごとに２回に分けて情報を提供しました。 

 ・令和２年７月に５基金、令和３年１月に５基金に情報提供 

 

○基金加入員の記録に係る情報を

定期的に基金に提供しました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

７．年金相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 年金事務所での相談 

お客様の立場に立ち、効率的で正確な

年金相談サービスを安定的に提供する

ため、以下の取組を行う。 

① 年金相談窓口体制の整備（分室の設

置を含む。） 

ア 人口動態の変化や地域事情等を

踏まえた年金事務所等の適正配置

等について継続的に検討し、必要な

見直しを実施する。 

イ 安定的な相談体制を維持するた

め、年金相談職員等を積極的に配置

し、正規雇用職員等（正規雇用職員、

年金相談職員（無期雇用職員）及び

社会保険労務士）により構成される

年金相談窓口体制の整備を進める。 

７．年金相談 

○令和２年度においては、主に以下の施策に取り組みました。 

・年金相談体制の充実を図るため、全国ベースの人口動態等を踏まえた年金事務

所等の配置見直し・常設ブース数の適正化の検討、テレビ電話相談の拡充等 

・予約制の定着に伴う更なるお客様サービス充実のため、インターネットによる

年金相談予約受付の開始準備、相談待ち日数の短縮に向けた検討の開始 

・新型コロナウイルス感染症が発生する中、予約制の適切な運用による待合室の

混雑回避、感染による拠点閉所時のお客様への影響の最少化、コールセンター

においても各種対策を実施することによる応答率 70％以上の確保 

 

(1) 年金事務所での相談 

○お客様の立場に立ち、効率的で正確な年金相談サービスを安定的に提供するた

め、以下の取組を行いました。 

 

① 年金相談窓口体制の整備（分室の設置を含む。） 

 

※取組状況については、Ⅱ－１－(１)－③－アに記載。 

 

 

 

※取組状況については、Ⅰ－５－(１)－②に記載。 
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② 常設ブース数の適正化 

人口動態等を踏まえた今後の相談

需要の分析結果に基づき、各拠点の常

設ブースの見直しを進める。 

 

 

 

 

 

③ 年金給付業務の品質の向上 

制度と実務に精通した職員の育成

のため、各拠点職員に対し上席年金給

付専門職による実践型研修及び巡回

指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

④ 予約制の拡充と待ち時間対策 

ア 予約制の定着を進めるとともに、

予約の対象とする相談を見直し、予

約の対象としない相談（各種証明書

の再交付等簡易な相談）との区分を

設け予約制の効率化を検討する。そ

 

② 常設ブース数の適正化 

○令和３年度は老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げに伴い来訪相談件数が減少す

る見込みですが、安定的な年金相談体制を維持する観点から、常設ブース数は微

減に留めました。 

○予約制の定着に伴う待ち日数の短縮に向け、拠点の運営状況の実態調査を行い、

更なるブース数の適正化や予約制の仕組みの見直し等の検討を開始しました。 

 

 

 

③ 年金給付業務の品質の向上 

○緊急事態宣言の期間中においては上席年金給付専門職による巡回指導に代えて、テ

レビ会議システムによるものを中心とした各拠点への実務指導、研修及び自拠点の

業務支援を実施し、緊急事態宣言解除後に、各拠点における巡回指導などの活動を

再開しました。 

また、上席年金給付専門職が講師となり、年金相談窓口を担当する職員全員を対

象として、「入門編」、「基礎編」についてはロールプレイングを取り入れた少人数

制の集合研修を実施し、「応用編」については集合研修による実施計画をテレビ会

議システムによる研修へ変更のうえ、演習問題等を実施することで概ね当初計画

どおり行いました。 

 

④ 予約制の拡充と待ち時間対策 

○予約制の定着を進め、予約率は 95.6％（令和２年度末時点、対前年同月比 1.7ポ

イントの伸び）となりました。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から、年金事務所の待合室の混

雑回避を徹底するとともに、感染者の発生によって拠点が一時閉所した場合におい

ては、速やかに予約されたお客様の予約日時を変更する等の対応を行いました。 

 

 

○各拠点の必要ブース数の検討を

進めた結果、令和３年度は老齢厚

生年金の支給開始年齢引上げに

よる来訪相談件数の減少の影響

を考慮しつつ、安定的な年金相談

体制を維持するためのブース数

を確保することとしました。 

 

 

○上席年金給付専門職を講師とす

る、年金相談窓口を担当する職

員全員を対象とした研修につい

て、「入門編」、「基礎編」はロー

ルプレイングを取り入れた少人

数制の集合形式で、「応用編」は

テレビ会議システムにて実施

し、スキル向上に努めました。 

 

 

 

○継続して予約相談の周知・広報

に取り組んだことにより、令和

２年度末の全国平均予約率は

95.6％となりました。また、予約

制の定着を図り、待ち時間の短
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のため、各種証明書の再交付等簡易

な相談専用窓口のモデル実施を行

うなど、予約外のお客様に対する相

談窓口体制の整備を進める。 

 

イ 年金相談に必要な記録の自動印

字化の技術を効率的に活用すると

ともに、実施状況を踏まえた予約相

談管理システムの改善を検討する。 

 

 

ウ インターネットから年金相談予

約を受け付けるサービスの開始に

向けた準備を進める。 

 

⑤ その他のチャネル 

遠隔地等の相談対応について、更な

る充実を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 年金相談センターでの相談 

① お客様の利便性向上のため、全国社

○年金事務所等の総合案内窓口の運用実態等のヒアリングを行ったうえ、年金相談

ブースでの対応を要しない通知書の再交付など簡易な相談を専門的に行う窓口の

設置に向け実施体制や実施方法を整理し、令和３年度の実施に向けて準備を進め

ました。 

 

○予約相談における事前準備業務の効率化を図るため、全拠点に導入したＲＰＡ技

術を活用した年金相談に必要な記録の自動印字化について、処理時間の短縮のた

めのシステム機能改善を実施しました。 

また、職員等の利便性向上及び事務効率化を図るため、再交付等簡易な相談の事

跡登録の簡素化等、予約相談管理システムの機能改善を行いました。 

 

○インターネットから年金相談予約を受け付けるサービスの令和３年５月からの試

行開始に向けて、お客様の利便性を考慮したスムーズな運用を行えるようシステ

ム面・運用面・体制面の構築準備を進めました。 

 

⑤ その他のチャネル 

○新潟県佐渡市における試行実施の結果を踏まえ、出張相談ニーズが高い離島地域

２か所（長崎県五島市及び壱岐市）に、テレビ電話相談の窓口を設置し、令和３

年３月より運用を開始しました。 

 

 

○オンラインによる年金相談等の環境整備については、お客様の個人情報を守る安

全な環境構築を前提に、政府全体の統一的なデジタルインフラの整備動向を注視

しつつ、実現方法の検討に着手しました。 

 

(2) 年金相談センターでの相談 

○機構のホームページの他、全国社会保険労務士会連合会（以下「社労士会連合

縮を図ることで、年金事務所の

待合室の混雑を回避しました。

また、簡易な相談を専門的に行

う窓口の設置に向けて検討・準

備を進めました。 

○ＲＰＡ技術及び予約相談管理シ

ステムの機能を改善し、更なる

事務処理の効率化を図りまし

た。 

 

 

○年金相談のインターネット予約

について、開始のための準備を

進めました。 

 

 

○テレビ電話相談を拡充すること

により、年金事務所の相談窓口

と同等のサービスを可能とし、

離島におけるお客様の利便性向

上を図りました。 

 

 

 

 

 

○年金相談センター（オフィス）に
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会保険労務士会連合会との連携強化

を図り、市区町村などの関係機関の協

力のもと、年金相談センター（オフィ

ス）の周知広報を引き続き行うことに

より利用促進に努める。 

 

② 相談員の品質向上のため、全国社会

保険労務士会連合会との更なる連携

強化を図る。 

 

 

 

③ 利用状況を踏まえた年金相談セン

ター（オフィス）の適正配置等の見直

しを進める。（Ⅱ－１．(1)③イ参照。） 

 

④ 全国社会保険労務士会連合会等と

の委託契約について、必要な見直しの

検討を行う。 

 

(3) コールセンターでの相談 

① コールセンターでの相談 

令和元年度の実績を踏まえ、応答率

向上及び応答品質向上のため次の施

策を実施する。 

 

 

会」という。）及び年金相談センター（オフィス）が設置されている 41の都道府

県社会保険労務士会の開設するホームページや広報誌へ「街角の年金相談センタ

ー」に関する情報を掲載して周知・広報するなど、利用促進に向けた取組を実施

しました。 

 

 

○社労士会連合会と協力連携し、年金相談センター（オフィス）単位での毎月１回

以上の相談員研修や、年金制度改正等に伴う改正内容・事務処理等に係る相談員

研修の実施に際し、相談員の質の向上のための支援を行って研修の充実を図ると

ともに、定例会議において事務処理誤りが起こりやすい事例を共有し品質向上の

ための課題について協議を進める等、年金相談の質の向上に努めました。 

 

※取組状況については、Ⅱ－１－（１）－③－イに記載。 

 

 

 

○社労士会連合会と協議を行い、新型コロナウイルス感染症防止対策や災害発生時

における対応基準を明確にし、令和３年度の契約に反映させました。 

 

 

(3) コールセンターでの相談 

○新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に入電量が増加したことやオペレー

ターの確保が困難になったこと等により、年度当初の応答率は前年度を下回る水

準となりましたが、目的別コールセンターの設置や扶養親族等申告書等、大量発

送物の分散発送による入電集中の回避、チャットボットの導入、相談事跡作成の

省力化等の取組により、改善を図ったことで、令和２年度末には前年度を上回

り、コールセンター全体の応答率は、年度目標である 70％を超える水準を確保し

ついて社労士会連合会へ運営委

託し、年金事務所を補完する相

談チャネルとして相談業務を実

施することにより、お客様の利

便性向上を図りました。 

 

○社労士会連合会と協力連携し、

研修の充実を図ることで年金相

談の質の向上に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

○委託契約について、感染症や災

害発生時の対応について、必要

な見直しを行いました。 

 

 

○目的別専用ダイヤルを開設し、

コールセンターを効果的・効率

的に運営するとともに、入電抑

制のための取組を実施したこと

により、応答率は、目標である

70％を超える水準を確保するこ
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ア コールセンター業務の効率化施策 

   ・ 引き続き、お客様の属性別・相

談内容別のコールセンター体制

の維持と休日対応を含めた機動

的な運営に取り組む。 

 

 

 

・ 照会内容分析を行い、オペレー

ター向けのＱ＆Ａ、テンプレート

を充実させる。 

 

・ 音声認識ツールを利用した相

談事跡の自動作成化について試

行実施し、本格実施に向けた効果

検証を行う。 

ました。 

 

【コールセンター全体（※）の応答状況】（令和３年３月末時点） 

年 度 令和２年度 令和元年度 

入電総呼数 10,469,409件 11,881,545件  

応答呼数 7,395,303件 7,984,711件 対前年度比 

応答率  70.6％ 67.2％ ＋3.4ポイント 

（※）「ねんきんダイヤル」、「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」、「ねんきん

定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」、「予約受付専用ダイヤル」、「扶養

親族等申告書お問い合わせダイヤル」、「ねんきん加入者ダイヤル」 等 

 

ア コールセンター業務の効率化施策 

○多様なお客様ニーズにお応えするため、目的別コールセンターを設置しており、

既設の「ねんきんダイヤル」、「予約受付専用ダイヤル」及び「扶養親族等申告

書お問い合わせダイヤル」等に加え、新たに「厚生年金保険料納付（猶予）相談

窓口（令和２年４月～令和３年２月）」及び「被災者専用フリーダイヤル（令和

２年７月豪雨）（令和２年７月）」等を開設しました。 

 なお、「厚生年金保険料納付（猶予）相談窓口」については、ゴールデンウィー

ク中の休日期間（５月２日～６日）も対応を行いました。 

○オペレーターの応答時間の削減と応答品質向上のため、照会内容の分析を行い、

オペレーター向けのＱ＆Ａやテンプレートの拡充を図りました。 

 

 

○令和２年 10月から、一層の業務効率化を図るため、電話相談時の音声をテキスト

化する音声認識ツールを導入し、相談事跡作成の省力化、ナレッジ（お問い合わ

せの多い内容を把握しＱ＆Ａを作成）拡充等の取組を開始しました。 

 

とができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○目的別専用ダイヤルの設置によ

り、お客様のニーズに合わせた

効率的なお客様対応を行うこと

ができました。 

 

 

 

○オペレーター向けのＱ＆Ａやテ

ンプレートの拡充を適宜行うこ

とにより、応答品質の向上等が

図られました。 

○音声認識ツールの導入により、

相談事跡の省力化に繋がりまし

た。 
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・ 予約受付専用ダイヤルの応答率

向上のため、通話内容を検証し、効

率的な業務運用フローへの見直し

を行うとともに、それに合わせた予

約相談管理システムの改善を行う。 

 

イ 入電数の平準化等 

・ 引き続き、各種送付物の発送時

期の見直しや発送の分散化によ

り、入電数の平準化を図る。 

・ 電話照会内容を分析し、ホーム

ページにおけるＱ＆Ａ掲載内容

等の充実を図るとともに、チャッ

トボット等の自動応答技術を導

入する。 

 

・ インターネットから年金相談

予約を受け付けるサービスの開

始に向けた準備を進める。 

・ ねんきんネットで提供してい

る源泉徴収票等、通知類の再交付

受付サービスの利用を促進する。 

 

 

 

ウ 応答品質の向上施策 

・ オペレーター向けのＱ＆Ａ、テ

○予約受付専用ダイヤルの応答率向上のため、運用フローの見直しやオペレーター

への個別指導の強化等の取組により業務の効率化を図りました。 

その効果もあり、年間応答率も 64.8％（令和３年３月末時点）と、前年度

（45.0％）から改善しました。 

※予約相談管理システムの改善の取組状況については、（１）－④－イに記載。 

 

イ 入電数の平準化等 

○令和２年９月の扶養親族等申告書発送（約 820万件）時には、入電数平準化のた

め、申告書の分散発送（９月 18日～10月２日にかけて計４回）等を実施しまし

た。 

○ナレッジ（お問い合わせの多い内容を把握しＱ＆Ａを作成等）管理チームを立ち

上げ、音声認識ツールを活用して、扶養親族等申告書や振込通知書等に係るお客

様からの相談内容を分析し、ホームページにおいて新たなＱ＆Ａの作成を行いま

した。 

 また、扶養親族申告書や源泉徴収票等のチャットボットを導入し、お客様からの

照会対応に活用しました。（Ⅰ－８－（１）参照） 

※取組状況については、（１）－④－ウに記載。 

 

 

○ねんきんネットで提供しているサービスの周知のため、ホームページ上の源泉徴

収票特設ページにおいて、源泉徴収票の再交付についての案内を行いました。 

○また、例年より早期にホームページ上の特設ページを開設し、源泉徴収票の発送時期

を早期に周知することに加え、源泉徴収票に関するチャットボットを新たに開設した

ことにより、令和３年１月から３月のコールセンターあての再交付依頼件数は、

76,622件（３月末時点）と、昨年同時期の 90,808件から１万件以上減少しました。 

ウ 応答品質の向上施策 

○オペレーターの応答品質向上のため、オペレーター向けのＱ＆Ａやテンプレート

○予約受付専用ダイヤルの運用フ

ローの見直しやオペレーターへ

の個別指導の強化等により、年

間応答率の向上を図りました。 

 

 

 

○令和２年分の扶養親族等申告書

の分散発送により入電数の平準

化を図りました。 

○扶養親族等申告書や振込通知書

等についてホームページのＱ＆

Ａ掲載内容の追加やチャットボ

ットの導入により照会対応の充

実を図りました。 

 

 

 

 

○ホームページで、ねんきんネッ

トで提供している源泉徴収票の

再交付に係るサービスの利用に

ついて案内を行い周知を図りま

した。 

 

 

○オペレーター向けのＱ＆Ａやテ
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ンプレートを充実させる。 

 

 

・ お客様満足度調査を実施し、結

果のフィードバックを行い、評価

が低い項目について改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

② マルチランゲージサービス 

引き続き 10 か国語による通訳サー

ビスの提供を行う。また、利用状況を

踏まえ、必要に応じ、お客様の利便性

向上のための体制、対応言語数等の見

直しについて検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

の拡充、モニタリング強化等の取組を実施しました。 

 

 

○コールセンターにおける応答品質向上のため、前年度と同様、お客様満足度調査

を行いました。 

お客様にアンケートはがきを送付し、「満足」「ほぼ満足」「普通」「やや不

満」「不満」の５段階で回答いただいたところ、「満足」「ほぼ満足」の合計が

86.8％（前年度 83.0％）、「やや不満」「不満」の合計が 3.0％（前年度

4.0％）と、前年度よりも高い満足度を達成することができました。 

また、前年度の詳細な調査結果を委託事業者に提供し、オペレーターごとの評価

結果を分析、フィードバックするとともに、個別指導や研修に活用することで、

更なる応答品質の向上を図りました。 

 

② マルチランゲージサービス 

○年金事務所やコールセンター等において外国語による対応が必要なお客様から相

談を受けた場合に、10か国語（※）に対応した「マルチランゲージサービス」に

より、電話を利用した通訳サービスを提供しました。 

同サービスの利用件数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による入国制限

等の影響を受けたものの、前年度の利用件数に近い、5,680件（令和３年３月末

時点）となりました。 

（※）英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガロ

グ語、タイ語、インドネシア語、ネパール語 

【マルチランゲージサービス利用状況】（令和３年３月末時点） 

年 度 令和２年度 令和元年度 

利用件数 5,680件 6,019件 

○令和２年 10月からは市区町村の国民年金窓口においてサービスが利用できるよう

になりました。（令和３年３月末時点：441市区町村） 

ンプレートの充実、モニタリン

グの強化等により、応答品質の

向上を図りました。 

○お客様満足度調査結果において

前年度よりも高い満足度を達成

することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○マルチランゲージサービスにつ

いて、10か国語による通訳サー

ビスの提供を行うことにより、

日本に居住する外国語の通訳サ

ービスが必要なお客様が、更に

安心して年金手続等を行うこと

ができる環境を整えることがで

きました。 

利用件数も、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けたものの令

和元年度と同等の 5,680 件とな

り、通訳サービスが必要な多くの

お客様に利用いただきました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

８．分かりやすい情報提供及びサービス改

善の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 分かりやすい情報提供の推進 

① ホームページの活用 

お客様に正確で、より分かりやすく

利用しやすいホームページとするた

め、次のような改善・充実に取り組む。 

・ お客様等からのご意見・ご要望や

アクセス状況等について分析し、利

用されるお客様のニーズに合わせ

て掲載情報を整理する。 

・ お客様が利用目的に応じて、必要

な情報に容易にアクセスできるよ

う、画面構成の見直しを行う。 

・ スマートフォンで閲覧した際に

操作性、視認性を考慮した最適な表

示となるよう改善を行う。 

８．分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進 

○令和２年度においては、主に以下の施策に取り組みました。 

・ホームページの全面的なリニューアル、照会の多い事項へのチャットボット機能

の導入・拡充及び画面サイズに応じた表示内容の自動切替（スマートフォン対応）

の実施 

・各種通知書の内容・説明の充実を目的とした、２次元コードによるホームページ

への誘導 

・ねんきんネットの利用促進及びねんきん定期便による情報提供の充実 

・お客様向け文書モニターの充実（アンケートモニター制度の試行） 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた非対面型年金セミナーの推進 

 

(1) 分かりやすい情報提供の推進 

① ホームページの活用 

○ホームページを更に使いやすくするため、次のような見直しを行い、令和２年９月

にリニューアルしました。  

 

・全体のデザインをシンプルにし、見出しやアイコン等の各要素の配色やデザイン

を揃えました。 

 

 

・掲載情報を整理するため、対象者別やシーン別のメニューを設置し情報を探しや

すいレイアウトにしました。 

 

・スマートフォンやタブレットで閲覧するお客様の操作性や見やすさを考慮した

デザインを採用し、閲覧した際に最適な表示となるよう改善しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お客様や有識者のご意見を踏ま

え、デザインや構成を見直し、必

要な情報へ効率的にたどり着け

るよう、情報を探しやすく、分か

りやすいレイアウトにしまし

た。また、端末の画面サイズに応

じて、表示内容を自動で切り替

える仕組みを導入し、スマート

フォンやタブレットでも見やす

くなるようにしました。 
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・ お客様から年金事務所等に問い

合わせの多い事項や、制度改正等積

極的に周知する必要がある事項に

ついて、チャットボット等の自動応

答技術の導入、Ｑ＆Ａの充実及び動

画の掲載など、掲載方法を工夫する

ことにより、適時・適切に情報提供

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種特例制度の周知を行うにあたり、関連

情報をまとめたページを作成するとともに、トップページにリンクを設置しまし

た。 

 

 

 

 

○お客様に正確で、より分かりやすく利用しやすいホームページとするため、次のよ

うな改善・充実に取り組みました。 

ア お客様から年金事務所等にお問い合わせの多い事項や、制度改正等積極的に周

知する必要がある事項について以下の取組を行いました。 

・源泉徴収票の発送等について、トップページに設置したキービジュアル（※）

に掲載するなど掲載方法の工夫をしました。 

 （※）Ｗｅｂサイトのメイン画像 

 

・新型コロナウイルス社会保険料相談チャット、扶養親族等申告書相談チャッ

ト、電子申請相談チャット、控除証明書相談チャット、ねんきんネット相談

チャット、源泉徴収票相談チャットを順次開設し、チャットボットの拡充を

行いました。 

・令和２年度算定基礎届事務説明、電子申請利用案内、令和３年分公的年金扶

養親族等申告書の提出方法等お問い合わせの多い事項や申告書の記入方法

等について説明した動画を掲載しました。 

 

・機構から送付する各種通知書への２次元コードの掲載や、Twitter の活用 

による時宜を捉えた情報発信等を通じて、詳細情報を掲載したホームページ

にご案内できるようしました。 

 

○新型コロナウイルス感染症の影

響に伴う各種特例制度の周知に

あたり、関連情報をまとめたペ

ージの作成等により、お客様が

必要な情報に容易にアクセスで

きるよう改善しました。 

 

 

 

○キービジュアルにお客様からの

お問い合わせの多い事項や時宜

を捉えた情報を掲載し、お客様

が必要な情報を探しやすいよう

工夫しました。 

 

○チャットボットを開設し、一定

の効果（利用者数約 12.3万件）

が認められたため、今後も拡大

を検討してまいります。 

○各種動画についても多くの方に

視聴していただいたため（再生

回数約 45.3万回）、引き続き積極

的に活用してまいります。 

○各種通知書等に２次元コードを

掲載し、ホームページの詳細ペ

ージにご案内しました（掲載数

14件）。今後も拡大をしてまいり



                        

 

63 
 

 

 

 

 

 

 

・ 障害のある方や高齢者にも利用

しやすく分かりやすいホームペー

ジとなるよう、掲載内容の改善・充

実を図る。 

 

 

 

 

② 「ねんきんネット」による情報提供 

ア 以下のような取組を行うことに

より、前年度の増加実績を上回るユ

ーザＩＤ取得を目標として、「ねん

きんネット」の利用促進を図る。 

・ ねんきん定期便や 20 歳到達者

等へのアクセスキー通知書にユ

ーザＩＤを即時で取得できるア

クセスキーを印刷し送付する。 

・ 年金事務所に来訪されたお客

様や協力を得られた事業所の従

業員等に対し、アクセスキーを発

行する等、年金事務所による勧奨

 

 

 

 

 

 

イ 障害のある方や高齢者にも分かりやすく利用しやすいホームページとなるよう、

音声読み上げや文字の大きさ調整等ウェブアクセシビリティ基準（※）に準拠

し、障害のある方や高齢者にも利用しやすいよう引き続き配慮しました。 

    （※）日本工業規格ＪＩＳX8341-3：2016 の達成等級 AA 

 

○令和２年度のホームページの総アクセス件数は約 2 億 848 万件となり、令和元年

度に比べ 6.5％の増となりました。 

 

②「ねんきんネット」による情報提供 

◯「ねんきんネット」については、お客様の利便性向上に加え、新型コロナウイルス

感染症の影響下において、自宅で年金記録の確認等ができる等、「新しい生活様式」

の実践に役立つサービスとして、前年度の増加実績を上回るユーザＩＤ取得を数値

目標に、以下の取組を行い、利用促進を図りました。 

・ねんきん定期便にユーザＩＤを簡単に取得できるアクセスキーを記載するとと

もに、ユーザＩＤ申請画面へのリンク先の２次元コードを印刷し、スマートフォ

ン等で直接遷移できるようにしました。 

・20 歳到達者等新規に年金制度に加入した方を対象にアクセスキーの通知を行い

ました（令和２年４月から令和３年３月末までに、約 138万人に送付）。 

・「ねんきんネット」のサービスを案内したリーフレットを作成（約 59万枚）する

とともに、広く事業主に呼びかけを行い、協力を得られた事業所の従業員の方へ

「アクセスキー」を一括して発行する取組を開始しました。 

ます。 

○制度周知やねんきんネットの利

用勧奨をツイートするととも

に、ホームページの詳細ページ

へのリンクを掲載しました。（ツ

イート数 94件） 

○ウェブアクセシビリティ基準に

準拠し、障害のある方や高齢者

にも分かりやすく利用しやすい

ホームページとなるよう取り組

みました。 

 

 

 

 

○「ねんきんネット」による情報提

供については、年金事務所を通

じて幅広い利用促進の取組を進

め、令和２年度にユーザＩＤを

取得した件数は、過去最高であ

った前年度実績である約 107.1

万件から約 23.8 万件増加し、約

130.9 万件と目標数値を 22.2％

上回りました。これにより「ねん

きんネット」の利用者の累計は

令和２年度末時点で約 666 万人

となりました。 
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により利用拡大を図る。 

・ ユーザＩＤ取得に結び付いた

アクセスキーを多く発行する年

金事務所の取組を分析すること

等により、効果的な「ねんきんネ

ット」利用拡大の施策に繋げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 年金制度改正に対応した正確な

年金見込額等をわかりやすく情報

提供できるよう「ねんきんネット」

の機能改善に向けて必要な準備に

取り組む。 

 

・年金事務所におけるユーザＩＤ取得の好事例を取りまとめ、全ての年金事務所に

対して情報提供しました。また、「ねんきんネット」の利用状況を把握できるよ

う、「ねんきんネット」の統計情報を年金事務所で利用できるようにしました。 

・マイナポータルからねんきんネットを利用する方の拡大に向け、「ねんきんネッ

ト」とマイナポータルとの連携について、リーフレットやねんきん定期便の「お

客様へのお知らせ」欄を利用した周知・広報を行いました。 

○こうした取組の結果、令和２年度のユーザＩＤ取得件数は約 130.9 万件（令和元

年度は約 107.1万件）となり、対前年度比 22.2％増（約 23.8 万件増）となりまし

た。また、ユーザＩＤ取得件数から再発行によるＩＤ取得件数等を除いた「ねんき

んネット」利用者数の累計は、令和２年度末時点で約 666万人（令和元年度末時点

では約 578万人）となり、対前年度比 15.2％増（約 88万人増）となりました。 

○電子版ねんきん定期便の利用を推進するため、以下の取組を行いました。 

・ねんきん定期便の「お客様へのお知らせ」欄等を活用して、電子版ねんきん定期

便は郵送より１～２か月程度早く確認できることなど、「ねんきんネット」のメ

リットを実感できる丁寧な周知を行いました。 

・紙のねんきん定期便を選択している「ねんきんネット」利用者に対しては、「ね

んきんネット」ログイン時に電子版ねんきん定期便のメリットを示し、電子版ね

んきん定期便に切替えていただくよう案内を行いました。 

○この結果、令和２年度中に新たに電子版ねんきん定期便に切替えていただいた方

は、約 53万人となり令和２年度末時点での累計は約 150万人（令和元年度末では

約 97万人）となりました。 

○令和２年９月施行の厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に対応して、「ねんき

んネット」の年金見込額試算機能の更なる改善を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○紙のねんきん定期便から電子版

ねんきん定期便への切替えを促

した結果、約 53万人の方が新た

に電子版ねんきん定期便に切替

えていただき、「ねんきんネッ

ト」の利用促進及び経費節減に

つながりました。 

 

 

 

○厚生年金保険の標準報酬月額の

上限改定対応した年金見込額等

の情報提供ができるよう試算機

能の改善を行いました。 
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③ ねんきん定期便による情報提供 

ねんきん定期便に記載されている

老齢年金見込額や年金額について、具

体的な金額の表示を充実する等の改

善を行うとともに、年金制度改正に対

応した年金見込額等をよりわかりや

すく情報提供できるようねんきん定

期便の改善に向けて必要な準備に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 年金関係の各種情報提供 

ねんきん定期便の「お客様へのお知

③ ねんきん定期便による情報提供 

○ねんきん定期便については、35歳、45歳、59歳の方には封書形式で全期間の年金

記録に関する情報提供を、それ以外の方には、はがき形式で直近１年間の年金記録

に関する情報提供を行い、令和２年４月から令和３年３月末までに、約 6,308 万件

を送付しました。 

○ねんきん定期便の紙面を活用し、図やグラフを用いた分かりやすい情報提供を行い

ました。 

 

 

・50 歳以上の方に送付するねんきん定期便では、70 歳まで繰り下げた場合の具体

的な年金見込額(65 歳時点の年金見込額を 42％増した額)について、具体的な金

額を表示することで、年金受給を繰り下げると年金が増加することを周知しまし

た。(令和２年４月～) 

・50 歳未満の方に送付するねんきん定期便では、昨年の「加入実績に応じた年金

額」について具体的な金額を表示し、昨年と今年の加入実績に応じた年金額を比

較できるようにすることで、保険料納付が年金額の増加につながることを分かり

やすく周知しました。(令和２年 10月～) 

○ねんきん定期便の「お客様へのお知らせ」欄を利用して以下の勧奨等を行いました。 

 ・未統合記録の解明に向けた対応として、「ねんきん特別便（名寄せ便）」、「年金記

録の確認のお知らせ（黄色便）」の未回答者への回答勧奨 

・「ねんきんネット」ＩＤ保有者に電子版ねんきん定期便への切替勧奨 

・「ねんきんネット」とマイナポータルの連携に関する周知 

○令和２年９月施行の厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に対応して、「ねんき

ん定期便」の年金見込額試算に係るシステム改修を行いました。 

 

④ 年金関係の各種情報提供 

※ねんきん定期便による取組状況については、（１）－③に記載。 

 

○ねんきん定期便による情報提供

について、令和２年度計画にお

ける改善等に着実に取り組みま

した。 

○令和２年度から、昨年の加入実

績に応じた具体的な年金額など

具体的な金額表示の充実や、月

別状況表示の改善などにより、

分かりやすい情報提供を行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

○ねんきん定期便の「お客様への

お知らせ」欄を利用してお客様

の状況に応じた勧奨を行いまし

た。 
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らせ」欄を利用し、未解明記録の解明

に向けた呼びかけ等、お客様の状況に

応じたお知らせや勧奨等を行う。 

年金額改定通知（振込通知）書等の

個人向け文書送付の機会を活用し、お

客様に応じた、また、時節を捉えた必

要な年金関係の各種情報を限られた

紙面で提供できるよう検討する。 

特に繰下げ制度について、ねんきん

定期便等の個人向け文書で広範な周

知を図る。 

 

(2) 公的年金制度に対する理解の促進 

年金制度に対する正しい知識と理解を

深め、制度加入や保険料納付に結び付け

るため、地域、企業、教育等の様々な場に

おいて年金制度の普及・啓発活動を行う

「地域年金展開事業」を推進する。また、

広報については、機構ホームページ等を

活用した情報提供を積極的に行う。 

① 年金セミナー、年金制度説明会等の

充実 

ア 講師の育成・教材の見直し 

若手職員を中心とした講師育成

のための研修やコンテストを充実

させるとともに、受講者に応じた教

材となるよう見直しを進め、年金セ

○年金振込通知書に後期高齢者医療保険料額の令和２年度における軽減特例見直し

に関する周知文を掲載するなど、関係部署と連携し、適宜、受給者に必要な情報提

供を行いました。 

○年金請求書（事前送付用）に繰下げ制度に関する周知のチラシを同封しました。 

○源泉徴収票（年次）で日本年金機構ホームページに設置された「源泉徴収票相談チ

ャット」に係る案内をしました。 

○20歳到達時の「国民年金加入のお知らせ」を送付する際にパンフレット（※）を同

封し、制度周知及び手続案内をしました。 

 （※）口座振替、クレジットカード納付、学生納付特例申請、免除・納付猶予申請、

付加保険料、産前産後免除、「ねんきんネット」の利用促進、の７種類。 

 

 

(2) 公的年金制度に対する理解の促進 

 

 

 

 

 

 

 

① 年金セミナー、年金制度説明会等の充実 

 

○若手職員を中心としたセミナー講師育成のため、全国の年金事務所において定期的

に実践研修を実施しました。また、新たな取組として、オンラインによる年金セミ

ナー等の運用開始に向け、主にリモートで研修を行うために必要なスキルや留意点

をテーマとした講師養成研修を実施し、講師担当職員のレベルアップを図りまし

た。 

○年金関係の各種情報提供につい

て、お客様に応じ、機会や時節を

とらえて実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年金セミナーの質の向上に向け

て、講師育成のための様々な研

修を実施し、若手職員を中心と

したセミナー講師の育成に努め

ました。 
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ミナー等の質の向上を図る。 

イ 年金セミナーの充実 

    教育関係機関における年金セミ

ナーの実施を進めるため、地域年金

推進員の必要数確保に努め、積極的

に活用する。 

 

 

 

 

 

 

ウ 年金制度説明会等の充実 

企業や地域における年金制度説

明会の実施や各種手続き等に関す

る制度周知を進めるため、年金委員

の委嘱拡大に努め、必要な情報提供

を十分に行った上で、積極的に活用

するとともに、関係団体との連携を

強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、年金セミナーに係るコンテストは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、開催を見合わせました。○教育関係機関における年金セミナー及び企業や地域

における年金制度説明会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

観点から、原則取り止めました。ただし、教育関係機関等から開催要請があり、当

該機関等における感染防止対策の徹底やテレビ会議システム等の活用が可能な場

合に限り開催するとともに、非対面型の年金セミナー等の実施方法を以下のとおり

検討し、開始しました。 

・Ｗｅｂ会議ツールを利用して講師と受講者をオンラインで結び、モニターを通じ

てセミナー等を実施する方法（令和３年２月開始） 

・年金制度を紹介する年金セミナー用動画を新たに作成し、当機構から提供した当

該年金セミナー用動画(ＤＶＤ)を受講者が視聴する方法（令和２年 11月開始） 

 

○年金セミナーや制度説明会の実施に当たっては、以下のとおり地域年金推進員や年

金委員に協力を依頼しました。 

・地域年金推進員(※) を活用した、教育機関への開催アプローチや年金セミナー

講師の実施 

・職域型年金委員(※) を活用した、企業における年金制度説明会の実施 

・地域型年金委員(※) を活用した、自治会・町内会等における年金制度説明会の実

施 

に向けた協力依頼を行いました。 

（※）地域年金推進員：若い世代に対して公的年金制度の仕組みや基本理念につい

て正しい理解の普及を推進するために、機構より委嘱され

た教職員ＯＢ等。 

職域型年金委員：会社内で新入社員に対する年金制度の概要説明や社内での

年金制度の周知等の活動を行う厚生労働大臣より委嘱され

た年金委員。 

地域型年金委員：町内会での年金相談や、地域が開催する研修会等での年金

○大学や高校等の学生・生徒を対

象とした年金セミナーを 2,125

回開催し、また、企業や自治会等

を対象とした年金制度説明会を

1,083回開催する等、新型コロナ

ウイルス感染症の影響下におい

ても、新たにＷｅｂ会議ツール

を利用した非対面型による実施

やＤＶＤによる動画の提供など

も取り入れ、可能な限りの開催

に努め、制度周知や手続などの

情報提供を行いました。 

○教育機関に対して年金セミナー

の開催アプローチを 825 回実施

し、また、年金セミナー講師を

199回行うことで、地域年金推進

員の活動の活性化を図りまし

た。 

○年金委員を通じて年金制度説明

会の実施に向けた協力依頼を実

施し、企業において 380 回、自

治会等において54回の年金制度

説明会を行いました。 
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② 年金委員に対する活動支援の強化 

・ 年金委員に対する定期連絡会や

研修等を充実させ、活動に必要な情

報提供を十分に行うとともに、本部

においても実施状況を把握し、必要

に関する講師を行う等、地域において活動を行う厚生労働

大臣より委嘱された年金委員。 

 

【年金セミナー及び年金制度説明会実施状況】 

 開催回数 備考 

年金 

セミナー 

2,125回 

（令和元年度：3,834 回） 

うち、 

・非対面型回数 148回（※） 

・DVD提供形式回数 848回 

 

左記のうち、 

地域年金推進員の活用状況 

・開催アプローチ回数：825回 

・セミナー講師回数：199回 

年金制度 

説明会 

1,083回 

（令和元年度：3,028 回） 

うち、 

・非対面型回数 165回（※） 

 

 

左記のうち、 

職域型年金委員及び地域型年金委員の活

用状況(実施協力依頼) 

・企業での説明会開催回数：380回 

・自治会等での説明会開催回数：54回 

（※）うち、機構の保有する非対面環境（Ｗｅｂ会議ツール）を利用した開催は、年

金セミナーが 11回、年金制度説明会が 17回 

教育関係機関等の保有する非対面環境を利用した開催は、年金セミナーが 137

回、年金制度説明会が 148回 

 

② 年金委員に対する活動支援の強化 

○全国の年金事務所において、年金委員研修会や地域型年金委員連絡会を実施すると

ともに、「地域型年金委員活動の手引き」及び制度や手続案内を記載した情報誌等

の配布を行いました。 

また、本部から新たに直接全国の年金委員に対し、以下の情報発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○全国の年金事務所において、年

金委員研修会や地域型年金委員

連絡会を実施するとともに、年

金委員の活動に必要な情報提供

に努めました。 
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な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 市区町村、年金受給者協会等への

働きかけを強化し、年金委員委嘱数

の拡大を図るとともに、委員活動の

活性化のため、年金委員の効果的な

活動内容について見直しを行う。ま

た、地域型年金委員については、そ

の組織化を含め活動の活性化を図

る。 

 

 

③ 「ねんきん月間」と「年金の日」に

おける取組の充実 

「ねんきん月間」及び「年金の日」

における取組の実施に当たっては、こ

れまでの実施結果を踏まえ、公的年金

制度の周知・啓発につながる、より効

果的な活動内容を検討し実施する。 

 

 

・「新型コロナウイルス感染症に係る厚生年金保険料や国民年金保険料の取扱の特

例措置」などの情報発信（令和２年６月） 

・職域型年金委員向けに新たに作成した「職域型年金委員の手引き」などの情報発

信（令和２年 11月） 

○令和２年 11月に実施した全国年金委員研修の開催方式を、例年の開催地への参集

型からテレビ会議システムによる配信型に変更することで、多くの受講者に参加い

ただきました。 

 

○年金委員の委嘱拡大については、対面による取組は原則取り止め、電話や文書によ

る委嘱勧奨を実施しました。 

 なお、令和２年度は、職域型年金委員数が減少したものの、地域型年金委員数が増

加したことから、全体として委嘱数が増加しました。 

・職域型年金委員数：112,161 人(令和３年３月末)（令和２年３月末：112,340 人） 

・地域型年金委員数：5,299 人(令和３年３月末)（令和２年３月末：4,708 人） 

○年金委員活動に積極的で、特に顕著な功績が認められた年金委員の中から厚生労働

大臣表彰、日本年金機構理事長表彰、理事表彰の対象者を選定し、ねんきん月間中

に表彰を行いました。（令和２年 11 月） 

 

③ 「ねんきん月間」と「年金の日」における取組の充実 

 

○「ねんきん月間」及び「年金の日」の実施に合わせ、全国の年金事務所において、

可能な場合に限り、自治体や地域の教育機関（大学、高校、専門学校等）に出向き、

公的年金制度の周知活動（年金セミナーや年金制度説明会、出張相談会等）を行い

ました。 

 また、本部においても、年金制度を全体的に紹介する年金セミナー用動画を作成し

て機構ホームページに掲載するとともに、11 月の「ねんきん月間」中の毎営業日

において、Twitterを活用し、年金制度の基本事項について積極的な配信を行いま

また、年金事務所の実施状況等

を把握し、本部においても、直接

全国の年金委員に対し、必要な

情報発信を行うとともに、全国

年金委員研修の開催方式をテレ

ビ会議システムによる配信型に

変更することで多くの受講者に

参加いただきました。 

○年金委員の委嘱拡大は、対面に

よる取組は原則取り止め、電話

や文書による委嘱勧奨を実施し

ましたが、全体として委嘱数を

拡大することができました。 

 

○特に顕著な功績が認められた年

金委員に対し、厚生労働大臣表

彰等を実施しました。 

 

 

 

○「ねんきん月間」及び「年金の日」

の実施に合わせ、年金セミナー

や年金制度説明会、出張相談会

等を実施し、公的年金制度の周

知・啓発を行いました。 

 また、年金セミナー用動画を作

成して機構ホームページに掲載
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④ 関係団体との連携 

市区町村、官公庁、教育関連団体、

社会保険労務士会、年金受給者協会等

の各団体や地域の特性に応じた効果

的な連携方法を検討するとともに、そ

の実現に向けた働きかけを強化する。 

 

(3) お客様サービスの向上 

① 「お客様へのお約束 10か条」の実現 

お客様へのサービスの具体的目標

を定めた「お客様へのお約束 10か条」

の実現に向けた取組を具体的に進め、

その達成状況等について、毎年度、年

次報告書（アニュアルレポート）にお

いて分かりやすく周知・広報する。 

 

② ＣＳ意識向上の取組 

・ 引き続き「サービス推進の手引

き」を基本とした研修を実施し、役

した。 

 

 

○厚生労働省、文部科学省、全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会の

４組織の後援のもと、「わたしと年金」エッセイ募集の取組を行いました。 

令和２年度においては、942人（令和元年度：1,290 人）から応募があり、厚生労

働大臣賞、日本年金機構理事長賞、優秀賞の優秀作品を選定し、表彰を行いました。 

 

④ 関係団体との連携 

○地域に根付いた年金制度の周知・広報を推進するため、例年、各自治体や関係団体

（社会保険労務士会、教育委員会、年金受給者協会、ハローワーク等）と連携し、

地域年金事業運営調整会議を各都道府県で開催していますが、令和２年度は、対面

での開催を取り止め、書面にて、委員の皆様へ事業の取組状況等の報告及び効果的

な連携方法等の意見聴取を行いました。 

 

(3) お客様サービスの向上 

①「お客様へのお約束 10 か条」の実現 

○拠点長が、自拠点内のサービス実施状況を毎月チェックし改善に努め、必要に応じ

て本部からも改善指導を行いました。 

また、年次報告書（アニュアルレポート）（以下「アニュアルレポート」という。）

に「お客様へのお約束 10か条」の達成状況等を掲載しました。 

 

 

 

② ＣＳ（お客様満足）推進の取組 

○職員にＣＳ意識を醸成するため、新入構員研修において、ＣＳ概念や障害のあるお

客様への対応方法等に関する研修を実施するとともに、全職員を対象に「サービス

するとともに、Twitter を活用

し、年金制度の基本事項につい

て積極的な配信を行いました。 

○「わたしと年金」エッセイを募集

し、厚生労働大臣表彰等を行い、

公的年金制度の周知・啓発を行

いました。 

 

 

○地域年金事業運営調整会議の対

面での開催を取り止め、書面に

て委員の皆様へ事業の取組状況

等の報告及び意見聴取を行いま

した。 

 

 

 

○拠点長による事務所内チェック

及び本部職員による改善指導を

実施して「お客様へのお約束 10

か条」の実現に努めました。 

 

 

 

 

○新入構員向けのＣＳ研修や全職

員向けの職場内研修を実施し、
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職員のＣＳ意識の向上を図る。 

 

・ 全ての年金事務所を対象にサー

ビス巡回指導を実施し、個別の課題

の把握に努めるとともに、実地によ

る改善指導やフォロー研修を実施

する。 

・ 役職員のモチベーション向上の

ため、ＣＳ向上に向けた取組状況の

評価を実施するとともに、窓口対応

における職員のスキルや対応力を

競うコンテスト等を行うことによ

り、サービスレベルの更なる向上を

図る。 

 

 

③ 分かりやすいお客様向け文書の作成 

お客様向けに発出する文書につい

ては、お客様目線で見てより分かりや

すい文書となるよう、原則、機構本部

に設置した「文書審査チーム」並びに

一般の方と文書デザイナーが参画す

る「お客様向け文書モニター会議」で

の議論や指摘を踏まえて作成する。 

 

 

 

推進の手引き」を活用した職場内ＣＳ研修を実施しました。 

 

○本部職員による無予告での「サービス巡回指導」は取り止めたものの、令和元年度

に実施した「サービス巡回指導」等により把握した各拠点の個別課題に基づき、特

に改善が必要な年金事務所に対して個別指導や研修等の事後フォローを実施しま

した。 

 

○令和２年度は、お客様の安全と安心を確保するため、新型コロナウイルス感染症の

感染防止対策の徹底をＣＳ向上に向けた最優先の取組とし、全拠点からの感染症対

策実施状況報告に基づき、本部において当該取組状況の評価及び必要な指導を実施

しました。 

なお、窓口コンテストは、開催を見合わせました。 

○また、新たな取組として、各拠点の施設・設備等のバリアフリー化の状況について、

実態調査を行い、当該情報の機構ホームページへの掲載に向けた準備を行いまし

た。 

 

③ 分かりやすいお客様向け文書の作成 

○機構本部に設置した「お客様向け文書審査チーム」において、39 件のお客様向け

文書の審査を行い、お客様目線で見てより分かりやすい文書、有意義な情報提供と

なるよう改善を図りました。 

また、特に影響度の高い文書 13件については、「お客様向け文書モニター会議」に

付議し、モニターである一般の方や文書デザイナーのご意見、ご指摘を踏まえた上

で、お客様目線で見てより分かりやすい文書、有意義な情報提供となるよう改善を

図りました。 

 更に、令和２年 12 月から、既存の文書モニターに加え、より若い世代を含めた幅

広いお客様目線でのご意見をいただくアンケートモニター制度を試行導入し、お客

様向け文書の更なる分かりやすさの実現に向けた取組を行いました 

職員のＣＳに対する意識醸成を

図りました。 

○本部職員によるサービス巡回指

導は取り止めたものの、特に改

善が必要な年金事務所に対して

個別指導や研修等の事後フォロ

ーを実施しました。 

○お客様の安全と安心を確保する

ため、新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策の徹底を最優

先とし、当該取組状況の評価及

び必要な指導を実施しました。 

 

 

 

 

 

○お客様向け文書の作成において

は、「お客様向け文書審査チー

ム」や「お客様向け文書モニター

会議」における意見や指摘を踏

まえ、お客様目線で見てより分

かりやすい文書、有意義な情報

提供となるよう改善を図りまし

た。また、アンケートモニターを

試行導入し、更なるわかりやす

さの実現に向けた取組を行いま
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④ お客様からの意見の収集や施策の

反映等 

・ 各年金事務所の「ご意見箱」、ホ

ームページや手紙による「日本年金

機構へのご意見・ご要望」などから

「お客様の声」を日々収集し、それ

らを「お客様対応業務システム」を

活用して管理・分析するとともに、

必要な改善策を検討し、実施する。 

 

 

 

・ 機構のサービスに対するお客様

の評価や満足度を把握するため、

「お客様満足度アンケート調査」等

を実施し、その結果から課題を把

握・分析した上で、必要な改善策を

検討し、実施する。 

 

 

 

 

 

 

・ 運営評議会を、引き続き定期的に

 

 

④ お客様からの意見の収集や施策の反映等 

 

○各年金事務所に設置した「ご意見箱」や、ホームページ上の日本年金機構へのご意

見・ご要望のコーナーなどから「お客様の声」の収集に努めました。 

○「お客様の声」については、「お客様対応業務システム」を活用して管理・分析を

行うとともに必要な改善策について検討し、ホームページの掲載内容やお客様にお

送りする文書内容をわかりやすくするなど 51件の改善を行いました。 

＜参考事例＞ 

・電子申請手続についての電子申請のメリット、手続方法、操作方法等について３

種類の動画を作成して機構ホームページに掲載しました。 

・厚生年金保険適用関係届書・申請書のうちＰＤＦ形式のみの掲載となっていた７

届書について、エクセル形式を作成して機構ホームページに掲載しました。 

○全国の年金事務所及び年金相談センター（オフィス）を対象に「お客様満足度アン

ケート」を令和３年２月から３月に実施しました。「来訪された際の全体の満足度」

について、「満足」「ほぼ満足」「普通」「やや不満」「不満」の５段階で回答をいた

だき、「満足」「ほぼ満足」の合計が 91.2％（前年度 89.3％）、「やや不満」「不満」

の合計が 1.2％（前年度 1.6％）と、前年度とほぼ同水準の結果となり、約９割の

お客様に満足いただいている結果となりました。また、前年度の調査結果に基づ

き、更なるお客様サービスの向上のための課題を把握・分析した上で、満足度の低

い年金事務所への接遇面に関する個別指導や研修など必要な改善策を実施しまし

た。 

調査方法：窓口に来訪されたお客様にアンケートを配布し、郵送にて回収 

調査対象件数：94,151 件 

回答件数 ：35,862 件（回答率：38.1％） 

○日本年金機構法等の規定に基づき、被保険者、事業主、年金給付の受給権者その他

した。 

 

 

 

○お客様のご意見等を収集し、必

要な改善を行うことによりお客

様のサービス向上を図りまし

た。 

 

 

 

 

 

 

○お客様満足度アンケートを実施

し、お客様の回答結果から、一定

のお客様満足度が得られている

ことを確認するとともに、更な

るお客様サービス向上のための

課題を把握・分析した上で、必要

な改善策を検討しました。 

 

 

 

 

 

○運営評議会について、新型コロ
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開催し、そこで出された被保険者等

の意見を的確に業務運営に反映す

る。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 改善状況の評価 

サービス改善・業務改善の状況につ

いては、「サービス・業務改善委員会」

や「業務適正化部会」において評価及

び進捗管理を行い、サービス水準の向

上を図る。 

の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために設置された日本年金機構運

営評議会について、令和２年度は４回開催し、令和３年２月 15日に、今後の機構

の業務運営に関する提言が取りまとめられました。機構では、運営評議会で出され

た意見の内容を自らの業務運営に積極的に反映させ、取り組むべき課題への対応を

進めました。 

【別表 12：提言（運営評議会）】 

 

 

 

⑤ 改善状況の評価 

○お客様の意見を反映し機構のサービスの質の向上を図ることを目的として設置し

た「サービス・業務改善委員会」において、お客様の声を反映した改善提案の検討

状況の進捗管理を行い、51 件の改善を行いました。また、お客様の声の分析体制

の強化を目的として設置した「業務適正化部会」では、お客様の声のうち、事務処

理誤り疑いに関する案件を４件審議し、事務処理誤り疑いの早期発見及び事務処理

誤りの再発防止を行うことによりお客様のサービス向上に寄与しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナウイルス感染症の影響下にお

いても、感染症対策や開催時期

を考慮する等の対策を講じるこ

とで、予定した回数を開催する

ことができました。また、各回の

運営評議会で出された意見につ

いて、機構の業務運営に積極的

に反映させました。 

 

 

○お客様の声を反映した改善提案

の検討状況をサービス・業務改

善委員会に報告し、51件の改善

を行うとともに、業務適正化部

会で事務処理誤り疑いの早期発

見及び事務処理誤りの再発防止

を行うことによりお客様のサー

ビス向上を図りました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

９．年金制度改正等への対応 

 

(1) 年金制度改正等への対応 

年金制度改正等に対応するため、関係

機関等との所要の調整を含め、実務を正

確に実施するための事務処理を検討し、

システム化の範囲等システム構築に向

けた準備を着実に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 健康保険法改正への対応 

９．年金制度改正等への対応 

 

(1)年金制度改正等への対応 

○「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（令和２年法

律第 40 号）のうち、令和３年４月に施行される制度改正事項（※）について、事

務処理方法を検討し、制度改正に対応したシステム開発や業務処理要領等の整備な

どを行いました。 

（※）令和３年４月施行の主な改正事項 

・脱退一時金の支給上限月数の見直し 

・寡婦年金の支給要件の見直し 

・未婚のひとり親の国民年金保険料の免除等該当基準への追加 

○業務が円滑かつ適切に遂行できるよう、業務処理要領等を整備しました。また、「短

期在留外国人の脱退一時金請求書」（14か国語）などの様式、お客様向けのパンフ

レット等へ制度改正の内容を反映させました。 

○制度改正の内容の周知を図るため、以下の対応を行いました。 

・機構ホームページの各制度の説明ページ等への改正内容の反映 

・市区町村広報誌「かけはし」への改正概要の掲載（令和３年１月及び３月） 

・納入告知書に同封する「日本年金機構からのお知らせ」への改正概要（脱退一時

金の支給上限月数の見直し）の掲載（令和３年１月） 

○今後施行される制度改正事項について、事務処理方法を検討し、制度改正に対応し

たシステム開発等の準備を進めています。 

※支援給付金制度における所得情報照会対象拡大の取組状況については、Ⅰ－５－

（５）に記載。 

※立入検査対象の拡大の取組状況については、Ⅰ－３ －（１）に記載。 

 

(2) 健康保険法改正への対応 

 

 

 

○年金制度改正等の対応につい

て、事務処理の検討、システム開

発、業務処理要領等の整備など、

制度改正事項の円滑かつ着実な

実施に向け、所要の準備を進め

ました。 
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 ① 電子資格確認（オンライン資格確

認）導入への対応 

   全国健康保険協会が支払基金・国保

中央会へ加入者の資格情報を適切に

提供できるよう、機構に届出された被

保険者等の加入情報及びマイナンバ

ーを速やかに全国健康保険協会に提

供するために必要な所要の調整を行

い、システム開発を行う。 

 

② 被扶養者等要件改正への対応 

健康保険被扶養者及び国民年金第

３号被保険者の要件に国内居住要件

が追加されるため、以下の対応を行

う。 

・ 現に海外に在住する被扶養者等

については、施行前に特例要件該当

/非該当の届出の提出を求め、認定

の見直しを行う。 

・ 法施行後は事業主等からの特例

要件該当/非該当の届出により、認

定処理を確実に行う。 

① 電子資格確認（オンライン資格確認）導入への対応 

○電子資格確認（オンライン資格確認）について、全国健康保険協会と実施方法を協

議のうえ、被扶養者等のマイナンバーを含む情報を日次で同協会に提供するシステ

ムを開発し、令和３年２月から運用を開始するなど、適切に対応しました。 

 

 

 

 

 

 

② 被扶養者等要件改正への対応 

○令和２年４月１日から、健康保険被扶養者及び国民年金第３号被保険者の要件に国

内居住要件が追加されたため、適切に対応できるよう、事務処理手順の整理やシス

テム開発に加え、以下の対応を行うことにより、事業主等からの届出について認定

処理を確実に行いました。 

 ・施行前に海外に在住する被扶養者等については、全国健康保険協会と調整し、全

国健康保険協会において状況確認を行い特例要件該当/非該当の届出の提出を求

め、機構において届出の回付の受付・処理を行い、認定を行いました。 

  また、健康保険組合及び共済組合に対しても、国民年金第３号被保険者の特例要

件該当/非該当の届出の提出に関して事前に周知しました。 

  

 

 

○オンライン資格確認の導入に向

け、令和３年２月から、全国健康

保険協会に対し、被扶養者等の

マイナンバーを含む情報を迅速

に提供することが可能になりま

した。 

 

 

 

 

○令和２年４月１日から、健康保

険被扶養者及び国民年金第３号

被保険者の要件に国内居住要件

が追加されたため、事務処理手

順の整理やシステム開発等を行

うことにより、認定処理を確実

に行いました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプ

ロセス改革） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 組織・ビジネスプロセス改革 

  制度を実務にする組織として一体的

な業務を実現するため、本部・年金事務

所・事務センター等の業務分担・役割を

不断に見直すこととし、具体的に以下

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革） 

○地方分散型であった組織を全国一体型の組織とし本部・拠点の一体化を一層推進

するため、本部・年金事務所等の権限と責任を再整理し、「制度を実務に」する実

務機関として機構を再編成する改革を進めています。同時に、都道府県ごとに設

置を決定していた事務所・事務センター等お客様とのチャネルについても、全国

ベースで効率的・効果的な業務運営を行うという視点から設置のあり方を見直す

とともに、業務処理マニュアルの拡充等業務の合理化・標準化や体制・経費の効

率化に係る各種施策をビジネスプロセス改革として進めてきました。 

令和２年度に実施した主要な施策は次のとおりです。 

・組織全体で権限と責任を行使・分担する体制の確立 

 ・本部組織としての事業推進部門、特に地域部の権限整理 

・厚生年金の適用・調査・徴収分野における全国の困難性の高い事案を取扱う本

部専門組織の設置 

・業務・システム刷新やデジタル化の進展を踏まえた事務センターのビジネスモ

デルの見直し・効率化 

・中央年金センターを中心とした給付体制の再検討 

・全国ベースでの年金事務所配置の見直し（分室の設置） 

・業務処理マニュアルの更なる拡充と定着化 

・各種効率化施策等を踏まえた人員配置の適正化 

 

(1) 組織・ビジネスプロセス改革 
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の取組を進める。 

① 本部 

ア 組織の一体化をより一層推進す

るため、地域部の機能強化を図る

とともに、現場への事業推進・支援

機能がより適切に発揮できるよ

う、業務プロセスを点検し、本部が

現場を支援すべき業務の洗い出し

及び現場と本部間の役割・権限の

明確化を図る。 

 

 

 

 

 

 

イ 本部現業リスクに対処するた

め、令和元年度に実施したリスク

分析・評価の結果を踏まえ、以下の

取組を行う。 

・ 本部現業リスクを統合管理す

る部署を設置する。（Ⅲ－１．(1)

③参照。） 

・ 本部現業部門が実施する事業

のうち、リスクが大きく、多くの

お客様に影響のある事業につい

て、専門的に企画から執行まで

 

① 本部 

○本部各部長が担っている拠点に対する権限や、拠点長に委ねられた権限について、

その一部の拠点を管理する地域部長に移すことにより、地域部の機能を拡充し、本

部の事業推進・支援機能を強化しました。 

【令和２年度に地域部長に移した主な権限等】 

・国民年金の適用対策及び保険料収納対策、厚生年金保険等の適用促進、厚生年金

保険等の徴収対策に係る各年金事務所の目標設定及び各年金事務所が策定した

行動計画の承認（令和２年４月） 

・厚生年金保険料等の納付猶予特例の要件である「新型コロナウイルス感染症の影

響による事業所の収入の減少割合が 20％に満たない場合」の承認（令和２年５

月） 

・厚生年金保険等の徴収分野における困難性の高い事案に係る年金事務所から本部

専門組織への滞納処分権限の移管決定（令和２年６月） 

・年金事務所の立入検査対象事業所の選定（令和２年 10月） 

 

 

 

 

 

※取組状況については、Ⅲ－１－（１）－③に記載。 

 

 

※取組状況については、Ⅲ－１－（１）－③に記載。 

 

 

 

 

 

○地域部に権限の一部を移すこと

により、本部が現場実態を適切

に把握するとともに、本部の現

場支援機能の強化を図りまし

た。 
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一貫して実施する部署を設置す

る。（Ⅲ－１．(1)③参照。） 

   ・ 本部現業の品質管理のため、マ

ニュアルの整備や遵守状況調査

を実施する体制の確立を図る。

（Ⅲ－１．(1)③参照。） 

・ 中央年金センターを中心とし

た一貫した年金給付の執行体制

を確立するため、年金事務所、事

務センター及び中央年金センタ

ーの役割に応じた体制の整備を

進める。（Ⅰ－５．(1)ア参照。） 

ウ 厚生年金保険の徴収・適用・調査

体制の強化 

    徴収・適用・調査体制を強化する

ため、全国の困難性の高い事案を

取扱う専門組織を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取組状況については、Ⅲ－１－（１）－③に記載。 

 

 

 

※取組状況については、Ⅰ－５－（１）－①－アに記載。 

 

 

 

 

 

○厚生年金保険の適用・調査分野における全国の困難性の高い事案に対応するため、

令和２年４月に本部に専門組織（法人調査グループ及び適用促進対策専門チーム） 

を設置し、次のとおり取組を進めました。 

【法人調査グループ】（事業推進部門） 

大規模である調査対象事業所から給与情報等を電子媒体で受領し、機構内でデー

タ確認を行う等により、効率的・効果的な調査を実施しました。 

【適用促進対策専門チーム】（事業管理部門） 

年金事務所において対応が困難な事業所への加入指導を実施するとともに、効果

的な調査手法を整理し、加入指導の手順書に反映することにより、機構全体の取

組向上を図りました。 

○また、新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付猶予特例

終了後も納付が困難な事業所に対応するため、令和３年４月に特別徴収対策部（現：

特別法人対策部）の人員体制を拡充しました。 

○なお、令和３年４月に事業推進部門に特別法人対策部を設置し、これらの専門組織

を集約するとともに、適用促進対策専門チームを特別適用対策グループとすること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○厚生年金保険の徴収・適用・調

査における全国の困難性の高い

事案を取扱う 本部専門組織を

設置し、本部と現場が一体とな

って機構全体の事業実績の向上

に取り組む体制を強化しまし

た。 
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② 事務センター 

事務センターについて、以下の施

策を進め、新たなビジネスモデルの

確立を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 事務センターを厚生年金保険・

健康保険、国民年金の定型業務を

行う拠点として整備する。これに

伴い、厚生年金保険・健康保険二以

上事業所勤務、国民年金強制徴収

に係る定型業務をはじめ、一層の

定型業務の集約を行う。 

 

イ 正規雇用職員、事務センター専

任職員（無期雇用職員）及び有期雇

用職員の役割の整理とシステムに

で体制強化を図りました。 

 

② 事務センター 

○事務センターについては、厚生年金保険及び国民年金の事務処理に特化した拠点と

することとし、これまで年金事務所で処理を行っていた定型業務の集約を進めると

ともに、事務センター業務の安定的かつ継続的な事業実施体制を確立するため職種

ごとの役割整理等を行い、正規雇用職員を年金事務所等へ順次シフトしてきまし

た。 

 また、経過管理・電子決裁サブシステムの導入により、事務処理面において、届書

の画像化・データ化処理による紙媒体を移動させない処理や紙媒体によらない審査

を実現することができ、従来の地域単位の管轄区域で分掌する事務処理から全事務

センターで管轄区域に捉われない事務処理が可能となったことから、大規模事務セ

ンターにおける繁忙期等の業務分散・平準化を図るとともに、不測の事態が生じた

場合でも他拠点で事務処理が安定的に維持・継続できる環境整備を進めてきまし

た。 

 令和２年度の取組状況は以下のとおりです。 

○定型業務の事務センター集約を進めるにあたり、厚生年金保険・健康保険二以上事

業所勤務に係る業務を繁忙期となる令和２年４月から円滑に実施することを目的

に、令和２年２月に集約を行うことで、令和２年度を通じて進捗管理を徹底し、春

季・夏季繁忙期においても安定的に処理を実施しました。 

○国民年金強制徴収業務に係る定型業務の集約については、令和元年度に実施したモ

デル実施を踏まえ、集約に向けて検討を進めてきましたが、新型コロナウイルス感

染症の影響による強制徴収業務の停止に伴い、令和２年度に実施予定であった集約

を見送りました。 

○事務センタービジネスモデルの確立に向けた職種ごとの役割整理を踏まえ、正規雇

用職員は管理業務を中心に行う体制の構築を進めることとし、令和元年 10 月より

導入した事務センター専任職員（無期転換職員）について、令和３年４月までに 826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○厚生年金保険・健康保険二以上

事業所勤務に係る業務につい

て、繁忙期を見据えた集約の準

備、進捗管理の徹底により、新

型コロナウイルス感染症の影

響下においても安定的に処理

を実施しました。 

 

○ビジネスモデルの確立による効

率化により、令和２年度におい

て年金事務所等へ正規雇用職員
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よる業務の自動化・効率化を進め

ることによって、以下の施策を実

現する。 

・ 正規雇用職員が管理業務を中

心に行う体制を確立する。 

・ 事務センター専任職員の配置

を強化する。 

・ 年金事務所等への正規雇用職

員のシフトを行う。 

 

ウ 外部委託について、以下の取組

を行う。 

・ 個人情報保護の観点から、委託

業者の管理強化を図る。 

 

 

 

 

 

・ 電子申請等を推進することに

より、外部委託業務の効率化を

図る。 

 

 

  エ 大規模事務センターにおける管

理・運営体制の確立を進めるとと

もに、事務センターにおける新た

名を配置するとともに、正規雇用職員については、令和２年度に 119名、令和３年

度中に 236名の定員を年金事務所等へシフトすることとしました。 

 

【職種ごとの定員等の推移】 

職種 令和３年４月 令和２年４月 平成31年４月 

正規雇用職員 1,391 1,627 1,711 

正規雇用職員以外 2,635 2,455 2,403 

 （内事務センター専任職員） 826 795 0 

 

○全事務センターに委託業者管理専任チームの設置を行い、全ての委託物・納品物の

受渡し・検品、提出される書類の確認、指導等の管理業務全般を集約しました。 

また、委託業者管理専任チームにおける委託業者管理スキルの向上のため、委託業

者管理専任チームと管理者を対象に、テレビ会議システムを活用した研修を実施し

ました。 

○本部職員が委託業者との定例会議に参加する等、事務センターにおける委託業者管

理状況の確認を実施しました。 

○履行中検査の他、本部職員が事務センターへ訪問し、仕様書、委託要領等どおりの

適正な委託管理業務が実施されているか点検、確認を行いました。 

○電子申請の促進を図るとともに、全件手作業で行っていた電子申請に係る電子証明

書のチェックをシステム化しました。 

 

 

 

○経過管理・電子決裁サブシステムの導入により、管轄に捉われない処理が可能とな

ったことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、管轄外の事務

センターによる支援を行うことにより安定的に処理を実施し、経過管理・電子決裁

119 名、令和３年度中に 236 名

の定員をシフトすることとしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

○委託業者管理専任チームの設置

により、書類等の紛失リスクを

低減しました。 

 

 

○本部職員による委託業者の管理

状況の確認等により、委託業者

管理の強化を行いました。 

 

○電子申請に係る電子証明書のチ

ェックをシステム化することに

より、これまで全件手作業で行

っていた外部委託業務の効率化

を図りました。 

○管轄に捉われない処理が可能と

なったことを踏まえ、繁忙期に

おけるお客様サービスの平準化
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な管理モデルを見据え、管理・運営

を担う正規雇用職員の育成、事務

センター専任職員及び有期雇用職

員の研修体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 年金事務所等 

お客様ニーズを捉えた、より質の

高いサービスを提供するため、業務

環境整備等、お客様チャネルの再構

築について、以下の取組を進める。 

ア 年金事務所等の適正配置 

年金事務所、年金事務所分室に

ついて、人口動態の変化や企業活

動の広域化・高度化など経済環境

の変化を踏まえ、全国単位による

拠点の適正配置等を進める。 

サブシステムを中心とした処理体制の確立を進めました。 

 

 

 

○安定した処理を行うことを目的とした管理モデルを推進するため、事務センターの

評価指標において、職種ごとの役割に応じた審査状況を評価する仕組みを取り入れ

ました。 

○有期雇用職員に対しては業務上必要な主要業務における基礎知識の向上と実践へ

の活用を図るため、テレビ会議システムによる研修を行いました。 

また、新たに登用された事務センター専任職員に対しては、心構えや求められる役割

を理解させるとともに、業務スキルの高い指導職員を指名し、指導育成を行うことを

目的とした６か月間の育成プログラムに基づく研修（主にＯＪＴ）を行いました。 

正規雇用職員を対象とした研修は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、令和

２年度の実施を見合わせました。 

 

 

③ 年金事務所等 

 

 

 

 

ア 年金事務所等の適正配置 

○都道府県ごとに決定していた年金事務所等の配置について、全国単位でより効率

的・効果的な業務運営を行うという観点から配置を見直すこととし、以下の取組を

進めました。 

・都市部への人口集中や高齢化等に対応するため、相談ニーズが高い神奈川県相模

原市中央区に「ねんきんサテライト相模原中央（相模原年金事務所 相模原中央

を目的として、大規模事務セン

ターの処理分散の検討を進めま

した。（令和３年７月試行実施予

定） 

○管理モデルに対する意識が向上

し、処理体制の構築が進みました。 

 

○テレビ会議システムを活用した

研修の実施を通して有期雇用職

員に必要な業務スキルの向上に

努めました。 

○ＯＪＴによる習熟度別実践研修

を通して、事務センター専任職

員として必要な業務スキルの向

上に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

○都市部における人口集中や高齢

化等の人口動態の変化を踏ま

え、新たな相談窓口を開設する

ことにより、お客様の利便性向

上を図りました。 



                        

 

82 
 

 

 

 

 

イ 相談チャネルの充実 

・ 年金相談センター・オフィスの

効率的な設置や各拠点の常設ブ

ース数等の見直しを進める。 

・ 遠隔地における相談や出張相

談の充実・効率化を図る。 

ウ その他チャネル 

・ 電話チャネル（Ⅰ－７．(3)①

参照。） 

・ マルチランゲージサービス（Ⅰ

－７．(3)②参照。） 

・ 新たなインターネットサービ

スの提供（Ⅱ－４．(2)②参照。） 

 

(2) 業務の合理化・標準化 

・ 拠点の業務処理マニュアルについ

て、法律改正や現場意見等を踏まえ、

継続的に見直しを行うとともに、制

度の趣旨・目的を的確に踏まえた業

務の処理が行われるよう、制度面の

記載を充実するための業務処理マニ

ュアルの見直しに着手する。 

 

分室）」を設置しました。（令和３年３月） 

・組織の合理化・効率化を図る観点から、同一行政区域内に複数の拠点が設置され

ている地域のうち、管轄する人口の規模を踏まえ、高知県高知市に所在する年金

事務所の管轄区域を見直す準備を進めました。（令和３年６月実施） 

イ 相談チャネルの充実 

○年金相談センター（オフィス）の適正配置に向けて、年金事務所・分室や年金相談

センター（オフィス）の設置地域における人口動態やお客様の相談件数の変化等、

利用状況や地域事情等の情報の分析を行いました。 

※取組状況については、Ⅰ－７－（１）－⑤に記載。 

 

ウ その他チャネル 

※取組状況については、Ⅰ－７－（３）－①に記載。 

 

※取組状況については、Ⅰ－７－（３）－②に記載。 

 

※取組状況については、Ⅱ－４－（２）－②に記載。 

 

 

(2) 業務の合理化・標準化 

○業務処理マニュアルについては、法律改正や業務手順の見直しによる改正を適時・

適切に実施し、周知徹底を図りました。また、制度の趣旨・目的に沿って的確に業

務が行われるよう、制度面の記載を充実した資料として制度説明（資料）を作成し、

業務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）に掲載しました。 

 

 

 

○業務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）の利用者数は、令和２年３月の約 17,000人

 

 

 

 

 

○年金相談センター（オフィス）

の適正配置に向けて、各種情報

の分析を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務処理マニュアルについて、

法律改正や業務手順の見直しに

よる改正を適時・適切に実施し

ました。また、制度説明（資料）

を作成し、制度の趣旨・目的を

確認できる環境を構築しまし

た。 

○業務処理要領確認システム（Ｍ
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・ ＢＰＭＮ（※）手法を活用し作成し

た業務プロセス図について、組織内

共有を図るため、業務処理マニュア

ルへの取り込みを行う。 

※BPMN【Business Process Model and 

Notation】：業務フローを可視化し

て分析等を行う手法 

・ 新たに施行される本部現業マニュ

アルを業務処理要領確認システム

（ＭＡＣＳ）に掲載し、周知徹底を図

る。 

 

 ・ 業務支援ツールについて、管理と運

用の適正化を図る。  

 

 

 

 

(3) 業務の効率化 

機構のサービスや業務運営に関する

お客様からの意見・要望や、年金事務所

等からのサービス及び業務運営改善の

ための提案等について、その効果や実

現性などを検証のうえ、引き続き積極

から令和３年３月には約 20,000 人と増加しました。また、総アクセス件数も令和

２年３月の約 150万件から令和３年３月には約 187万件と増加しており、組織内で

の定着をより一層進めることができました。 

○業務・システム刷新で作成したＢＰＭＮ手法を活用した業務プロセス図について、

組織内共有を図るため、業務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）に掲載し、業務マ

ニュアルの改正に合わせ管理する仕組みを構築しました。 

 

 

 

 

※取組状況については、Ⅲ－１－（１）－③－ウに記載。 

 

 

 

 

○業務支援ツールについては、業務支援ツール等運用要領に基づく拠点長による月次

点検結果の報告を徹底させるため、事務連絡及びテレビ会議システムによる解説に

より月次点検方法の再周知を行うとともに、年金事務所（理解度チェックの正答率

が低い７拠点）においてルールに基づいた運用状況の点検を実施し、適切な管理方

法とするよう指導を進めました。 

 

(3）業務の効率化 

○「お客様の声」の対応については、Ⅰ－８－（３）に記載。 

○職員提案制度実施要領（要領第 24号）に基づき、職員から提出された 32件の業務

改善要望・提案については、「サービス・業務改善委員会」において組織的共有及び

審議が行われ、厚生年金保険の被保険者資格取得届等の事務処理に係るシステムチ

ェックの追加や年金委員に係る推薦書等の記入例の作成など、21件が採用となりま

ＡＣＳ）の利用者数等は増加し

ており、組織内での定着をより

一層進めることができました。 

○業務プロセス図をＭＡＣＳに掲

載し、組織内で共有できる環境

を構築しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務支援ツールの運用ルールの

徹底を図り、管理運用の適正化

を進めました。 

 

 

 

 

 

○お客様の声や職員から提出され

た業務改善要望・提案が、機構

のサービス及び業務の改善に繋

がりました。 
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的に取り入れ、業務改善に取り組むと

ともに、サービス・業務改善委員会にお

いて組織的共有とフォローアップを図

る。 

また、年金事務所等から、お客様への

サービス向上や業務改善に関する独自

の取組について実践例を募り、機構内

で評価・表彰を行う「サービス・業務改

善コンテスト」を開催し、年金事務所等

における自主性ある取組等を促進す

る。 

 

(4) 適正な運営経費による効率的効果的

な業務運営 

① 人員体制及び人件費 

・ 必要な人員を過不足なく配置す

ることにより、適正な業務運営を

行う。 

 

・ 機構の人員体制について、「日本

年金機構の当面の業務運営に関す

る基本計画」（平成 20年７月 29 日

閣議決定。以下「基本計画」とい

う。）に基づき、合理化・効率化を

進める。その際、併せて、年金制度

改正等の施行事務や年金保険料の

徴収体制強化等のための特別対策

した。  

○また、「サービス・業務改善コンテスト」を開催し、サービス改善部門３件、業務改

善部門３件について表彰を行い、取組内容を年金事務所等と共有しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 適正な運営経費による効率的効果的な業務運営 

 

① 人員体制及び人件費 

○適正な業務運営を行うため、全国規模による人事異動を実施し必要な人員を配置し

ました。 

 

 

○基本計画に基づき、電子申請届書事務の効率化や経過・管理システムの活用に伴う

業務効率化等により、210 人の合理化・効率化を進めました。併せて、制度改正へ

の対応として、短時間労働者の適用拡大や接触困難事業所への調査権限強化、新型

コロナウイルス感染症の影響への対応として、厚生年金保険料の納付猶予特例や国

民年金保険料の臨時特例免除など基本計画策定時には想定されていなかった新た

な業務に対応するための実施体制を確保しました。 

 

 

 

○また、サービス・業務改善コン

テストを開催することで、年金

事務所等における自主性ある取

組がより促進されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国拠点網維持のため全国規模

による人事異動を行い必要な人

員を配置することで、適正な業

務運営に努めました。 

○基本計画に基づき、合理化・効

率化を進めました。また、基本

計画策定時には想定されていな

かった新たな業務に対応するた

め、円滑な業務遂行のための実

施体制を確保しました。 
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などのうち、基本計画策定時には

想定されていなかった新たな業務

に対応するため、不断の合理化・効

率化を図りつつ、円滑な業務遂行

のための実施体制を確保する。 

・ 無期転換職員やエルダー職員の

拡大・活用を図る。 

 

・ 本部及び拠点における業務量調

査手法を確立し、業務量調査を実

施する。 

・ 人件費について、国家公務員の給

与水準の動向や社会一般の情勢も

踏まえ、効率化を進める。 

 

② 一般管理費及び業務経費 

一般管理費及び業務経費につい

て、執行状況を分析し、コストの可視

化を進めるとともに、コスト意識の

徹底に努め、一層効率的な予算執行

を進める。 

 

 

 

 

 

○有期雇用職員からの無期転換を引き続き推進し、無期転換職員を令和３年４月現在

で 3,485 人から 3,826 人に拡大しました。また、エルダー職員についても令和３年

４月現在で 982人から 1,136人に拡大しました。 

○適用、給付届書件数等を踏まえた業務量を把握するための調査手法を確立し、令和

３年度の人員配置に活用することとしました。 

 

○令和２年人事院勧告により、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一

部改正が行われたことに伴い、賞与支給月数の見直しを行いました。 

 

 

② 一般管理及び業務経費 

【中期目標期間における削減目標】 

○削減目標の実現に向けて執行の効率化を進めた結果、一般管理費（人件費、特別障

害給付金等に係る義務的経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）において

は、令和２年度は、平成 30年度比で 6.9％に相当する額（6.5億円）の削減を行い、

また、業務経費（支援給付金支給事業事務費、年金受給者に送付する源泉徴収票送

付等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）においては、

令和２年度は、平成 30 年度比で 2.2％に相当する額（20.4 億円）の削減を行いま

した。 

 平成 30年度予算 令和２年度予算 削減額 

・一般管理費 93.7 億円  87.2億円  6.5億円  

〔 令和５年度までに 15％削減 〕  （▲6.9％）  

 

 

 

 

 

○無期転換職員やエルダー職員を

拡大配置しました。 

 

○業務量調査手法確立に取り組み

ました。 

 

○令和２年人事院勧告に基づき、

賞与支給月数の見直しを行いま

した。 

 

 

 

○中期目標期間における削減目標

の実現に向けて、一般管理費及

び業務経費それぞれ削減しまし

た。 
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 平成 30年度予算 令和２年度予算 削減額 

・業務経費 941.5 億円  921.1億円  20.4億円  

〔 令和５年度までに 5％削減 〕  （▲2.2％）  

（※）（ ）は平成 30年度比の削減割合 

 

【削減目標の実現に向けた取組】（効率的な予算執行） 

○効率的な予算執行を進めるため、複数年契約の実施、事務処理機器等の本部での一

括調達、借上げ施設の借料の引下げや入札によるコストの削減といった取組を行い

ました。 

○職員にコスト意識を持たせる取組として、年金事務所ごとの水道光熱費等の使用

量、使用料金及びコピー機の月別使用枚数、支払額を閲覧できるコスト可視化の取

組を実施するとともに、会議等の場においても、コスト意識の必要性について周知

を図りました。 

○一般管理費（人件費を除く。）の執行額は、予算額（110.7 億円）に対して 15.5 億

円を削減しました。そのうち、複数年契約の実施等による効率的な予算執行を行っ

たことによるものは 2.1億円でした。 

○業務経費の執行額は、予算額（2,157.2億円）に対して 191.3 億円を削減しました。

そのうち複数年契約の実施、事務処理機器等の本部での一括調達、借上げ施設の契

約更新時の借料の引下げ等による効率的な予算執行を行ったことによるものは

85.4億円でした。           
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

２．外部委託の活用と管理の適正化 

外部委託における業務の適正な管理

と品質の維持・向上を図るため、委託業

者の適切な選定及び管理に向け以下の

取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．外部委託の活用と管理の適正化 

○外部委託に係る平成 30年６月の業務改善命令の内容を踏まえ、年金個人情報を取

り扱う業務委託について、業務の適正な管理と品質の維持・向上を図るため、引き

続き以下の取組等を実施しました。 

・全省庁統一資格の本来等級の適用の原則化 

・業務の性質に応じて、機構が用意した場所で情報セキュリティリスクや受託事業

者が仕様書と異なる業務方法等を行うリスクを機構がコントロールできる形で

行うインハウス型委託の推進 

・委託業者の履行能力の見極めが必要な場合の総合評価落札方式の適用の原則化 

・情報提供依頼（ＲＦＩ）の的確な実施 

 

【令和２年度の実績】 

 ・本来等級以上の適用については、261件全件に適用 

 ・インハウス型委託については、扶養親族等申告書等の届書の処理、事務センター

等のデータ入力業務、年金相談（コールセンター業務）、年金返納金債権の債務

者調査に係る照会文書作成業務等、引き続き、当初計画していた全ての業務で実

施 

 ・総合評価落札方式の適用については、調達委員会において、業務品質を確保する

ため業者の履行能力を見極める必要があると判断された 50契約全て（扶養親族

等申告書等受付入力等業務、事務センター入力共同処理委託業務、国民年金保険

料収納事業、中央年金センター年金給付業務等）で実施 

 ・情報提供依頼（ＲＦＩ）については、対象となる全ての案件（企画段階で 62案

件、調達段階で 247案件）で実施 

○また、委託内容の複雑さや重要度に応じてプロジェクトチームを設置し、組織横断

的に事業を進めるとともに、令和２年４月１日の組織改編により、本部現業リスク

を統合管理する本部事業管理部、新規案件等で多くのお客様に影響があるなど重要

な事業について企画から執行まで一貫して実施する特定事業部を設置し、扶養親族

等申告書に関する業務や社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の発行等、外部

委託事業の適正な管理に取り組みました。 

 

○外部委託の活用と管理の適正化

のため、業務委託の内容に応じ

て、本来等級の適用、インハウス

型委託、総合評価落札方式の適

用、情報提供依頼（ＲＦＩ）等の

各取組をそれぞれ対象となる全

ての案件について実施するとと

もに、委託業務の品質の確保・向

上に組織的に取り組みました。 
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(1) 外部委託の活用  

○外部委託を活用し、業務の効率化を引

き続き進めるとともに、外部委託の内

容に応じて、現行の機構内業務につい

て、外部委託の可能性の検証を引き続

き行う。 

 

 

(2) 年金個人情報を取り扱う外部委託の

適正な管理 

○外部委託業務において、年金個人情報

の一層の管理の徹底を図るため、外部

委託業務において改善を求めた不適

事項を検証し、規程・要領改正等の必

要な見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○定期的に事業担当部署の調達担当者

向けの研修を実施し、調達・外部委託

管理ルールの周知・徹底を図る。 

○履行開始前検査における履行体制及

び履行方法等の検査、履行中における

 

(1) 外部委託の活用  

○届書の処理、データ入力、通知書作成業務等について、引き続き外部委託を活用し、

業務の効率化を進めました。 

○機構内業務における外部委託の可能性を検証し、年金事務所、事務センターから発

送する郵便物の集荷業務の外部委託を推進することによる拠点業務の効率化など、

外部委託の内容に応じて、その有効活用を図りました。 

 

 

(2) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理 

 

○年金個人情報を取り扱う外部委託の更なる適正管理を図るため、事業担当部署が実

施した各種検査結果を横断的に検証し、「日本年金機構個人情報を取り扱う外部委

託実施要領」を令和２年４月１日及び令和３年３月１日に改正して各種検査調書等

の必要な見直しを行いました。 

（令和２年４月１日の主な見直し内容） 

・履行後の電子データの完全消去が真に復元不能な消去方法であるか確認すべき

証跡を明確化 

・委託業務で使用する電子計算機は、年金個人情報を扱わないものであっても、

盗難・紛失防止対策の確認徹底を明確化 

・ＯＳ以外のソフトウェアについても、セキュリティパッチ更新状況の確認徹底を

明確化等 

（令和３年３月１日の主な見直し内容） 

 ・情報セキュリティインシデント対処手順書の改正等に伴う変更 

・外部委託業務における主体認証に係るパスワード要件の詳細化 等 

○定期的に複数回の研修を実施し、調達・外部委託管理ルールの周知・徹底を図りま

した。なお、令和２年度の研修は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観

点から従来の集合研修を改め通信研修方式で実施しました。 

○外部委託先事業者の履行体制、履行方法、個人情報等保護及び情報セキュリティ体

制の遵守状況及び履行状況が適切であるかを確認するために、履行開始前検査、履

 

 

○前年度から引き続き、外部委託

による業務の効率化が認められ

る業務について、外部委託を実

施しました。 

また、外部委託をしている業務

内容の見直しを実施しました。 

 

 

 

○外部委託の適正な管理を行う観

点から、各種検査調書の見直し

を行い、加えて定期的に事業担

当部署への研修を実施し、調達

ルールの周知・徹底を図りまし

た。 

 また、履行開始前検査や履行中

検査等の各種検査を適切に実施

し、委託業務の適正な管理の改

善・強化を図りました。 
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業務管理・検品・検査、履行後検査等

を適切に実施し、組織的な管理を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 優良な受託事業者の確保 

○業界動向の把握に向けて各業界団体

への訪問や新規業者へのアンケート

行中検査、納品時検査を実施しています。 

 また、外部委託の履行終了後は、個人情報等の返却状況及び完全消去又は廃棄状況

を確認するために履行後検査を実施しています。 

 検査の状況については、リスク管理委員会に報告しました。なお、履行開始前・履

行中検査において確認した不適事項については、即時に指示を行い、全件改善され

ています。 

 

 【各種検査実施状況】 

 令和２年度 参考（令和元年度） 

実施件数 不適事項件数

（※） 

実施件数 不適事項件数

（※） 

履 行 開 始 前 検 査 286 1 289 8 

履 行 中 検 査 330 28 373 22 

納 品 時 検 査 2,653 0 3,225 0 

履 行 後 検 査 257 0 333 2 

（※）検査項目で不適事項があった件数 

 

○新型コロナウイルス感染症対策として、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の

基本方針」、「緊急事態宣言」等を踏まえ、令和２年３月２日から５月 31日の間及

び令和３年１月 13日から３月 21日の間は、各種検査等の対面での対応に関し、履

行開始前検査及び履行期間が短期間である案件の履行中検査について、立入検査に

代えて書面検査が可能な場合は、十分な証跡を徴取した上で、期限内に書面検査を

実施しました。 

また、履行中検査は、履行開始後原則１か月以内に実施することとしていますが、 

履行期間が長期である案件の履行中検査については、検査実施の延長（最大３か 

月）を行い、緊急事態宣言解除後に立入検査を実施しました。 
 

(3) 優良な受託事業者の確保 

○業界動向の把握及び優良な受託事業者を発掘するため、事業者へアンケート送付に

よる調査を延べ 650社に実施し、機器保有状況、情報セキュリティ対策、その他技

術革新の状況等の情報収集に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業者からの意見を参考に調達

単位の見直し、ＲＦＩ協力企業

の拡充のためのＤＭ送付等を実
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送付等による調査を実施し、より的確

な情報・提案を収集すると同時に、優

良な受託業者の発掘に繋げていく。 

○情報提供依頼（ＲＦＩ）協力企業の拡

充を図るために情報提供を求めるダ

イレクトメールを送付する等の取組

を継続する。また、ＲＦＩ等において

収集し、データベース化した情報を組

織横断的に有効活用していく。 

 

 

○優良な事業者が受託しやすい環境の

整備を図るために、ＳＬＡ（サービス

品質に関する合意）達成による契約更

新の推進や、業務ノウハウの蓄積を図

ることができるように、包括的な委託

や複数年契約を活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 調達に精通した人材の確保・育成 

○調達分野については、高い専門性が求

められることから、制度と実務に精通

した職員を育成するために、外部機関

の研修や部内研修等を通じて人材の

確保・育成を図る。 

 

 

 

○ＲＦＩ協力企業の拡充を図るため、新規事業者へ情報提供を求めるダイレクトメー

ルを延べ 603社に送付し、93社をＲＦＩ協力企業として追加しました。 

また、これまで実施したＲＦＩ結果（2,095件）及び各業界団体から収集した情報・

提案や企業概要情報（458社）については、企業の基本情報（資本金・従業員数など）

やＲＦＩへの回答状況などをデータベース化した上で事業担当部署へ提供していま

す。事業担当部署においては、各外部委託業務の企画段階での調達単位（委託規模）

や調達スケジュール等による受注可否の比較検討、調達段階では、類似案件との比

較による費用積算の検証や仕様書案の精緻化など、組織的な有効活用を進めました。 

○ＳＬＡの推進については、優良な事業者が受託しやすい環境の整備を図るため、事務

センター入力共同処理委託業務（15契約）の契約において、ＳＬＡ達成による契約更

新制度を明示して調達しました。 

また、業務ノウハウの蓄積を図ることができるように、包括的な委託や複数年契約の

活用を推進し、新たに現況届の仕分け業務を機構本部の文書等の受付・発送等の業務

に包括して委託するとともに、事務センター入力共同処理委託業務、国民年金保険料

収納事業、国民年金保険料納付書の作成業務など 54 契約を複数年契約として契約し

ました。 

また、受託事業者側の受注リスクを軽減し、入札における不調・不落のリスクを回避す

るため、受託事業者の履行準備期間を十分に確保するなどの取組を進めました。 

以上の取組によって、調達・外部委託ルール改正以降に新規に契約を締結した受託事

業者数は 42社となりました。 

 

(4) 調達に精通した人材の確保・育成 

○調達分野を専門とする人材の育成を図るため、定期的な内部研修やＯＪＴを通じて

実務の習熟度を高めていくとともに、調達及び外部委託に関する環境の変化や最新

の動向を幅広く習得するため、令和２年度は、延べ 29名の職員が計 18回の外部機

関の研修を受講するなど、計画的に人材育成を図りました。 

 

施し、優良な受託事業者の確保

に努め、新たに 93社をＲＦＩ協

力企業として追加しました。 

また、受託事業者の業務ノウハ

ウの蓄積による品質の確保・向

上及び、業務の効率化の観点か

らも複数年契約や包括的委託を

活用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実務の習熟度を高めるため、定

期的な内部研修やＯＪＴを実施

しました。 

また、専門的外部研修を受講し、

計画的に人材育成を図りました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

３．社会保険オンラインシステムの運用・

改善・開発 

社会保険オンラインシステムにおけ

るＩＴガバナンス体制を確立し、社会保

険オンラインシステムの計画的な見直

し及び現行システムの適切かつ確実な

運用、制度改正や業務改善に対応した開

発のため、年金業務システムのフェーズ

１、フェーズ２及び現行システムについ

て、以下の取組を行う。 

 

(1) フェーズ１への対応 

① フェーズ１では、現行の記録管理シ

ステム及び基礎年金番号管理システ

ムにおける事務処理の効率化、ペーパ

レス化、個人番号による情報連携を実

現するため、社会情勢の変化等を踏ま

えながら、経過管理・電子決裁サブシ

ステムへの効率化効果の高い対象届

書の追加や早期に実現可能な機能の

拡充について、段階的・優先的に取り

組むとの考え方の下、事業部門とシス

テム部門が連携して次の事項に取り

組む。 

・ 更なる経過管理・電子決裁サブシ

ステムの対象届書の追加の検討と

３．社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発 

 

○社会保険オンラインシステムにおけるＩＴガバナンス体制を確立し、社会保険オン

ラインシステムの計画的な見直し及び現行システムの適切かつ確実な運用、制度

改正や業務改善に対応した開発のため、年金業務システムのフェーズ１、フェーズ

２及び現行システムについて、以下の取組を実施しました。 

 

 

 

 

 

(1) フェーズ１への対応 

○経過管理・電子決裁サブシステムは、画像化により紙を移動させない事務処理及び

届書の受付拠点と処理拠点の分離を可能とする仕組みを実現し、またデータ化に

よりシステムチェックを活用した審査工程の短縮を実現するという所期の効果を

着実に実現してきています。 

令和２年度においては、更なる効果の拡大及び事務処理の効率化に向けた検討を

行い、次の事項について調達手続やその準備を進めました。 

ア デジタル・ガバメント実行計画などに基づき政府が進めている施策に関連す

る届書及び審査の効率化につながる年間届出件数が 10万件以上の届書等、合わ

せて 11届書を電子審査決裁対象に追加（令和４年 10月稼働予定）、加えて個人

番号登録届等２届（令和５年 10月以降目途）を電子審査決裁対象に追加予定 

イ システムチェック後の決裁の在り方について検討を進め、算定基礎届・賞与支

払届について、令和５年 10月以降目途に審査・決裁における自動化の実施 

ウ 適用・徴収の電子審査決裁対象外の全ての届書・申請書等を画像化し、進捗管

理及び決裁、補正履歴の一元管理の実現（令和５年 10月以降目途） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和４年 10月には、11届書（年

間約 320 万件）を新たに電子審

査決裁対象に追加することで、

機構が処理する全届書件数の約

98％が電子審査決裁の対象（合

計 71届書（電子媒体、電子申請

届書を含む））となる見込みで

す。 

なお、11届書のうち新規適用届

等の健康保険・厚生年金保険適

用事業所関係届書については、

電子的な登記簿情報の活用に向

けた検討に着手し、将来更なる

事務処理の効率化を実現する見
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ともに、既存の受付進捗管理システ

ムの閉塞（令和５年末予定）に向け

て、届書の受付進捗管理に係る一元

化の検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 個人番号による他機関との情報

連携について、連携事務等の拡大に

向けて適切な準備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 事務処理の効率化につながる返戻業務における電子決裁の実施（令和４年 10

月稼働予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○個人番号管理サブシステムは、マイナンバーの収録によって正確な記録管理を実現

するとともに、マイナンバーをキーとして、Ｊ－ＬＩＳ、市区町村等との情報連携

を実現しています。 

令和２年度においては、国民年金保険料の免除申請勧奨事務への情報連携の利用

を令和２年６月より開始しました。 

また、老齢年金受給者の支援給付金審査に係る世帯員全員の所得情報について、マ

イナンバーを活用したシステムでの一括照会を可能とする開発を行い、令和２年

６月より稼働を開始しました。 

 

 

○この他、令和３年３月から医療機関と国民健康保険中央会・社会保険診療報酬支払

基金間で実施されるオンライン資格確認への対応として、事業主からの届出によ

り新規に認定した被扶養者のマイナンバーを日次で全国健康保険協会に提供でき

るようシステム開発を行い、令和３年２月より稼働を開始しました。 

込みです。 

返戻業務における電子決裁の実

施では、年間約 70万件の返戻に

ついて、返戻票作成業務、決裁業

務、再提出勧奨業務を自動化す

ることで、事務処理の大幅な効

率化を実現する予定です。 

また、適用・徴収の全届書・申請

書等の進捗管理及び決裁、補正

履歴について、経過管理・電子決

裁サブシステムにおける一元管

理の実現に向けた検討を行いま

した。 

○国民年金保険料の免除申請勧奨

事務に係る情報照会における電

子媒体の運用を廃止し、情報セ

キュリティの強化及び職員の負

荷軽減に寄与しました。 

また、マイナンバーを活用した

年金生活者支援給付金審査に係

る所得情報の一括照会を可能と

することにより、職員の負荷を

軽減しました。 

○マイナンバーカードの電子証明

書を利用したオンライン資格確

認の実施にあわせ、機構から全国

健康保険協会へ電子媒体により
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② 被扶養者認定における国内居住要

件や電子資格確認（オンライン資格確

認）等の制度改正を踏まえ、今後の刷

新形式のデータベースにおける個人

番号等の管理の在り方について検討

を行う。 

 

 

(2) フェーズ２への対応 

業務・システム刷新プロジェクト憲章

（令和元年 12 月改定）に定めるロード

また、被扶養者認定事務における本人確認作業を効率化するために、住民基本台帳

情報照会及び照会結果の確認作業を自動化し、令和３年３月より稼働を開始しま

した。 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置に係る国民年金保険料免除申請

書、学生納付特例申請書及び健康保険・厚生年金保険料月額変更届について、特例

措置に対応するよう緊急のシステム対応を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○刷新形式のデータベースにおけるマイナンバー等の管理の在り方を検討し、マイナ

ンバーのみを保有する被扶養者等については、経過管理・電子決裁サブシステムの

届書の情報として保有することとしました。 

 

 

 

 

 

(2) フェーズ２への対応 

○基盤機能に関する基本設計の修正、業務機能に関する基本設計の修正、開発準備工

程の実施及び本格開発に向けた情報提供依頼（ＲＦＩ）などの調達手続の準備を進

月次で提供していたマイナンバ

ーについて回線による日次での

提供を実現し、併せて情報セキュ

リティの強化を図りました。 

○当初想定していなかった特例措

置の実施及び特例期間の延長に

対し速やかに経過管理・電子決

裁サブシステムによる電子審査

決裁を可能としたことにより、

約38万人分の国民年金保険料免

除申請書及び学生納付特例申請

書、約 43万人分の健康保険・厚

生年金保険料月額変更届につい

て、確実かつ迅速な事務処理を

行えるようにしました。 

 

○マイナンバーのみを保有する被

扶養者等のデータ管理の在り方

について、経過管理・電子決裁サ

ブシステムの届書の情報として

保有することとして整理し、今

後の刷新形式におけるデータベ

ース案に引き継ぎました。 

 

 

○基盤機能に係る基本設計修正工

程を着実に完了しました。 
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マップに沿って次の事項を実施する。 

・ ＢＰＭＮの手法を活用した業務プ

ロセス点検の結果や累次の制度改正

を基本設計に反映するため、業務要件

等の定義を確定させ、業務機能、基盤

機能、データベース等に係る基本設計

修正工程を着実に進める。 

 

 

 

 

 

 

・ 開発準備工程について、フェーズ２

の本格開発に向けた試行的な環境を

構築し、開発方法・プロジェクト管理

方法や性能・アーキテクチャの妥当性

の検証等を令和２年９月まで実施す

る。 

・ 開発準備工程の検証結果等を踏ま

えて、フェーズ２の本格開発の方法、

工期等を改めて検討し、本格開発の実

施に向けた情報提供依頼（ＲＦＩ）な

どの調達手続の準備を進める。 

 

 

(3) 社会保険オンラインシステムの開発・

めました。 

○基本設計修正工程については、次のように段階的に実施しています。 

ア 基盤機能に係る基本設計修正については、業務要件の見直しに伴う修正（印字

や検索機能の改善等）や端末設備の再構築に伴う変更等を反映するための工程を

実施し完了しました。（令和２年４月～令和３年３月） 

イ 業務機能に係る基本設計修正については、これまでの制度改正及び業務改善に

よるデータ項目の追加等を反映するための工程を一部先行的に実施（令和２年２

月～９月）しました。また、ＢＰＭＮの手法を活用して完了した業務プロセス点

検の結果等を反映するため、後続する基本設計修正工程の検討・実施準備を進め

ました。具体的には、工程の効率的な実施を目指して、設計情報を一元的に管理

するツールの活用に向けて業務フローを再整理するとともに、ツールを前提とし

た設計書体系に見直すなどの準備を進めました。 

 

○開発準備工程については、マルチベンダ体制による一部機能の試行的な開発等を行

い、業務と基盤の境界やサブシステム分割の妥当性、複数事業者による効率的なプ

ロジェクト管理の方法、性能要件（処理時間）の充足性等を検証する工程を実施し

完了しました。（令和元年 10月～令和２年９月） 

※ 開発準備工程ではデータ移行や現新一致の対応は期間的な制約等から検証の対象外でした。 

 

○開発準備工程による検証を行うことと併せて、フェーズ２における開発方法、サブ

システム構成、データベース設計、データ移行方針、現新一致検証等について、事

業者への情報提供依頼書の検討や事業者が要件定義等を分析するために必要な附

属資料案の作成など準備を行いました。更に、本格開発の方法、工期等を含む対応

方針を年金局とともに検討しています。 

 

 

(3) 社会保険オンラインシステムの開発・運用 

 また、業務機能に係る基本設計

修正については、業務プロセス

点検に係る取組を踏まえ、デー

タ項目等に応じて先行的に実施

した基本設計修正工程を完了す

るとともに、後続する基本設計

修正工程の効率的な実施に向け

て業務フローの再整理や設計書

体系の見直しなどを進めまし

た。 

 

 

 

○開発準備工程について、機構と

複数事業者が連携して工程を進

め、計画した事項の検証を行い

ました。 

 

 

○開発準備工程の検証や同工程の

対象外の事項の検討を行うとと

もに、令和３年４月から情報提

供依頼（ＲＦＩ）に取り組めるよ

う資料を作成するなど、本格開

発に向けた準備を進めました。 
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運用 

引き続き、刷新部門及び事業部門と

の協働体制を維持し、業務の円滑な推

進のため、制度改正や業務改善に対応

したシステム開発、現行システムの適

切かつ確実な運用について、以下の取

組を行う。 

①  制度改正の対応 

各種制度改正について円滑な業

務推進を図るため、必要となるシス

テム開発・運用について、適切かつ

確実に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務改善等の取組 

・ 現行システムを補完するために

使用している業務支援ツールにつ

いては、現行システムにおいて、ツ

ールの集約等を進め、事務処理の効

率化を図るとともに、情報セキュリ

ティ対策の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

① 制度改正の対応 

○制度改正に伴うシステム開発を以下のとおり実施しました。 

主な開発概要 稼働時期 

脱退一時金の支給上限数引き上げ、寡婦年金制度における支給

除外要件の見直しに対応するためのシステム開発 
令和３年４月 

年金生活者支援給付金の所得情報の切替月見直し、所得・世帯情

報の取得対象者の拡大に対応するためのシステム要件の検討及

びシステム開発 

令和３年４月 

国民年金保険料の免除に関し、ひとり親の全額免除基準への追

加に対応するためのシステム開発 
令和３年６月 

○上記のほか、制度改正への対応で８件のシステム開発を進めました。（うち稼働済

み５件） 

 

② 業務改善等の取組 

○厚生年金保険徴収業務に使用している複数の業務支援ツールのうち、滞納整理・収

納対策で使用する９つの業務支援ツール（対策系ツール）を１つのツールに集約し

令和３年３月末にリリースしました。 

これにより、ツールごとに実施していた事業所情報や滞納情報のデータ取込が、１

回の取込となり効率化を図りました。（Ⅰ－４－（５）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○制度改正への対応に当たって

は、適切かつ確実に取り組み、実

現すべき機能の開発を予定通り

進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務支援ツールについては、現

場の実情を踏まえつつ、ツール

の見直し及び集約を行い、年金

事務所の業務の効率化を図りま

した。 
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・ 業務の正確かつ効率的な処理を

図るための業務改善に資するシス

テム開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ システム開発・運用への取組 

システム開発・運用に当たって

は、ＢＰＭＮの手法を活用した要件

定義や運用手順などの点検を徹底

しつつ、必要に応じて見直しを行

い、システム開発に取り組むととも

にシステム事故及びシステム障害

の極小化に取り組む。また、情報セ

キュリティ対策を含め、最新技術の

動向を踏まえて、適切かつ確実に取

り組む。 

 

 

○業務改善に伴うシステム開発を以下のとおり実施しました。 

主な開発概要 稼働時期 

社会保障協定の発効を契機に厚生年金保険の被保険者資格を

喪失した者について、不要な加入勧奨や職権適用等の事務処

理誤り防止を図るため、国民年金の加入勧奨を抑止する機能

を開発 

令和２年１２月 

年金額改定通知書等について、お客様サービス向上の観点か

ら、通知を受け取った年金受給者が年金支払額や特別徴収額

の増減の確認が容易に行えるよう、変更前の金額を参考情報

として記載するためのシステムを開発 

令和３年３月 

 

○上記のほか、業務改善の対応で 26件のシステム開発を進めました。（うち稼働済み

11件） 

 

③ システム開発・運用への取組 

○システム開発に当たっては、ＢＰＭＮの手法を活用した要件定義書やフロー図など

で、業務全体を俯瞰し、対象業務に関わるプロセスの関係性を可視化することによ

り、システム部門と事業部門とで開発要件等の誤認を防ぎ、適切かつ確実に開発を

進めました。 

○システム事故及びシステム障害の極小化の取組として、引き続き、関係部署への速

やかな情報共有を行うとともに、障害発生時の初動対応を迅速かつ正確に実施し

ました。 

○年金給付システムへの入力回付データは、事業部門との共有ファイルにより授受を

行い、システム運用部職員が手作業にて年金給付システムにファイル転送を行っ

ていましたが、ファイル転送作業の効率化及び品質向上を目的として、事業部門か

らの入力回付データを直接、年金給付システムに転送する機能を導入しました。 

 

○業務改善等の取組に当たって

は、業務の正確かつ効率的な処

理を図るためのシステム開発に

取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現行システムの開発・運用を着

実に実施するとともに、システ

ム事故及びシステム障害の極小

化のために障害発生時の早期復

旧の対応を行いました。 

 

 

◯入力回付データの転送作業を自

動化することによって、業務効

率化が図られるとともに、ヒュ

ーマンエラーの防止につながる

など、システム障害等の極小化
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(4) 年金給付システムの最適化への取組 

 年金給付業務・システムについて、

現行業務の正確性・効率化等を前提と

した業務改善策の実施に向け、次の事

項に取り組む。 

・ 第 1ステップの端末機器等の更改

が完了しており、業務フローの見直

し及びシステム改修（第２ステッ

プ）に向けた検討を進める。 

・ 現行システムにおける処理方式

の現状を把握し、年金給付業務・シ

ステムの効率化の観点から見直し

の検討を進める。 

 

 

 

 

○ねんきんネットのセキュリティ対策を強化するため、ＳＩＥＭ（※）によるログ監

視環境の再設計や再構築、機器導入等の調達を実施し、令和３年１月より 24時間

365日ログ監視できる体制を整備しました。（Ⅲ－２－(１)参照） 

 （※）ＳＩＥＭ（Security Information and Event Management）とは、サーバや

ネットワーク機器、セキュリティ関連機器、各種アプリケーションから集め

られたログ情報を統合管理し、各種ログの相関分析を行うことで、危険と思

われる予兆を含めた脅威を検知する仕組み。 

 

(4) 年金給付システムの最適化への取組 

○現行の年金給付業務の更なる正確性の向上・効率化等の実現に向けた業務改善の実

施のための現行システムの改修の検討を進めるとともに、以下の取組を実施しま

した。 

 

・現行システムの処理方式の現状を把握するためのシステムの可視化を進め、課題

の調査・分析に向けた準備を進めました。 

 

 

・現行システムの移行性やメンテナンス性の更なる向上、運用業務の更なる効率化

の観点から、システム処理の稼働状況（未稼働の処理及びインプット・アウトプ

ットファイルの件数がゼロ件の処理）の調査・分析を実施しました。 

の対応を行いました。 

◯ねんきんネットのＳＩＥＭによ

るログ監視を 24時間 365日体制

とし、情報セキュリティの向上

を図りました。また、今後のオン

ラインビジネスへの応用が期待

できる基盤が構築されたものと

考えます。 

 

 

○年金給付業務・システムの最適

化に向けた準備段階として、現

行システムの可視化及び課題の

分析に向けた準備を進めるとと

もに、システム運用の効率化等

のためのシステムの稼働状況の

調査・分析を行い、改善の方向性

の検討を着実に進めました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

４．ＩＣＴ化の推進 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、国

民の手続負担の軽減、利便性の向上、正

確・迅速かつ効率的な事務処理を実現す

るため、以下の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 電子申請の推進 

厚生年金保険の適用事業所における

電子申請による届出を推進し、事業主の

行政手続の負担を軽減させるため、以下

の事項に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

① 事業所に対する取組 

４．ＩＣＴ化の推進 

○「オンラインビジネスモデル」の推進 

令和２年度は国民の手続負担の軽減、利便性の向上、正確・迅速かつ効率的な事務

処理の実現を推進するため、電子申請における利用勧奨や環境整備等の取組を実施

するとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）やインターネット、マイナンバーを活用し

たお客様サービスの拡充、業務改善・効率化を着実に進めました。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、基本的な申請・届出手

続や制度説明会の受講などがオンライン環境で可能となるようなビジネスモデル

（オンラインビジネスモデル）の推進を新たな重点取組テーマと位置づけ、「お客

様サービスのオンライン化」、「デジタルワークフローの確立」及び「チャネルミク

ス」を柱とした具体的な検討・実行に着手しました。 

令和２年度の取組状況は以下のとおりです。 

 

(1) 電子申請の推進 

○厚生年金保険の適用事業所における電子申請による届出の推進については、令和２

年度計画に基づき、以下の①～③について着実に取り組みました。 

また、規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）に基づき、厚生労働省が

令和２年 12 月に「オンライン利用率引上げの基本計画」を策定したことを踏まえ

て、令和３年３月末をもって算定基礎届総括表及び賞与支払届総括表について廃止

するなど厚生労働省と連携して手続の簡素化を行ったほか、事業所への紙又はＣＤ

でのデータ送付のオンライン送付化や１度に電子申請可能なＣＳＶデータの上限

の引き上げについて、実行に向けた準備を進めるなど、オンライン利用率を引き上

げる上での課題解決のためのアクションプランに着実に取り組みました。 

【別表 11：厚生年金保険手続の電子申請利用状況について】 

 

① 事業所に対する取組 
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令和２年４月以降電子申請による

届出が義務化される資本金１億円超

の大法人等の事業所及び被保険者数

１０１人以上の事業所のうち紙また

は電子媒体による届出を行っている

事業所に対し、集中的に電子申請移行

促進の取組を行うこと等により、電子

申請による届出へのシフトを強力に

推進する。 

具体的には以下の事項に取り組む。 

・ ｅ－Ｇｏｖ経由の電子申請に加

え、ＧビズＩＤ（注）を利用し、簡

単に電子申請ができるよう機能改

善を行った「届書作成プログラム」

をＨＰ上に公開するとともに、その

ＧビズＩＤを利用したマイナポー

タル経由の電子申請の利用勧奨や

周知広報を行う。また、社会保険労

務士がＧビズＩＤを用いた電子申

請により届書の提出代行をする際

の資格確認方法について、厚生労働

省及び関係団体等と協議の上適切

に対応する。 

（注）経済産業省が提供する法人や

個人事業主のための認証プラ

ットフォーム。補助金の申請

や、社会保険の手続等の様々な

○令和２年度については、特定の法人（資本金１億円超の法人等）に対する電子申請

による届出（算定基礎届、月額変更届、賞与支払届）の義務化や、ＧビズＩＤを利

用した電子申請が令和２年４月に開始されたことを踏まえ、以下の取組を実施した

結果、主要７届書（※）の電子申請利用割合は前年度比＋18.0 ポイントと大幅に

増加しました。 

 （※）資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、被扶養者

異動届、国民年金第３号被保険者関係届 

ア 電子申請による届出が義務化される事業所及び被保険者数が 101 人以上の事

業所を重点取組対象とした利用勧奨 

義務化対象及び被保険者数 101 人以上の事業所に対して年金事務所から文書、

電話、訪問による電子申請利用勧奨をするため、新たに 177 名の職員を年金事

務所に配置するとともに、本部事業推進統括部に電子申請利用促進チームを設置

し、以下の取組を実施しました。 

・電子申請利用開始予定が確認できている事業所、電子申請利用の準備が整っ

ている事業所に対するフォローアップ 

・電子申請の利用を予定していない事業所へ聴取し、理由に応じた事業所への

サポート実施 

イ ＧビズＩＤを利用し、簡単に電子申請ができるよう「届書作成プログラム」に

電子申請機能を追加するとともに利用方法の説明動画と併せてホームページに

掲載 

ウ 社会保険労務士がＧビズＩＤを用いた電子申請をする際の提出代行証明書の

様式を見直し（社会保険労務士証票のコピー貼付欄を追加） 

エ 社労士会連合会、職域型年金委員及び日本商工会議所等関係団体に対する電子

申請利用促進の協力、周知依頼 

 

 

 

○左記の取組を行った結果、主要

７届書の電子申請利用割合は前

年度比＋18.0 ポイントと大幅に

増加しました。 

 また、電子申請による届出が義

務化される事業所及び被保険者

数が 101 人以上の事業所を重点

利用勧奨事業所（45,451 件）と

し利用勧奨を行った結果、

20,629 件が電子申請を開始しま

した。 

○ホームページやインターネット

広告を活用した広報、機構から

のお知らせ（３回）等を活用した

事業所への周知、年金事務所が

行う個別勧奨、電子申請の利用

案内動画（３本）の掲載等様々な

手段を活用した周知活動を行い

ました。 

○電子申請機能を追加した「届書

作成プログラム」のダウンロー

ド数は 359,925件となりました。 

○47都道府県全ての社会保険労務

士会及び各支部、約 12,000の職

域型年金委員、約 400の商工会議

所等に対して、訪問等を実施し

ました。また、全国社会保険協会
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行政サービスに 1 つのアカウ

ントでアクセス可能。 

・ 全国社会保険労務士会連合会等

との協力連携や職域型年金委員へ

のアプローチにより電子申請への

移行を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 電子申請システムのレベルアップ等 

・ 経過管理・電子決裁システムでの

電子申請処理開始により事務処理

を抜本的に改善し効率化を図る。 

・ 電子申請による届出の増加に対

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う以下の特例手続について、電子申請で

受付できるよう対応しました。 

・厚生年金保険料等の納付猶予特例申請書（令和２年６月） 

・厚生年金保険保険料等の標準報酬月額の特例改定（令和２年７月） 

 

【電子申請の利用状況（※）】 

（全適用事業所の利用状況） 

 R２.４～R３.３（累計） H31.４～R２.３（累計） 

電子申請件数（割合） 54,551千件（41.9％） 31,677千件（23.9％） 

（※）主要７届書の受付件数に占める電子申請割合（被保険者数ベース） 

 

（重点利用勧奨事業所（注））（令和３年３月末現在） 
年度当初対象事業

所数 

電子申請開始事業

所数 

電子申請開始割合 電子申請未実施事

業所数 

45,451件 20,629件 45.4％ 24,822件 

（注）：電子申請義務化対象事業所（資本金１億円超）及び被保険者 101 人以上の事業所のうち令

和２年３月末時点で電子申請未実施の事業所 

 

② 電子申請システムのレベルアップ等 

○令和２年３月から主要７届書について経過管理・電子決裁サブシステムでの電子申

請処理を開始するとともに、事務センター内の体制を確保して資格取得届等の処理

に最優先で取り組んだ結果、資格取得届及び被扶養者異動届の処理日数はそれぞれ

平均 1.4 日（対前年▲1.9 日）、平均 1.9 日（対前年▲0.9 日）となりました。ま

連合会及び各都道府県の社会保

険協会に広報誌等への記事掲載

依頼を実施しました。 

 

 

 

○特例手続について電子申請に対

応することで、申請しやすい環

境を整備しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和２年11月から電子証明書等

のシステムチェックを開始し、

更なる処理日数の短縮を図りま

した。 
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応できるよう、事務センター内の人

員配置の適正化を図る。 

上記の取組により資格取得届等

の健康保険被保険者関係届につい

て原則３営業日以内での処理完了

を目指す。 

 

③ 法人設立や社会保険・税手続ワンス

トップ化・ワンスオンリー化への対応  

事業主が法人設立に伴って行う申

請等の手続や、従業員の社会保険・税

手続についてオンライン・ワンストッ

プ化、ワンスオンリー化の実現に向け

て、関係機関と調整や事務処理方法の

検討等必要な対応を行うとともに、関

係機関と連携して、更なる対象拡大に

向けた検討を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) インターネットを活用したサービス

た、令和２年 11 月からは電子証明書等のシステムチェックを開始し、更なる電子

申請処理日数の短縮を図りました。 

※電子申請による処理日数の推移については、Ⅰ－３－（３）－①に記載。 

 

 

 

 

③ 法人設立や社会保険・税手続ワンストップ化・ワンスオンリー化への対応 

○法人設立手続のオンラインワンストップサービスへの対応として、令和２年１月か

ら開始した法人設立登記後のオンラインワンストップサービスに加えて、令和３年

２月からは法人設立登記を含むオンラインワンストップサービスへの対応を開始

しました。これにより、登記手続と併せて（健康保険・厚生年金保険）新規適用の

手続が可能となるとともに、法人登記簿の添付を廃止するなど手続の簡素化を実現

しました。 

○社会保険・税手続のオンラインによるワンストップ化、ワンスオンリー化への対応

として令和２年 11月から順次開始することとされていたライフイベントに伴う手

続のオンライン・ワンストップ化について、前倒しで対応を進めました。具体的に

は、令和２年４月から事業所から提出される主要７届書について、様々な行政手続

に共通で利用可能なＧビズＩＤによる電子申請への対応を開始し、これに対応した

届書作成プログラム（社会保険・労働保険の手続が可能なプログラム）を機構ホー

ムページに公開しました。また、令和２年 11 月には民間ソフトウェアにおける取

扱が可能となるようＡＰＩ連携に必要となる仕様公開対象手続を 30届書まで拡大

しました。 

 

 

 

(2) インターネットを活用したサービスの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法人設立手続のオンラインワン

ストップサービスについて、期

限どおり適切に対応し、手続の

ワンストップ化と法人登記簿の

添付を省略とすることを実現し

ました。 

○世界最先端デジタル国家創造宣

言・官民データ活用推進基本計

画（令和元年６月 14日閣議決定）

において、令和２年 11 月から開

始するとされた社会保険・税手

続のオンライン・ワンストップ

サービス化について、電子申請

で提出される手続の約９割を占

める主要７手続を令和２年４月

から前倒しで対応を開始しまし

た。 
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の充実 

① ホームページの充実（Ⅰ－８．(1)

①参照。） 

② インターネットサービスの充実 

ア 「ねんきんネット」の機能やマイ

ナポータルを活用したインターネ

ットサービスの提供について、以下

の取組を進めるほか、更なるお客様

サービスの拡充や事務処理の効率

化について検討を進める。 

・ インターネットから年金相談

予約を受け付けるサービスの開

始 

・ 事業所への新たな情報提供及

び通知手段として、これまで紙で

送付していた各種帳票を電子的

に提供することができる「事業所

版ねんきんネット（仮称）」の構

築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ホームページの充実 

※取組状況については、Ⅰ－８－（１）－①に記載。 

② インターネットサービスの充実 

 

 

 

 

 

 

※取組状況については、Ⅰ－７－（１）－④－ウに記載。 

 

 

○事業所の利便性の向上及び機構の事務処理の効率化やコスト削減を図るため、各種

情報をオンラインで確認可能とすること等、オンライン事業所年金情報提供サービ

ス（仮称）の令和４年度中の開始に向けたシステム開発手続等を進めました。 

 

○事業所調査時に事業主に提出を求めている賃金台帳・出勤簿等の調査資料につい

て、事業主の利便性向上等を図るため、新たにオンラインで提出できる環境の構築

を令和３年５月のサービス開始に向けて進めました。（Ⅰ－３－（２）－②－カ参

照） 

○個人に対するオンラインサービスの拡充として、マイナポータルから簡易な国民

年金保険料免除申請等の届書作成・申請を可能とする機能を令和４年度上期に実

現するため、システム開発手続や関係機関との調整を進めました。 

○個人向けに送付する社会保険料（国民年金保険料）控除証明書や源泉徴収票をマ

イナポータル経由で電子データとして提供するサービスの令和４年度中の開始に

向けた関係機関との調整等を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業所がオンライン上で各種情

報を確認できるようにする仕組

みを早期に構築できるようシス

テム開発手続等を進めました。 

○事業所調査資料をオンラインで

提出できる環境構築を速やかに

実現し、運用開始に向けた準備

を進めています。 

○免除申請に係る簡易な電子申請

や、控除証明書・源泉徴収票の電

子送付について、関係機関との

調整等に着手しました。 
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イ 「ねんきんネット」の利便性向上 

・ 「ねんきんネット」のユーザＩ

Ｄを取得していなくてもマイナ

ポータルからログインできる連

携機能の利便性向上を目指す。 

・ 「ねんきんネット」の機能拡充

として、申請手続の追加など利便

性の向上について、本人認証の方

法を含めて検討を進める。 

 

(3) マイナンバーの活用 

・ 健康保険の被扶養者について、マイ

ナンバーの取得を進めるとともに、全

国健康保険協会へマイナンバーを随

時提供するための仕組みを構築する。 

・ マイナンバーによる情報提供ネッ

トワークシステムを通じた情報連携

を着実に実施する。また、他の行政機

関との情報照会及び提供の範囲の拡

大に向けて、以下の事項に取り組み、

業務の効率化を図る。 

① 情報提供ネットワークシステム

を用いて所得情報等を照会し、国民

年金保険料免除申請勧奨等の業務

の効率化を図る。 

② 市区町村等による年金関係情報

の照会事務に関し、市区町村等の情

○「ねんきんネット」のユーザＩＤを取得していなくても、マイナポータル経由で「ね

んきんネット」にログインできる連携機能の改善について、令和３年度上期からの

実施に向け、システム開発や関係機関との調整等を進めました。 

※取組状況については、（２）－②－アに記載。 

 

 

 

 

 

 

(3) マイナンバーの活用 

※取組状況については、Ⅰ－９－（２）に記載。 

 

 

 

○情報提供ネットワークシステムを通じた所得情報等の情報照会については、令和２

年度は、国民年金保険料免除申請勧奨等の業務においても本格的な運用を開始する

など各種業務で情報照会を行いました。 

また、市区町村等への年金関係情報の提供事務については、令和元年度（元年６月

以降）と比較して令和２年度の件数は増加していますが、厚生労働省と連携して更

なる利用促進に向けた取組を進めました。 

 

【情報照会・提供実績】 

  令和２年度 令和元年度 

情報照会 国民年金届書関係 約 4,211 万件 約 1,811 万件 

 国民年金保険料免除申請勧奨 約 4,144 万件 約 509万件 

 年金給付・年金生活者支援給 約 2,545 万件 約 1,142 万件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報提供ネットワークシステム

を通じた情報連携について、国

民年金保険料免除申請勧奨等の

業務で本格的な運用を開始し、

業務の効率化を図りました。 

また、市区町村等からの年金関

係情報の提供について情報連携

の利用が拡大しました。 

 

 

 

 



                        

 

104 
 

報連携の利用を促進し、機構におけ

る文書による情報提供業務の効率

化を図る。 

 

(4) ＩＣＴを活用した業務改善の実施 

事務処理の迅速化と効率化を図ると

ともに、事務の正確性を確保するため、

ＩＣＴを活用し、ＡＩ－ＯＣＲ技術の導

入による紙媒体で提出された届書のデ

ータ化やＲＰＡ対象業務の拡大による

手作業の省力化を進める。また、チャッ

トボットなどの自動応答技術導入等に

よるお客様の利便性向上及びコールセ

ンター等の負荷軽減策の検討を行う。 

 

付金関係 

 その他 約 559万件 約 124万件 

情報提供  約 603万件 約 153万件 

  

(4) ＩＣＴを活用した業務改善の実施 

○ＲＰＡ対象業務を拡充し、すでに導入済みの予約相談の事前準備作業自動化に加

え、厚生年金保険料等の納付猶予入力処理、国民年金保険料控除証明書の再発行処

理、郵送届書（給付）の審査準備業務についてＲＰＡによる自動化を行いました。 

○お客様の利便性向上及びコールセンター等の負担軽減のため、コールセンターへの

照会が多い事項を中心に、チャットボットによる定型的な質問への自動応答サービ

スを開始しました。 

【特定の時期にコールセンターへのお問い合わせが集中するものへの対応】 

扶養親族等申告書（令和２年９月～） 

国民年金保険料控除証明書（令和２年 11月～令和３年４月） 

源泉徴収票（令和２年 12月～令和３年４月） 

【恒常的にコールセンターへのお問い合わせがあるものへの対応】 

電子申請利用方法（令和２年 10月～） 

ねんきんネット利用方法（令和２年 12月～） 

○令和２年 10 月から、一層の業務効率化を図るため、電話相談時の音声をテキスト

化する音声認識ツールを導入し、相談事跡作成の省力化、ナレッジ（お問い合わせ

の多い内容を把握しＱ＆Ａを作成）拡充等の取組を開始しました。（Ⅰ－７－（３）

－①再掲） 

○ＡＩ－ＯＣＲ技術の導入については、厚生年金保険の適用関係届書（算定基礎届、

月額変更届、賞与支払届）の入力業務において検証を行ってきたところです。実証

検証におけるＡＩ－ＯＣＲの正読率（平均）は数字項目が 82.4％、ボックス文字

項目が 69.7％等であり、ＡＩ－ＯＣＲ処理後に目視確認・補正を行った場合の正

確性は 99.27～99.87％とパンチ委託で求めている 99.99％以上の品質を確保する

 

 

 

 

 

○ＲＰＡ対象業務を拡大すること

による手作業の省力化を進めま

した。 

○コールセンターの負荷軽減、業

務効率化のため、チャットボッ

トによる自動応答サービス及び

音声テキスト化ツールを導入し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＡＩ－ＯＣＲの活用に関する検

証を行った結果、パンチ委託で

求めている 99.99％以上の品質

を確保する水準には達しておら

ず、直ちに本格導入できる状況
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水準には達していません。紙の届書から電子申請への移行が加速的に進んでいる現

状も踏まえ、今後の導入のあり方を検討します。 

 

 

○(1)～(4)以外のオンラインビジネスモデルの取組 

・配信帳票の電子データ化 

業務効率化及びデジタル化の推進の観点から、年金事務所で大量に紙出力を行っ

ている帳票の電子データ化を行い、業務端末（ＷＭ）から確認できる仕組みを構

築することで、紙の出力を削減するとともに、お客様からの照会対応等の効率化

を図りました。 

 

 【帳票の電子データ化状況】 

帳票名 電子データ化の実施時期 年間の紙の削減枚数 

基本保険料算出内訳書 令和２年 10月 約 203万枚 

増減内訳書 令和２年 12月 約 597万枚 

告知額一覧表 令和３年 1月 約 90万枚 

賞与保険料算出内訳書 令和３年４月 約 232万枚 

 

 ・テレビ電話相談の設置拡大（Ⅰ－７－（１）－⑤参照。） 

 ・オンラインによる年金相談等の実現手法の検討（Ⅰ－７－（１）－⑤参照。） 

・事務センターのデジタルネットワーク処理体制の確立（Ⅱ－１－（１）－②－エ

参照。） 

・非対面型の障害認定事務環境の構築（Ⅰ－５－（３）－②参照。） 

・非対面型の年金セミナーや年金制度説明会の実施拡大（Ⅰ－８－（２）－①参照。） 

・年金事務所の適正配置（Ⅱ－１－（１）－③－ア参照。） 

 

には至っていません。業務効率

化及びコスト削減効果を実現す

るため、導入のあり方を検討し

てまいります。 

○配信帳票を電子データ化するこ

とにより、機構内部のペーパー

レス化、コスト削減（帳票調達費

用等）のほか、配信帳票取得作業

の削減、照会対応時の検索作業

の効率化・迅速化といった年金

事務所職員の事務負担軽減が図

られました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性

の確保その他業務運営に関する重要事

項 

１．内部統制システムの有効性確保 

機構の内部統制については、理事会の

統括の下、「内部統制システム構築の基

本方針」（業務方法書第 16条）に基づき、

業務の適正性確保に向け、以下の取組を

行いつつ、それらの取組の改善を図る。 

 

(1) 事務処理の正確性の確保 

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害

につながるため、事務処理の正確性を確

保する必要がある。事務処理誤りの未然

防止、早期対処及び再発防止を図るた

め、以下の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

① 事務処理誤りの早期発見及び対応 

ア モニタリング等による事務処理

誤りへの対処 

・ 日報や事務処理誤り報告等の

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項 

 

 

１．内部統制システムの有効性確保 

 

 

 

 

 

 

(1) 事務処理の正確性の確保 

○事務処理誤りについては、個別事案への対処を強化するとともに、事務処理誤りの

根絶に向け、各拠点からの日報等のモニタリングと早期対策の実施、年次の総点

検、誤送付・紛失等の個人情報流出の懸念のある事案の早期対処及び再発防止の取

組を強化し、事務処理誤りの発生防止に向けて、組織一丸となって取り組みまし

た。 

○事務処理誤りの早期発見、未然防止及び再発防止の取組を進めた結果、下表のとお

りとなりました。【事務処理誤りの発生状況】（令和３年３月末時点） 

発生年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

件数 1,418 1,501 1,137 914 592 

（※）今後事象が判明することで件数が増加することがあります。 

 

① 事務処理誤りの早期発見及び対応 

ア モニタリング等による事務処理誤りへの対処 

 

○事務処理誤り報告や日報等のモニタリングを通じて事務処理誤りを早期に発見し、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務処理誤りは、早期に発見し、

早期に対策を講じることが重要

であることから、事務処理誤り

の根絶に向け、各拠点からの日

報のモニタリングと早期対策の

実施、年次の総点検、誤送付・紛

失等個人情報の流出の懸念があ

る事案の早期対処及び再発防止

の取組を強化し、発生防止に向

けた取組を組織一丸となって進

めました。 

 

 

 

○事務処理誤り報告・日報等の
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日々のモニタリングにより事務

処理誤りを早期に発見し、役員等

への報告、個別対応を速やかに行

うとともに、各事案の原因を分析

し、その結果を踏まえて、関連部

署への情報提供、業務処理マニュ

アルの改正等を行う。 

イ 事務処理誤りの定期的な点検 

・ 事務処理誤りの月次公表、年次

公表を適切に行うとともに、年次

公表に合わせ、当該１年分の事務

処理誤りについて、点検・分析を

行い、その結果を個別事案への対

応及び再発防止に向けた取組に

反映させる。 

ウ 「お客様の声」の分析結果に基づ

く対応 

・ 「お客様の声」の分析や業務適

正化部会の活用により、事務処理

誤りの疑いのある事案を早期に

発見し、必要な対応及び再発防止

に向けた取組を行う。 

② 事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・

誤送信・誤交付（以下「重点三事案」

という。）の根絶に向けた取組 

お客様に重大な影響を与え、機構の

信頼を著しく損ねる重点三事案の発

関係部署が連携して速やかに対応、役員等へ報告するとともに、原因分析を行った

上で、現行ルールの見直し、マニュアル記載内容の改善を行いました。 

 

 

 

 

 

イ 事務処理誤りの定期的な点検 

○前年度１年間に月次公表を行った事務処理誤りについて、点検・分析を行い、令和

２年９月 10 日に公表しました。この結果、同種の事務処理誤りが３件以上発生し

ている事象が、年金給付関係については１事象、国民年金関係については１事象判

明しました。 

これらと同様の事象の新たな発生を防ぐため、指示書での注意喚起の実施及び拠点

で研修を行うとともに、同種の対象者を特定して必要な対応を行いました。 

 

ウ 「お客様の声」の分析結果に基づく対応 

 

○機構に寄せられた「お客様の声」10,795 件について、業務適正化部会において、各

お客様のご意見が、潜在している事務処理誤りに起因するものであるかという観点

で確認を行い、必要な対処を実施しました。 

 

 

② 重点三事案の根絶に向けた取組 

○重点三事案について、下記の取組を実施したことにより、平成 30 年度以降、発生

件数は減少しました。引き続き事務処理ルールの徹底を図るとともに、委託業者の

指導等の取組を徹底します。 

 

日々のモニタリングを通じて、

事務処理誤りを早期に把握する

とともに、現行ルールの見直し

等の必要な対応を実施すること

で、同種の誤りが発生しないよ

う再発防止を図りました。 

 

 

○年次公表に合わせ、事務処理誤

りの点検・分析及び結果公表を

実施し、その発生原因を踏まえ

て、研修等の必要な対応を行い、

再発防止を図りました。 

 

 

 

 

○「お客様の声」の確認を行うこと

で潜在的な事務処理誤りの発見

及び再発防止を図りました。 

 

 

 

○重点三事案については、ルール

の徹底に向けた従前からの取組

を進めるとともに、委託業者へ

の指導等を行った結果、令和２
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生を防止するため、以下の取組を行

う。 

ア 重点三事案の発生原因を分析し、

その結果に基づいて、拠点での研修

や指導など再発防止の取組を徹底

する。 

イ 法令改正による新たな業務の発

生時など事務の実施体制を変更し

たことに伴う重点三事案の発生を

防止するため、想定されるリスクに

ついて分析し、必要な対策を事前に

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点三事案の発生状況（令和３年３月末時点での各年度の発生状況）】 

誤り区分 

 

発生拠点 

事務処理遅延 書類紛失 
誤送付・誤交

付・誤送信 
計 

平成 30 年度 37 43 82 162 

 機構職員 25 24 49 98 

委託業者等 3 6 33 42 

市区町村 9 13 0 22 

令和元年度 30 30 75 135 

 機構職員 18 14 54 86 

委託業者等 1 5 21 27 

市区町村 11 11 0 22 

令和 2 年度 8 12 92 112 

 機構職員 2 7 67 76 

委託業者等 0 0 25 25 

市区町村 6 5 0 11 

（※）今後事象が判明することで件数が増加することがあります。 

（※）「委託業者等」とは、外部委託業者及び委託社会保険労務士です。 

 

【具体的な取組】 

○重点三事案を含む事務処理誤り発生防止に向けて、特に誤送付・誤交付・誤送信が

前年比で増加していることから、以下の取組を実施しました。 

 

・事務処理誤りの発生原因の分析 

発生した個別の事務処理誤りについて原因分析を進め、現行ルールの見直し、マ

ニュアル記載内容の改善等（※）を行いました。 

（※）印刷した時点で受付控データを自動削除する機能を追加することによる誤

年度末時点での発生件数は令和

元年度 135 件から、令和２年度

112件と、前年度より減少しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発生した事務処理誤りについて

原因分析を進め、ルールの見直

しやマニュアルの改善を行い、

再発防止につなげました。 
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③ 本部現業部門のリスク把握及び対応 

 

 

  ア 本部現業執行体制・リスクマネジ

メント体制の確立 

交付防止、封入・封緘自動化の継続実施による誤送付防止、システム管理

の徹底による事務処理遅延・書類紛失の防止等 

・情報提供等によるルールの徹底 

事務処理誤りの月次公表や年次公表の結果の周知、機構内報における実際に起き

た事務処理誤りの事例や再発防止策の周知、全職員向けの「事務処理誤り再発防

止取組チェック」を毎月行うことでのルールの理解及び徹底を図りました。 

 

 

 

 

・研修等の実施 

新入構員や副拠点長向けといった役職に応じた研修で、事務処理誤り等の発生防

止に向けた各階層の役割について、周知徹底を図りました。 

・「未完結リスト」の点検の実施 

事務処理遅延の発生防止のため、受付進捗管理システムで管理している届書 

等について、各拠点において定期的に「未完結リスト」の点検を行い、未完結の

件数が多い拠点等に対しては、地域部による確認及び指導を行いました。 

 

 

 

 

 

③ 本部現業部門のリスク把握及び対応 

○令和元年度に取り組んだ本部現業リスクの分析・評価を基に、本部現業の執行体

制・リスクマネジメント体制の確立を図り、以下のとおり取組を行いました。 

ア 本部現業執行体制・リスクマネジメント体制の確立 

○本部現業（※）の執行及び管理が適切に行われる体制や仕組みを構築するため、令

 

 

○月次公表や年次公表の結果周知、

機構内報による事務処理誤りの

周知、機構ＬＡＮシステムのアン

ケート機能を活用した毎月の事

務処理誤り防止のチェックなど

を行い、ルールの理解及びマニュ

アルに基づくルールの徹底を推

進し、再発防止を図りました。 

○役職に応じた研修を行い、各階

層の役割について周知徹底を行

いました。 

また、定期的な「未完結リスト」

の点検を行い、処理が滞留して

いる可能性がある拠点に対し

て、地域部による確認及び指導

を行うことで、事務処理遅延の

発生を防止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

○令和２年４月１日付けで組織改
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    本部現業リスクに対処するため、

令和元年度にリスク分析・評価を行

い、本部現業を 50 事業・599 業務・

2.7万工程に体系的に整理した結果

を踏まえ、以下の取組を行う。  

・ 本部現業リスクを統合管理す

る部署を設置する。 

・ 本部現業部門が実施する事業

のうち、リスクが大きく、多くの

お客様に影響のある事業につい

て、専門的に企画から執行まで一

貫して実施する部署を設置する。 

  イ 本部現業の進捗管理の実施 

・ 業務スケジュールの作成、届書

及びリストの処理状況の点検を

確実に実施する体制の確立を図

る。 

・ 本部現業全体を管理するため

のツールを作成し、業務の進捗状

況を可視化して一貫した進捗管

理を実施する体制の確立を図る。 

  ウ 本部現業の品質管理の実施 

    本部現業の品質管理のため、マニ

ュアルの整備や遵守状況調査を実

施する体制の確立を図る。 

 

 

和２年４月１日付けで以下の組織改編を実施しました。 

 （※）通知や届書等の作成・封入封緘・発送等、本部各部（室）及び年金センター

で行う業務のうち、お客様の権利義務や資格記録に直接的な影響を与える事

務処理。 

・本部現業の進捗、品質及び事務リスクを統合管理する部署として、「本部事業管

理部」を設置しました。 

・多くのお客様に影響のある事業など、機構における重要な事業について、事業の

企画から執行までを一貫して実施する部署として、「特定事業部」を設置しまし

た。 

 

 

 

イ 本部現業の進捗管理の実施 

・本部現業の業務工程や本部事業管理部が進捗状況を確認する観測点等を登録す

ることで、本部事業管理部と本部現業部署の双方による進捗状況の確認や本部現

業部署に対する業務予定日お知らせメール等を行うことができる「業務進捗管理

ツール」を整備し、本部現業の進捗状況を可視化して一貫した進捗管理を実施す

る仕組みを構築しました。 

・本部現業部門を計画的に巡回し、受付進捗管理システムから作成した未完結届書

リストを基に、届書の処理状況の点検を実施しました。 

 

ウ 本部現業の品質管理の実施 

・本部現業に共通する事務処理に関するマニュアル「本部現業共通編」を令和２年

４月に制定し、業務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）に掲載しました。 

・また、施行後に把握した本部現業部門のリスクについても、「本部現業共通編」

の改正・整備（本部内における照会等の業務ルールの明確化）を令和２年 12月、

令和３年２月に行い、本部現業の標準化を図りました。 

編を実施し、本部現業の事務リ

スクマネジメント体制や執行体

制について所管組織を確立しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務スケジュールの作成や業務

進捗管理ツールによる進捗状況

の可視化、未完結届書リストの

点検等により、本部現業の進捗

管理の取組を行いました。 

 

 

 

 

○本部現業に共通する事務処理に

関するマニュアルを制定すると

ともに、施行後に把握したリス

クに対応して順次マニュアルを

追加・改正するなど、本部現業の
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④ 外部委託における事務処理誤りの防止

外部委託に関するルールに従い、特に

業務履行中の委託先の管理を強化す

ることにより、事務処理誤りの発生防

止を図る。 

 

エ 本部現業の事務リスク管理の実施 

・本部現業部門における業務の実施状況等（特に適正な事務処理を阻害するリス

ク）を速やかに把握するため、本部現業部門のグループ長が本部事業管理部に日

次で業務の実施状況等を報告する仕組みを令和２年４月より設けました。 

・把握した本部現業の事務リスクについて、事業を企画する部署等と協働して対応

方針の検討を行った他、リスクが発生した業務と同様の業務を行っている部署に

対して本部事業管理部から再発防止策の情報を展開する等、注意喚起の取組を行

いました。 

・具体的には、本部内における届書回付の事後確認が徹底されるよう年金給付の受

付進捗管理システムを改修し、回付先で受付処理がされない場合は、回付元・回

付先の双方にお知らせメッセージを表示する等の対策を講じました。 

・令和２年７月に本部内にプロジェクトチームを設置し、共済情報連携業務のリ

スクアセスメント（当該業務に内在する課題・リスクの洗い出し、分析等）を実

施するとともに、把握した課題・リスクの解消や各共済組合等との調整を行うた

め、令和３年４月に共済情報連携業務の一元的管理セクションとして年金給付

部に共済企画調整グループを設置しました。 

オ 本部現業の事業実績評価 

・本部現業部門における事業推進（処理促進や品質の維持・向上）を目的とした事

業実績評価指標を検討し、令和３年度からの導入を決定しました。 

 

 

④ 外部委託における事務処理誤りの防止 

○拠点からの事務処理誤り報告や日報等のモニタリングにより分析・評価を行い、ま

た、事業担当部署が実施した履行開始前検査等の各種検査による検査調書の内容を

確認し、問題点の把握・改善に努めました。（Ⅱ－２－（２）参照）。 

 

品質管理の取組を行いました。 

 

○把握した本部現業の事務リスク

に対して企画部署等と協働して

対応方針の検討を行い、共済情

報連携業務の一元的管理セクシ

ョンの設置に繋げるなど、本部

現業の事務リスク管理の取組を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本部現業部門の事業実績評価に

ついて、令和３年度からの導入

を決定しました。 

 

 

○拠点からの報告をモニタリング

して外部委託に係る事象につい

て分析・評価を行い、また、事業

担当部署が実施する各種検査に
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⑤ 事務処理誤り発生時の対応 

・ 事務処理誤りを発見した部署は、

リスク部門等関係部署に直ちに情

報提供するとともにお客様対応等

を速やかに実施する。 

 

 

・ リスク部門は、必要に応じて、役

員等へ報告し、監査部門と連携して

原因の追加調査を行う。 

・ 事務処理誤りの発生部署は、リス

ク部門と共同して発生原因の調査・

分析を行った上で、再発防止策の策

定及びその徹底を図る。 

・ 本部各部門は、事務処理誤りの原

因の調査・分析の結果を踏まえ、業

務処理マニュアルの改正等の必要

な対応を行う。 

 

⑥ ルールの徹底 

ルールを現場に定着させ、ルールの

徹底を確実なものとするため、以下の

 

 

 

 

 

⑤ 事務処理誤り発生時の対応 

○事務処理誤りを発見した部署は、リスク統括部へ翌営業日以内に報告することを徹

底しました。 

リスク統括部は、関係部署に直ちに情報提供を行い、提供を受けた関係部署は、発

生部署に対して必要な対応を指示する等、お客様対応等を速やかに実施しました。 

 また、お客様対応の進捗確認を確実に行うため、発生拠点のみではなく、本部も進

捗確認を行う仕組みを構築しました。 

○リスク統括部は、事務処理誤りの発生状況等についての情報を監査部門に提供する

とともに、必要に応じて監査部門と連携し、原因の追加的調査を行いました。 

 

○情報セキュリティ強化を目的として設置している防犯カメラの設置を拡大すると 

ともに、事務処理誤り発生時の原因の調査等に活用しました。 

 

 

○リスク統括部と本部各部門が共同して、マニュアルの改正等の再発防止策を策定

し、その後の有効性の確認や継続実施の状況を確認して、徹底を図りました。 

 

 

 

⑥ ルールの徹底 

 

 

ついての内容確認を行い、問題

点把握・改善に努めることで、事

務処理誤りの再発防止を図りま

した。 

 

 

○事務処理誤り発生時には、発生

部署からの報告を基に、今後の

必要な対応を指示する等、組織

としてお客様対応等を進めまし

た。また、進捗確認を行う仕組み

を構築しました。 

事務処理誤りの原因の調査は、

必要に応じて監査部門との連携

や防犯カメラの活用により、行

いました。 

本部各部門と共同して、マニュ

アルの改正等の再発防止策の策

定や徹底を図りました。 
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取組を行う。 

ア 指示・事務連絡の発出件数の削減

及び発出時期の平準化に努めると

ともに、現場にとって「分かりやす

い」指示・事務連絡とすることによ

り、指示等やルールについての理解

を促進し、遵守すべきルールの浸

透・定着を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和元年度に引き続き、「指示」・「事務連絡」の事前審査において、内容の確認や

発出部署との調整を徹底することにより、発出件数について令和元年度と同水準を

確保しました。 

 

【指示・事務連絡発出状況：月平均件数】 

年 度 指示 事務連絡 

平成 26年度 350件 224件 

平成 30年度 52件 50件 

令和元年度 56件 59件 

令和２年度 

（※） 

62件 

（52件） 

57件 

（50件） 

（※）（）内は新型コロナウイルス感染症関連の指示を除いた件数。 

 

○令和元年度に引き続き、毎月、指示の発出予定件数を把握し、１日の発出件数の上

限を定めるなど、一度に指示の発出が集中しないよう努めました。 

 

【令和２年 12月、令和３年３月指示発出状況】 

年 度 12月 ３月 

平成 30年度 43件 90件 

令和元年度 42件 92件 

令和２年度 

（※） 

54件 

（50件） 

97件 

（93件） 

（※）（）内は新型コロナウイルス感染症関連の指示を除いた件数。 

 

○定期異動時期に合わせて指示等文書作成研修を半期ごとに行い、現場が分かりやす

い指示等の内容となるよう、指示等の発出部署の職員のスキルアップを図りまし

 

○「指示」・「事務連絡」の発出件数

については、平成 26年度比で５

割削減を達成するとともに、削

減取組以降（平成 30年度～令和

元年度）の平均件数と同水準を

確保しました。 

 

 

 

 

 

 

 

○一度に指示の発出が集中しない

よう努め、ルール徹底の実効性

を確保するとともに、現場負担

の軽減に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

○研修の実施や現場からの意見・

評価等を参考として、分かりや
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イ 指示・事務連絡の理解度を向上さ

せるため、テレビ会議システム等を

活用して、指示・事務連絡の内容に

関する研修等を継続的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。なお、今年度は研修実施に当たって新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

め、参加対象者を指示等文書発出機会が多い部署に限定して実施しました。 

【指示等文書作成研修の実施状況】 

年 度 上期 下期 

令和元年度 ４回（129名出席） ４回（83名出席） 

令和２年度 ３回（69名出席） ３回（27名出席） 

 

○指示等の質の向上を図るため、「分かりやすさ・周知しやすさ」を観点にした現場

の職員による指示等の内容の評価を実施し、指示等の質の向上を図りました。 

【指示等の内容に対する現場の評価】 

年 度 平均評価点（※） 

令和元年度 2.63点 

令和２年度 2.70点 

（※）１点～４点（４点満点）で評価 

 

○重要な指示等の発出部署の職員によるテレビ会議システムを活用した現場向け説

明を日々実施し、指示等の理解度の向上を図りました。 

 

【テレビ会議システムによる解説の実施状況】 

年 度 実施件数 

令和元年度 172件 

令和２年度 194件 

 

○テレビ会議システムによる解説で説明を担当する指示等の発出部署の職員のスキ

ルアップのためのアナウンス研修を２回（50名参加）実施しました。また、テレビ

会議システムによる解説用として資料を作成するなどにより、視聴環境の向上を図

りました。 

すい・周知しやすい指示等の内

容となるよう努め、指示等の周

知徹底を図りました。 
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ウ 重要な指示・事務連絡及び業務処

理マニュアルの理解度を確認する

ため、定期的に理解度チェック・理

解度テストを実施する。 

エ その結果を地域部はじめ本部関

係部署間で情報共有・連携して、必

要な対策を実施するとともに、徹底

が不十分と認められる拠点に対し

ては、訪問等により個別指導を行

う。 

また、現場から意見や好取組事例

を収集して横展開するなど、現場目

線で、業務処理マニュアルの利便性

向上を図るとともに、理解度を高め

るために有効な取組を実施する。 

 

 

○テレビ会議システムによる解説の質の向上を図るため、「分かりやすい解説」を観

点にした現場及び業務品質管理部の職員による評価を実施し、テレビ解説の質の向

上を図りました。 

 

【テレビ会議システムによる解説に対する現場の評価】 

年 度 平均評価点（※） 

令和元年度 2.61点 

令和２年度 2.63点 

（※）１点～４点（４点満点）で評価 

 

○発出された指示に関する理解度の事後的な確認及び業務処理マニュアルの再徹底

を行う仕組みとして、厚生年金適用、厚生年金徴収、国民年金、年金給付の４制度

について、毎月、理解度チェックを実施しました。正答率が低調（80％未満）であ

った拠点の課室・グループに対しては再度の理解度チェックを実施しました。 

【理解度チェック（初回）の平均正答率】 

年度 厚年適用 厚年徴収 国民年金 年金給付 合計 

令和元年度 98.8％ 98.4％ 98.6％ 98.7％ 98.8％ 

令和２年度 99.1％ 99.3％ 99.3％ 99.2％ 99.2％ 

 

 

○業務処理マニュアルに定められた業務手順の再徹底を図るため、従来実施していた

理解度テストに代えて、拠点職員が主体的にルール徹底に取り組む新たな仕組みと

して、業務手順に関する小テストである一問一答を令和２年８月から開始しまし

た。具体的には、業務品質管理部において作成した、厚生年金適用、厚生年金徴収、

国民年金、年金給付の４制度及び制度共通の各業務に関する問題をそれぞれ４問ず

つ、毎月拠点に配布し、拠点の課室・グループの朝礼等において、毎週２問（担当

する制度及び制度共通の問題を各１問）ずつ小テストを行う取組を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○理解度チェックを毎月実施する

ことで、指示に関する理解度の

向上及び業務処理マニュアルの

再徹底を図りました。 

 

 

 

 

 

 

○一問一答を令和２年８月から新

たに開始することで、拠点職員

が主体的にルール徹底に取り組

む仕組みを構築しました。 
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(2) リスク管理とコンプライアンス確保 

の取組 

① リスク管理 

「情報セキュリティリスク」、「シス

テムリスク」、「事務リスク」及び「災

害その他リスク」について、各セグメ

ントに応じリスクアセスメント等を

活用したリスクの把握及び発現の防

止を図るため、以下の取組を実施す

る。 

 

 

ア 情報セキュリティリスクへの対応 

情報管理対策室が実施する外部

専門家による情報セキュリティリ

スク分析評価、脆弱性診断等の結果

について、定期的にリスク管理委員

○理解度チェックの実施結果は地域部と共有し、連携して現場指導を進めました。ま

た、実施結果等を踏まえた拠点指導を 17 拠点に対して実施しました。指導を実施

した拠点では、拠点長、課室長及び担当者から、ルールの徹底、テレビ会議システ

ムによる解説の視聴、ＭＡＣＳの利用、業務支援ツールの管理等の状況についてヒ

アリングし、指導を実施しました。ヒアリング及び指導の結果は拠点長にフィード

バックするとともに、地域部と共有を図りました。 

また、一問一答に対する拠点の意見等を把握するためにアンケート調査を実施し、

一問一答が各拠点において着実に実施されていることを確認しました。更に、寄せ

られた回答から好取組事例を整理し、拠点及び地域部に周知しました。 

 

(2) リスク管理とコンプライアンス確保の取組 

 

① リスク管理 

○「情報セキュリティリスク」、「システムリスク」及び「事務リスク」に関するリス

ク管理の取組を着実に実施しました。 

○「災害その他リスク」として新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応が大き

な課題でありましたが、「日本年金機構における新型コロナウイルス感染症対策ガ

イドライン」（以下「ガイドライン」という。）を制定し、ガイドラインに基づく対

策を徹底するとともに、感染者が発生した際には、拠点閉鎖に伴うお客様対応や消

毒等を適切に実施しました。 

また、首都直下型地震に備えるための年金給付の業務継続計画（ＢＣＰ）に関する

システム対応等については、予定どおり実施しました。 

ア 情報セキュリティリスクへの対応 

○リスクアセスメントとして、記録管理システム、基礎年金番号管理システム、ねん

きんネット等に対し、外部の専門家による情報セキュリティリスク分析・評価及び

脆弱性診断を実施しました。また、リスクアセスメントの結果等により改善が必要

となった事案については、情報セキュリティリスク管理要領に基づき、改善計画を

○理解度チェックの実施結果を地

域部と共有し、連携して現場指

導を実施することにより、ルー

ル徹底を図りました。 

また、好取組事例を周知するこ

とにより、一問一答をより有効

な取組とすることができまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報セキュリティリスクについ 

て、外部の専門家による分析・評  

価及び脆弱性診断を実施しまし

た。また、情報セキュリティリス
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会へ報告するとともに、把握したリ

スクに対する対応方針、対応状況に

ついて確認し、必要な対応を行う。 

イ システムリスクへの対応 

各種システムに関する運用状況

について、定期的にリスク管理委員

会へ報告するとともに、外部専門家

も活用して把握したリスクに対す

る対応方針、対応状況について確認

し、必要な対応を行う。 

 

ウ 事務リスク・信頼リスクへの対応 

リスク統括部が主管部として定

期的にリスクを把握し、適切に対応

を行うため、以下の取組を行う。 

・ 拠点長からの日次の業務報告、

事務処理誤り報告、お客様の声及

び届書処理状況の点検を行う。 

 

・ 事務処理誤り報告の年次点検

を行い、事務処理誤りの原因等の

分析を行う。 

 

 

・ 本部現業部門で発生するリス

クを早期に把握するため、新たに

構築した仕組みに基づき、経常的

策定し、その進捗状況をリスク管理委員会に報告を行い、適切な進捗管理を図りま

した。 

 

イ システムリスクへの対応 

○各システムの障害発生状況を確認し、発生した障害について必要な対応を行うとと

もに、発生原因を分析し、同様の障害が発生しないよう必要な対策を講じました。

障害発生状況や対応状況等については、リスク管理委員会に報告を行いました。 

 また、発生したシステム障害について、発生原因別にシステム部門と開発受託者等

でより掘り下げた分析等を行い、より効果的な再発防止策の検討を行いました。 

 

 

ウ 事務リスク・信頼リスクへの対応 

 

 

 

○拠点長からの日次の業務報告等に係るモニタリング等を確実に行うことで、顕在化

したリスク、潜在的なリスクを早期に発見して、本部内で情報共有を図るととも

に、個別に対応を行いました。また、事務処理手順の確認を行い、手順に不明確な

点等があった際には見直しを図る等の対応を行いました。 

○事務処理誤りの年次公表に合わせて、事務処理誤りの点検・分析を行い、その結果

をリスク管理委員会に報告するとともに、拠点に向けては事務連絡で周知を行うこ

とで、事務処理ルールを徹底し、再発防止を図りました。 

 

 

○本部現業部門で発生するリスクを早期に把握するため、本部現業の実施状況などを

日次で報告する仕組みや管理ツールを活用した進捗管理の仕組みを通じて、経常的

にモニタリングを行いました。 

ク管理要領に基づき改善が必要

な事案について、適切な進捗管

理を図りました。 

 

○システム障害発生状況の確認及 

び必要な対応を行うとともに、 

同様の障害が発生しないよう必 

要な対策を講じ、リスクの低減 

を図りました。また、その状況に 

ついてリスク管理委員会に報告

を行い情報の共有を図りました。 

 

 

 

 

○拠点長からの日次の業務報告書 

等のモニタリング等により、リ

スクの早期把握及び早期対応を

行いました。 

○年次公表に合わせ、事務処理誤 

りの点検・分析及びその結果の

周知を実施し、事務処理ルール

を徹底し、リスクの低減を図り

ました。 

○本部現業の実施状況や進捗状況

を把握する新たな仕組みを通じ

た経常的なモニタリングによ
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にモニタリングを行う。 

・ お客様対応業務システム、監査

結果などの各種指標を用いたモ

ニタリングにより、リスクが高い

と考えられる拠点を把握し、リス

ク発生の未然防止を図る。 

 

エ 業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し

（災害その他リスクへの対応） 

災害等の非常時における年金給

付継続のためのシステムについて

改善を行う。また、非常時における

年金事務所の電源確保、記録管理シ

ステム、刷新システムのバックアッ

プ体制等、大規模災害時の対応につ

いて、引き続き検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務処理誤りの発生状況、監査結果などの各種指標を用いたモニタリングを実施

し、リスクが高い拠点を洗い出し、こうした拠点に対して、監査機能の活用や本部

による指導等による、リスクの未然把握及び発現防止に取り組みました。 

 

 

 

エ 業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し（災害その他リスクへの対応） 

【非常時の年金給付体制の見直し等】 

○首都直下型地震等により機構本部が被災した場合に備えて遠隔地に設置している

年金支払システムの機能改善に向けて、計画どおりにシステム改修を進めました。

併せて、遠隔地における人員面等を含めた実施体制を見直し、恒常的な訓練を行う

など、運用面の強化を図りました。 

○非常時における拠点の電源確保について、予算面を含めた試行実施に向けた準備を

行いました。 

○ハザードマップにより、各拠点における災害発生のリスクを把握するとともに、リ

スクが高い拠点における避難経路の確認等のお客様及び職員の安全を確保するた

めの対応を行いました。 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

○お客様及び職員の安全のため、マスクや消毒液の確保、アクリルパーテーションの

設置等を行いました。 

○新型コロナウイルス感染症対策の基本的事項を定めたガイドラインを制定しまし

た。 

○ガイドラインに基づく対策について、各拠点に設置した「新型コロナウイルス感染

り、リスクの把握に努めました。 

○拠点に対するモニタリングを強

化してリスクの高い拠点を早期

把握し、リスクの未然把握を行

うとともに、そのリスクの発現

を防止するための対応を行いま

した。 

 

 

○非常時の年金支払環境について

は、システム面・運用面ともに改

善を着実に進めました。このほ

か、拠点における非常時の電源確

保等の非常時の業務継続の対応

についても、検討を進めました。 

○最新のハザードマップにより、

拠点における災害リスクを把握

し、避難経路の確認等の人命へ

の危険を避けるための対応を行

いました。 

 

 

○業務継続のため、マスクや消毒

液の確保、「ガイドライン」の制

定、本部及び各拠点において「感

染予防対策委員会」の設置等を

行い、お客様及び職員の安全確
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② コンプライアンス確保 

不祥事の防止・コンプライアンス確

保のため、コンプライアンス自己点

検、コンプライアンス意識調査を継続

的に実施するとともに、社会情勢の変

化等に対応した諸規程の見直しや実

効性のある研修、社内報等の情報発信

を行う。また、役職員の不祥事に対し

ては、厳正に対処し、役職員に対し、

定期的に制裁処分の情報提供及び同

様事案の発生防止に係る注意喚起を

行い、綱紀粛正の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

予防対策委員会」を中心に実施し、同委員会で遵守状況を確認しました。 

○機構本部に設置した「日本年金機構新型コロナウイルス感染予防対策委員会」にお

いて、各拠点の対応状況を確認するとともに、必要に応じてガイドラインの改正を

行いました。 

○感染者が発生した場合は、お客様及び職員の安全確保を最優先として、拠点の閉

鎖、消毒の実施等を行いました。 

○政府から新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令された地域において、感染

拡大防止に資する観点から、在宅勤務、時差出勤、超過勤務の縮減及び戸別訪問の

停止等の対応を行いました。 

 

② コンプライアンス確保 

○リスク・コンプライアンス研修の実施等 

リスク管理意識やコンプライアンス意識を職場内に浸透・定着させるため、関係部署と

の連携、外部講師の活用等により効果的で多様な研修や情報発信に取り組みました。 

【各種研修の実施】 

ア 役員及び本部グループ長以上を対象とした研修 

本部管理職としてのリスク管理やコンプライアンス確保に向けたマネジメン

トの向上を目的として外部講師による研修を実施 

・テーマ「新型コロナウイルス感染症を踏まえた、人権と差別について」 

イ 各拠点のコンプライアンス責任者や推進者等を対象とした研修 

新任所長研修、新任副所長研修及び新任管理職研修の機会を活用して、コンプ

ライアンスの徹底に関する研修を実施 

ウ 各拠点の職員を対象とした研修 

本部作成の各種研修資料を用いて、各拠点のコンプライアンス責任者等がコン

プライアンスや倫理に関する職場内研修を実施（全拠点において実施） 

エ 新規採用者等を対象とした研修 

新入構員研修、無期転換登用時研修の機会を活用して、コンプライアンスの確

保に努めました。また、感染者の

発生に当たっては、お客様及び

職員の安全確保を最優先とし

て、拠点の閉鎖、消毒の実施等を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

○令和２年度計画に基づき、役職

員の意識を高めるための各種研

修の実施や、グループウェア等

を活用し、効果的で多様な情報

発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保に関する基礎知識、ケーススタディ等の研修を実施 

【グループウェアを活用した情報発信】 

ア コンプライアンス・ミニ講座 

全役職員に対し、コンプライアンス意識の向上につながる情報を発信（毎月） 

イ リスク・コンプライアンス講座 

全役職員に対し、コンプライアンス意識を維持向上させるための情報を発信

（機構内報掲載：年４回） 

ウ リスコン通信 

各拠点のコンプライアンス責任者等に対し、管理者としてのマネジメントの向

上のための情報を発信（年４回） 

○コンプライアンス意識調査の実施 

役職員のコンプライアンス意識の現状等を把握し、今後のコンプライアンス確保へ

の取組の推進に役立てることを目的として、10 月に全役職員を対象にコンプライ

アンス意識調査を実施しました。 

また、調査結果を取りまとめ、コンプライアンス委員会に報告するとともに、全役

職員に情報提供しました。 

 

○コンプライアンスに関する自己点検 

役職員のコンプライアンス意識の自己確認を促し、継続的な意識喚起を効果的かつ

効率的に図ることを目的として、「コンプライアンスに関する自己点検」を、コン

プライアンスと密接に関係する「個人情報保護に関する自己点検」及び「情報セキ

ュリティ対策に関する自己点検」と合わせて実施しました。点検結果については、

拠点長が確認することで問題点を把握し、必要な指導の実施や意識改善を行う契機

とするとともに、自己点検が形骸化しないよう、適宜、点検項目の見直しやテスト

項目を設ける等の取組を行いました。 

○制裁処分の状況 

・コンプライアンス上、問題の疑いがある事案について事実確認の調査を行い、令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○役職員のコンプライアンスに関

する意識調査を実施した結果、

調査項目において肯定的な回答

が９割を超えており、役職員

個々におけるコンプライアンス

意識が安定的に浸透・定着して

いることが確認できました。 

○コンプライアンス自己点検の実

施により、役職員のコンプライ

アンス意識についての自己確

認・継続的な意識喚起を効果的

かつ効率的に図ることができま

した。 
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③ 情報共有の促進 

組織一体化のため、本部内や本部と

現場間の情報共有を促進する。また、厚

生労働省との情報共有体制を引き続き

確保し、連携・相互理解を促進する。 

ア 本部と現場の情報共有 

・ 地域部における拠点訪問につ

いて、地域部の部長、グループ長、

地域マネージャーそれぞれの役

割に応じた訪問を実施し、的確な

拠点情報の把握を行い現場と本

部との情報共有を行う。また、現

場意見の吸収に努め、本部施策に

反映させる。 

 

 

・ テレビ会議の活用により、指示

等の更なるルール徹底を図ると

和２年度は 20件について制裁処分を行いました。 

・制裁処分を行った場合、職員制裁規程に基づき、減給以上は即時公表（懲戒解雇

１件、諭旨解雇１件及び停職２件）、戒告は半期ごとに公表（戒告６件）すると

ともに、年２回、全拠点に対し、制裁処分の情報提供及び同様事案発生防止に係

る注意喚起を発信しました。 

・また、これまで発生した問題事案を踏まえ、職員が遵守すべき事項について、禁

止行為を明確化し、職員への意識付けを図るため、職員就業規則の改正を行うと

ともに、研修資料等に反映するなど、再発防止に努めました。 

 

 

 

 

 

 

ア 本部と現場の情報共有 

○本部と現場間の情報共有の要である地域部の部長、グループ長、事業推進役（地域

マネージャー）が、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施した上で、それぞれ

の役割に応じた拠点訪問を行うとともに、緊急事態宣言期間中等訪問を控えた時期

には、テレビ会議システムを積極的に利用して非対面による拠点との意見交換を行

い、現場実態を直接幹部役職員に報告すること等により、本部における現場情報の

把握と現場管理の徹底を図りました。（令和２年度は延べ約 1,900 拠点（月平均約

3.6拠点／人）に対し拠点訪問・テレビ会議を実施） 

 

 

 

○地域部の部長、グループ長、事業推進役（地域マネージャー）が行った拠点訪問及

びテレビ会議システムによる意見交換により解消された拠点職員の疑問や解決さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域部の部長、グループ長、事業

推進役（地域マネージャー）によ

る拠点訪問・テレビ会議システ

ムを通じて、本部と現場間の情

報共有を進めました。地域部が

把握した現場の情報を、幹部役

職員、関係部署へ報告すること

で、迅速な現場への助言・指導が

可能となり、更にルールの徹底

が図られました。 

○テレビ会議システムを使用した

会議や研修の開催だけではな
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ともに、現場からの意見を迅速に

把握するなど、本部と現場の情報

共有をより一層促進する。 

・ お客様対応の状況など現場で

起きている主要な事柄を本部が

迅速に把握するため、引き続き、

拠点長からの日次での業務報告

を実施する。 

 

イ 本部内の情報共有 

・ 本部経営企画部が本部内の情

報共有の責任部として責務を果

たすとともに、本部各部室は主要

課題についての対処状況を常勤

役員会に報告し、情報共有を図

る。 

 

・ 外部委託に係る本部内情報共

有を図るため、事業担当部署が行

った委託業者の検査等の内容を

調達企画部が審査し、問題を把握

した場合は、リスク統括部を通じ

てリスク管理委員会へ報告する

取組を徹底する。 

・ 本部現業部門におけるリスク

管理の見直し等も踏まえた、本部

内情報共有を図るための仕組み

れた問題点に加え、現場において解決することができない課題や問題点について本

部において状況を十分に把握し、確認・検討を行い本部と現場の間の情報共有を進

めました。 

拠点訪問及びテレビ会議システムによる意見交換を通じて吸収した現場意見を基

に、新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの改正並びに納付猶予特例に係る

オンラインシステムの改修等の本部施策に反映しました。 

○全ての拠点に導入したテレビ会議システムを活用し、重要な指示文書の発出部署か

ら、現場向け説明を、令和２年度中に合計で 194回行いました。 

※取組状況については、（２）－①－ウに記載。 

イ 本部内の情報共有 

○経営企画部を事務局とする常勤役員会を、令和２年度も継続して原則毎週１回開催

し３月末までに 48回開催（協議案件：167件、報告案件：198件）しました。 

 これにより、経営上重要な案件について役員が合議する体制を継続するとともに、

役員間の組織横断的な議論により、本部内の情報共有を図りました。 

 

 

 

○事業担当部署が実施した履行開始前検査、履行中検査等の各種検査について、検査

調書により報告のあった内容について確認を行い、問題点の把握に努めるととも

に、契約不履行があった場合における事件・事故・事務処理誤り報告のリスク統括

部への提出について徹底を図りました。 

○各種検査の実施状況については、２か月に１度のリスク管理委員会において報告す

るとともに半期ごとの実施状況を常勤役員会に報告し、本部内の情報共有を図りま

した。 

※取組状況については、（１）③に記載。 

 

 

く、指示等の各拠点への説明が

数多く実施され、機構にとって

必要不可欠なコミュニケーショ

ンツールとして定着しました。 

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の影

響下にあっても、感染防止対策

を徹底しつつ原則週１回開催

し、組織内の情報共有・合議体制

として有効に機能させ、引き続

き経営上重要な案件等の共有が

図られました。 

○事業担当部署が実施した履行開

始前、履行中検査等の各種検査

の実施状況について、本部内で

共有することができました。 
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を確立する。（Ⅱ－1.（1）①イ及

びⅢ－1.（1）③参照。） 

ウ 厚生労働省との情報共有の推進 

・ 組織的に継続して取り組むべ

き課題の進捗管理表を引き続き

作成し、年金局と共有するととも

に、年金局と機構の定例連絡会議

で報告する。 

・ 年金局と機構との連携、相互理

解を促進するため、年金局職員と

機構職員の相互の人事交流を推

進する。 

 

(3) 適正な監査の実施 

  適正な監査の実施のため、内部監査部

門として以下の取組みを行う。 

①  監査体制の充実 

・ 監査の専門人材を確保するため、

外部からの人材登用を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 監査を担う人材を育成するため、

 

 

ウ 厚生労働省との情報共有の推進 

○厚生労働省年金局と機構の双方の幹部による定期連絡会議を、令和２年度も継続し

て原則隔週で開催し、組織的に継続的に取り組むべき課題の進捗状況や問題点につ

いて情報と認識の共有を図りました。 

 

 

○厚生労働省年金局と機構との連携・相互理解を促進するため、厚生労働省（年金局）

職員と機構職員の相互の人事交流を実施するとともに、引き続き厚生労働省職員の

常駐を受け入れました。 

 

 

(3) 適正な監査の実施 

 

 

① 監査体制の充実 

○金融機関等での監査業務経験者、公認情報システム監査人等の専門資格保有者を監

査専門職として３名採用し、監査の専門人材を確保しました。また、公認情報シス

テム監査人資格保有者を、システム監査を専門に行うグループに配属する等、採用

者の知識・経験を踏まえた人材配置を行いました。 

 

 

 

 

 

○新任者研修、高度専門職（監査アドバイザー）による参画型集合研修（ＩＴマネジ

 

 

 

○定期連絡会議の開催や、年金局

職員との人事交流を図ること

で、厚生労働省との情報共有を

推進しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○監査業務の経験者及び専門資格

を有する者を外部から採用し、

採用者の知識・経験を踏まえた

人材配置を行うことにより、シ

ステム監査等高度な専門的知識

を要する分野において、より実

効性ある監査の実施が可能とな

るように体制を充実させること

ができました。 

○新型コロナウイルス感染症の感
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資格の取得・ＯＪＴの実施・外部機

関の研修等への参加を推進する。 

 

 

・ 監査品質向上のため、チェック体

制の見直しや役割の明確化を行う

ことにより、品質管理体制の整備を

図る。その際、高度専門職（監査ア

ドバイザー）の知見を活用する。 

 

 

 

 

 

②  監査手法の確立 

・ 新たに策定されたルール等に対

応するため、恒常的に検査項目及び

検査手法の検討を行い、必要に応じ

て見直しを行うことにより、適正な

業務検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

メント研修、システム監査に関する研修）、監査部職員のスキルチェック結果を踏

まえたＰＣスキルアップ研修を実施するとともに、監査部内におけるＯＪＴを実施

するなど、監査を担う人材の育成に努めました。 

 

○年金事務所・事務センターの業務検査調書について、各業務検査グループで一次的

な品質確認作業を行った後に、企画調整グループの専任品質管理担当者が二次的な

確認を実施する体制に見直しました。本部及び外部委託業者に対する監査について

は、引き続き各監査グループの品質管理担当者による品質確認を行いました。 

また、会計業務監査やシステム監査に関する項目・手法等の検討にあたり、高度専

門職（監査アドバイザー）の助言を踏まえ、確認手順等を設計しました。 

 

 

 

 

② 監査手法の確立 

○新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、適正な業務検査が可能となるよう検査

手法の見直しを行い、非対面型の書面確認によるリモート型業務検査の導入や、テ

レビ会議システムを用いた意見交換を実施しました。 

○全ての年金事務所（312 年金事務所）、事務センター（15 事務センター）及び年金

センター（２年金センター）に対して業務検査を実施しました。 

・年金事務所に対しては、諸規程等に基づくルールの徹底状況について確認を行う

とともに、検査項目のうち「年金給付審査業務」､「システム及び情報セキュリ

ティ」､「現金収納事務」及び「自主点検の実施状況」に係る項目を重点検査項

目とし、当該項目の検出時に加重評価し、格付けに反映しました。 

・事務センターに対しては、検査項目のうち「情報セキュリティ」、「外部委託」及

び「自主点検の実施状況」に係る項目を重点検査項目とし、当該項目の検出時に

加重評価し、事務センターの格付けに反映しました。 

染拡大により外部機関研修の利

用が困難となる中、各種研修の

実施等を通じて、監査を担う人

材の育成を図りました。 

○品質管理体制の更なる定着によ

り監査品質の向上を図るととも

に、各業務検査グループにおい

ては、品質管理体制を強化する

ことにより、業務検査調書の均

一性を確保しました。 

 また、高度専門職（監査アドバイ

ザー）の知見を活用することによ

り、監査品質の向上を図りました。 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の感

染拡大により業務検査の実施が

困難となる中、リモート型業務

検査を導入する等検査手法の見

直しを行うことにより、全拠点

に業務検査を実施しました。 

○機構の重点取組課題や不正事案

等、リスクの高い事項から重点

検査項目等を設定し格付けに反

映したことにより、拠点のルー

ル順守に効果を上げることがで

きました。 



                        

 

125 
 

 

 

 

・ 評価結果が低い拠点に対しては、

業務監査（フォローアップ監査）に

より、改善取組の確実な実施を指導

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 監査の結果に基づき、本部関係部

署に対して必要なルールの見直し

等について、情報提供や改善提言を

行い、その改善対応の状況等を確認

する。 

 

 

 

 

・ 内部統制システムに係る監査に

ついて、監査項目及び監査手法を検

討する。 

 

・年金センターに対しては、副センター長の担当業務（中央年金センター４業務、

障害年金センター３業務）ごとに、諸規程等に基づく業務の実施状況及び管理に

関して「ルールの徹底状況」をテーマに確認を行いました。 

○業務検査結果が低評価であった 15 拠点に対して、改善取組に関する妥当性及び適

切性を評価し、改善の促進を図るよう、フォローアップ監査を実施しました。 

また、従来のフォローアップ監査に加え、各種報告データの分析結果等より高リス

ク拠点を選定し、主体的な業務改善を促すことに重点をおいた指導型のフォローア

ップ監査を２拠点で試行実施しました。 

 

 

 

 

 

 

○月例で監査報告会を開催し、役員・本部関係部署の長等に対して、一般監査の実施

状況及び監査結果の報告を行い、拠点における問題点や好取組事例の共有、本部関

係部署に対する改善提言、改善提言の対応状況の確認及び報告を実施しました。 

 

 

○拠点の業務検査実施時に、新型コロナウイルス感染症対策に関する意見・要望、好

取組事例等の情報を収集し、新型コロナウイルス感染予防対策委員会への情報提供

を行いました。 

 

○内部統制システムに係る監査について、広範囲な監査対象の段階的な確認や、拠点

及び本部関係部署に対する横断的な確認といった監査手法を検討し、「業務運営に

おける適切なリスク管理」、「業務の有効性・効率性の確保」え「適切な外部委託管

理」に関する監査を実施しました。 

 

 

 

○業務検査結果が低評価であった

拠点に対してフォローアップ監

査を実施し、改善を図りました。

なお、令和元年度にフォローア

ップ監査を実施した13拠点のう

ち、12 拠点において、今年度の

業務検査の評価結果が向上して

おり、効果が出ていると考えて

います。また、試行実施した指導

型のフォローアップ監査につい

て監査手法を確立しました。 

○監査報告会における改善提言を

受け、本部関係部署より指示が

発出されるなど、監査結果に基

づくルール徹底への働きかけを

行うことができました。 

○監査による現地確認を活用する

ことにより、新型コロナウイル

ス感染症対策に関する情報の収

集・提供ができました。 

○内部統制システムの有効性を確

認するための効果的な監査項目

及び監査手法を検討することに

より、より具体的に課題を掘り
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・ 以下の項目について、重点的に取

り組む。 

 

 

ⅰ 年金給付審査業務・厚生年金保

険料の徴収業務について、拠点に

おけるルールの定着状況等や本

部におけるルール徹底に関する

取組を確認する。 

ⅱ システム及び情報セキュリテ

ィ対策・調達及び外部委託業務に

ついて、必要に応じて監査項目及

び監査手法の見直しを行うこと

により、より効果的な監査を実施

する。なお、監査の実施及び手法

の検討に当たっては、外部専門家

の知見も活用する。 

 

(4) 契約の競争性・透明性の確保等 

契約の性質に応じた適正かつ合理的な

契約方法の活用、調達案件の厳正な審査・

点検の実施等により、契約の競争性・透明

性の確保及びコストの削減に努めつつ、業

 

 

 

 

○令和２年度においては、「年金給付審査業務」、「厚生年金保険料の徴収業務」、「シ

ステム及び情報セキュリティ」及び「調達プロセス・外部委託」の４項目を重点監

査テーマと位置づけ、監査手法の的確性・妥当性を高めるための取組を重点的に実

施しました。 

・「年金給付審査業務」及び「厚生年金保険料の徴収業務」については、前年度に引

き続き、拠点におけるルールの定着状況及び本部関係部署によるルール徹底に関す

る取組状況の確認を実施しました。また、「厚生年金保険料の徴収業務」について

は、本部及び拠点に対し、ルールの効率性・妥当性を確認する監査を実施しました。 

 

・「システム及び情報セキュリティ」及び「調達プロセス・外部委託」については、

システム関係の外部専門家を調達し、技術的支援を受けることにより、専門的な知

見を取り入れて監査手法等の見直しを行い、監査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

(4) 契約の競争性・透明性の確保等 

○契約の性質に応じた適正かつ合理的な契約方法の活用を図るため、継続的に研修を

実施するとともに、調達案件の厳正な審査・点検の実施等により、契約の競争性・

透明性の確保及びコストの削減に努めつつ、業務の正確性とサービスの質の向上に

取り組みました。 

下げた監査を実施することがで

きました。また、検出事項に基づ

く本部関係部署に対する改善提

言を行いました。 

○重点監査テーマについて、前年

度の業務検査の結果を踏まえた

確認手順の見直しや外部専門家

の知見を取り入れた監査手法の

検討などの取組を実施し、発見

された検出事項に基づく拠点指

導や本部関係部署等に対する改

善提言を行いました。 
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務の正確性とサービスの質の向上を図る。  

① 調達手続の適正化 

事業担当部署への研修を定期的に

実施し、調達関係諸規程等の適正な取

扱いの徹底に努める。また、調達の実

務に精通した人材を育成するため、外

部機関が実施する調達分野の専門研

修を受講し、知識の向上を図る。 

 

② 適切な調達方法の選択 

契約について、契約の競争性・透明

性の確保を図ることを徹底し、契約予

定価格が少額のもの、複数年継続して

の契約を前提とした更新契約、ＳＬＡ

随契、事務室等の賃貸借、ビルの指定

清掃業者等との契約を除き、競争性の

ある契約については、一般競争入札に

よる競争入札に付すことを徹底する。 

また、年金個人情報を取り扱う外部

委託について、全省庁統一資格（Ａ～

Ｄ等級）の本来等級の適用を原則とす

るとともに、業務品質を確保するため

に事業者の履行能力を見極める必要

があるものは、総合評価落札方式の適

用を原則とする。 

 

③ 調達委員会による事前審査等 

 

① 調達手続の適正化 

○事業担当部署への研修を定期的に実施し、延べ 284 名の職員へ調達関係諸規程等

の適正な取扱の徹底に努めました。 

○また、調達の実務に精通した人材を育成するため、外部機関が実施する調達分野の

専門研修について、延べ 29名の職員が計 18回受講し知識の向上を図りました。 

 

 

 

② 適切な調達方法の選択 

○調達における競争性・透明性の確保を図るため、競争入札に付すことを徹底し、契

約予定価格が少額のもの、複数年継続しての契約を前提とした更新契約、事務室等

の賃貸借、ビルの指定清掃業者等との契約を除いた競争性のある契約全てについ

て、732件を一般競争入札（不落随契となったものを含む。）に付しました。 

 

 

 

 

○年金個人情報を取り扱う外部委託については、261 契約全件に全省庁統一資格の本

来等級以上の等級を適用するとともに、調達委員会において業務品質を確保するた

めに事業者の履行能力を見極める必要があると判断された 50 契約全てについて総

合評価落札方式を適用しました。 

  

 

 

 

③ 調達委員会による事前審査等 

 

 

○調達手続の適正化のため、事業

担当部署への研修を定期的に実施

し、調達関係諸規程等の適正な取

扱の徹底に努めました。 

 

 

 

 

○競争性のある契約について、競

争入札に付すことを徹底しまし

た。また、年金個人情報を取り扱

う外部委託については、全省庁

統一資格の本来等級の適用の原

則化、業務品質を確保するため

に事業者の履行能力を見極める

必要があるものは、総合評価落

札方式を適用し業務品質の向上

に努めました。 
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・ 調達委員会において、公正性及び

効率化の観点から、年度を通じた調

達の進行管理を行うとともに、業務

の正確性とサービスの質の重視及

び事業リスクの観点も踏まえ、入札

方式、参加資格、調達単位、コンテ

ィンジェンシープラン等について、

一定額以上の調達案件の事前審査

等を行う。 

・ 調達委員会の審査を経た調達計

画に基づき年間の調達計画額を定

めるとともに、総合評価落札方式を

適用するものを除く競争性のある

契約について、当該計画額の 10％

以上を削減することを目指す。 

 

④ 複数年契約等合理的な契約形態の活用 

業務の効率化及び業務品質の維持・

向上を図る観点から、年度毎に仕様内

容を変更することが無いと判断され

る長期契約が可能な調達案件などに

ついて、複数年契約等合理的な契約形

態を活用し、業者が受託しやすい環境

の整備に努める。 

また、業者の履行能力に問題が生じ

ることがないよう、必要に応じて調達

単位を適切に分割する。 

○年度当初に年間調達計画額を定めて調達実績の状況を定期的に把握し、調達委員会

において報告・審査するなど進捗管理を行うとともに、一定額以上の調達案件につ

いては、調達委員会等において、入札方式、参加資格、調達単位、コンティンジェ

ンシープラン等について審査を行いました。 

 

 

 

 

 

○調達委員会の審査を経た調達計画に基づき年間の調達計画額を定めるとともに、少

額の随意契約の場合も入札に準じてホームページに見積公告を掲載するなど、調達

業務における競争性・透明性の確保及び業務の正確性とサービスの質の向上を図り

つつコスト削減に努め、総合評価落札方式を適用するものを除く競争性のある契約

について年間調達計画額（約 34,332 百万円）からの削減額は約 9,820 百万円、削

減率は 28.6％となりました。 

 

④ 複数年契約等合理的な契約形態の活用 

○複数年契約を積極的に活用し、建物賃貸借、業務委託及びシステム関係の保守業務

等、令和２年度は 854 件の複数年契約を締結しました。また事前の情報提供依頼

（ＲＦＩ）も参考に、調達単位を適切に分割するなど、業者が受託しやすい契約と

なるよう努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○調達委員会等において、入札方式

の妥当性などの調達の適正化、透

明性の確保及び業務の正確性と

サービスの質の向上を図りつつ

コスト削減に努め、削減率は目標

の 10％を上回りました。 

 

 

○複数年契約等合理的な契約形態

を活用するなど業者が受託しや

すい環境の整備に努めました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

２．個人情報の保護 

お客様の大切な個人情報（年金個人情

報及び特定個人情報（マイナンバー））

を確実に保護し適切に管理するため、以

下の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 組織面の対策 

・ 情報セキュリティ対策を一元的に

管理するための「日本年金機構情報管

理対策本部」、その下で情報セキュリ

ティ対策等を実施するための情報管

理対策室及び情報セキュリティイン

シデントへ即応するための機構ＣＳ

ＩＲＴを十分に機能させることによ

り、情報セキュリティ対策に必要な体

制を引き続き確保する。 

 

２．個人情報の保護 

○情報セキュリティ対策の強化に当たっては、厚生労働大臣の業務改善命令（平成 27

年９月）を踏まえて策定した「業務改善計画」（同年 12月）に沿って、組織面、技

術面及び業務運営面の取組を進め、再発防止のために必要な対処を行ってきたとこ

ろですが、令和２年度においては、この業務改善計画に基づき構築した共有フォル

ダやインターネット環境について、適切な運用、継続的な研修・点検等を情報セキ

ュリティ対策推進計画に基づき実施しました。 

また、令和元年度に構築した継続的・自律的なマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサ

イクル）の運用を開始し、監査や自己点検、教育、情報セキュリティリスク分析評

価、情報セキュリティインシデント対応等の取組を通じて検出した情報セキュリテ

ィに関する課題を一元的に管理し、横展開する運用を確実に行いました。 

 

 

 

 

(1) 組織面の対策 

○情報管理対策本部においては、機構の情報セキュリティの方針決定や進捗確認を行

ってきたほか、外部の機関による監査等で明らかになった課題への対応策をまとめ

るなど、情報セキュリティ対策の継続・強化を推進してきました。 

また、機構と厚生労働省の役職員を構成メンバーとする「情報セキュリティ対策連

絡会議」及び「情報セキュリティ対策連絡会議ワーキンググループ」において、機

構の情報セキュリティに関する課題を共有しました。 

○情報管理対策室は、情報セキュリティ強化に関する関係部署への指示及び総合調整

を行うとともに、業務改善計画に基づいて設置した年金個人情報等専用共有フォル

ダ、インターネット環境等の適正な運用を確保するための取組を推進してきまし

た。 

 

○情報セキュリティ対策の強化に

当たっては、「業務改善計画」に

沿って進めてきた、組織面、技術

面及び業務運営面のそれぞれの

取組を維持・継続し、再発防止の

ために必要な対処を行ってきま

した。また、令和元年度に構築し

た継続的・自律的なマネジメン

トサイクル（ＰＤＣＡサイクル）

の運用を開始し、情報セキュリ

ティに関する課題を一元的に管

理し、横展開する運用を確実に

行いました。 

 

 

○情報管理対策本部、情報管理対

策室及び機構ＣＳＩＲＴの体制

を維持し、情報セキュリティ対

策の強化を図りました。 

○また、最高情報セキュリティア

ドバイザー及び情報セキュリテ

ィ対策支援業者の体制を維持

し、専門的・技術的な知見に基づ

く助言を受けることにより、情

報セキュリティ対策の強化を図
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・ 情報セキュリティ対策を確実に実

施するとともに新たな脅威に対応す

るため、助言等を行う高度な専門的知

見を有する者（又は機関）による業務

支援体制を引き続き確保する。 

 

 

 

 

 

・ 大規模拠点における情報セキュリ

ティ体制強化のため、情報セキュリ

ティ点検業務等に従事する管理業務

専任役の拡充を図る。 

 

 

 

(2) 技術面の対策 

・ 年金個人情報等専用共有フォルダ

について、引き続きインターネット環

境及び共通事務システム領域からの

遮断を徹底し、窓口装置からのアクセ

スのみに限定した上で、保存するファ

イルを自動で暗号化する。 

 

 

 

○機構ＣＳＩＲＴは、担当職員のインシデント対処スキルの向上を目的として、厚生

労働省と機構による合同訓練を実施したほか、内閣サイバーセキュリティセンター

（ＮＩＳＣ）及び情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が主催する各種研修への参加や機

構内研修を実施しました。 

また、情報セキュリティインシデントへの対処手順について、個人情報漏えいが疑

われる際の報告基準の明確化、お客様の声によって判明した場合の手順の明確化等

の見直しを行いました。 

○最高情報セキュリティアドバイザー及び情報セキュリティ対策支援業者から専門

的・技術的な知見に基づく助言を受けることにより、情報セキュリティ対策の強化

を図りました。 

○大規模拠点における情報セキュリティ対策強化のため、情報セキュリティ点検業務

等に従事する職員（管理業務専任役）を平成 30年４月以降配置し、逐次拡充を図

っています。 

・平成 30年度：27拠点配置 

・令和元年度：38拠点配置 

・令和２年度：45拠点配置  （参考）令和３年４月１日：54拠点配置 

 

(2) 技術面の対策 

○年金個人情報等専用共有フォルダについて、引き続きインターネット環境及び共通

事務システム領域からの遮断を徹底しています。また、新型コロナウイルス感染症

の対応として、政府基本方針に基づくテレワークの推進に当たっては、セキュリテ

ィ面を重視し、機構本部における年金個人情報を取り扱わない企画・管理系業務に

限定し、テレワークの仕組みを構築した上で、出勤の縮小を図りました。なお、導

入に当たっては、日本年金機構情報セキュリティポリシーを遵守した上で、テレワ

ーク特有の情報セキュリティリスク対策（多要素認証機能、閉域網を利用した上で

の通信の暗号化、シンクライアント型の端末の利用、端末紛失や盗難への注意等）

を実施し、必要な安全管理措置を講じました。 

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大規模拠点において、情報セキ

ュリティ点検業務等に従事する

職員の配置を拡大し、情報セキ

ュリティ対策の拡充を図りまし

た。 

 

 

 

○情報システムの独立性及び完全

性を確保するため、引き続き基

幹システム及び共通事務システ

ムの領域についてインターネッ

ト環境からの分離を徹底しまし

た。 

○政府基本方針等を踏まえ、可搬

型共通事務端末を機構本部に導

入し、テレワークの実施に係る
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・ 年金個人情報等専用共有フォルダ

及び事務共有フォルダについて、ア

クセス権限の設定状況等、定期的に

運用状況を点検・確認するとともに、

長期間使用していない不要なファイ

ルを自動削除する運用を引き続き実

施する。 

 

 

 

・ 外部専門家が行うリスク分析評価

及び脆弱性診断等について、外部か

らの脅威に加え、内部の脅威に対応

する視点でも実施し、その結果を踏

まえて、有効な対策を講じる。 

 

 

・ インターネットサービスである「ね

んきんネット」について、セキュリテ

ィレベルをより高度化するために経

常的にログを監視する新たな機能の

実用化を図る。 

・ インターネットを利用した年金相

談予約などサービスの拡大に向け

て、情報セキュリティ面での対策に

 

 

○年金個人情報等専用共有フォルダ及び共通事務共有フォルダの運用に当たっては、

その適切な運用を確保するために策定した共有フォルダ等運用要領に基づき、毎

月、情報セキュリティ責任者において、共有フォルダ内の重要な情報を含むファイ

ルへのアクセス権の設定の状況等について点検し、その結果を機構本部に報告する

とともに、引き続き職員への意識付けを徹底してきました。令和２年４月からは、

重要情報が保存されている長期保存フォルダ内のファイルを監視し、その更新情報

の改ざん等がないことを週次で確認する仕組みを構築しました。  

また、不要なファイルの削除を徹底するため、最終更新日から２年を経過したファ

イルの自動削除を令和２年９月及び 12 月並びに令和３年３月に実施しました。な

お、ファイルの自動削除については、今後も四半期ごとに実施していきます。 

○情報セキュリティリスク分析評価については、外部の専門家を活用して、内部不正

対策を加味したリスクシナリオを想定し、統制目標を設定した上で、記録管理シス

テム、ねんきんネット等を対象として実施したところですが、検出事項について

は、対策導入計画を策定し、更なる改善に向けて取り組んでいます。脆弱性診断に

ついては、外部の専門家を活用して、インターネットに接続しているシステム等を

対象に実施したところですが、追加対策の実施が必要なリスクは検出されませんで

した。 

○ねんきんネットについて、令和元年度に導入したセキュリティイベントの発生をよ

り早期に検知する仕組み（ＳＩＥＭ）に基づく試行運用の結果を踏まえて、令和３

年１月から、常時監視する体制としました。 

 

 

○非対面型の年金セミナー、年金制度説明会及び年金委員研修の実施に向けて、イン

ターネット専用端末に導入したＷｅｂ会議ツールを利用する際の通信の暗号化や

アカウント管理等の情報セキュリティ面での対策を検討し、令和３年２月から運用

安全管理措置を講じ、適切に運

用しました。 

○共有フォルダについて、検疫Ｐ

Ｃによる入口対策を徹底の上、

点検やファイルの自動削除な

ど、要領に基づく運用を徹底し

ました。 

 

 

 

 

 

○情報セキュリティリスク分析評

価・脆弱性診断について、計画ど

おりに実施しました。 

 

 

 

 

○ねんきんネットについて、セキ

ュリティイベントの発生をより

早期に検知する体制を確立しま

した。 

 

○非対面型の年金セミナー等で利

用するＷｅｂ会議ツールの試行

運用及びインターネットを利用
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ついて、検討を進める。 

 

 

 

 

 

(3) 業務運営面の対策 

・ 情報セキュリティポリシーなどの

情報セキュリティに係る諸規程等に

ついては、政府機関等の情報セキュリ

ティ対策のための統一基準等の動向

や情報セキュリティリスクの評価結

果を踏まえ、速やかに実効性のある改

正を行う。 

・ 役職員が情報セキュリティ対策及

び個人情報保護の重要性を認識し、そ

れぞれの役割に応じた責務を果たす

ことができるよう、情報セキュリティ

研修及び個人情報保護・マイナンバー

に関する研修を定期的・継続的に実施

する。また、情報セキュリティ研修の

成果については、理解度テストや自己

点検、模擬訓練により検証する。 

 

 

 

 

を開始しました。 

また、インターネットを利用した年金相談予約の実施に向けて、ＳＩＥＭを活用し

た監視の実施など情報セキュリティ面での対策を検討し、令和３年５月からのサー

ビス開始に向けた準備を進めました。 

 

 

(3) 業務運営面の対策 

○令和２年度は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準等が改正され

ておらず、日本年金機構情報セキュリティポリシーについても改正すべき事由が発

生しませんでした。継続的・自律的なマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）

の運用に必要な事務処理手順等、各種手順書等については、情報セキュリティ対策

の明確化等の観点から、機構の運用実態に則するよう、必要な改正を実施しまし

た。 

 

○情報セキュリティ関係諸規程及び情報セキュリティの重要性を理解させるととも

に、適切な情報セキュリティ水準の維持を図るため、各拠点において、全職員及び

派遣職員を対象とした情報セキュリティ研修を計２回（令和２年４月～８月、令和

２年 11月～12月）実施しました。また、役員を含む幹部職員を対象とした情報セ

キュリティ研修を令和２年 11月に実施しました。 

個人情報保護・マイナンバーに関する研修は全職員及び派遣職員を対象に令和２年

４月から８月にかけて実施しました。 

○情報セキュリティ研修の成果を検証するため、同研修実施後の令和２年８月及び令

和３年１月に情報セキュリティ理解度テストを実施しました。また、実効性の高い

点検が実施できるよう、情報セキュリティ等に関して毎月内容が変わるテスト形式

の設問を取り入れた自己点検を実施するとともに、標的型メール攻撃対処訓練等の

模擬訓練を下記のとおり実施しました。なお、研修教材は、照会が多い事項、理解

度テスト及び自己点検の結果等を反映して適宜見直しを行うとともに、管理職とし

した年金相談予約について、実

施に向けて情報セキュリティ対

策を確保しました。 

 

 

 

 

○各種手順書等は、情報セキュリ

ティ対策の明確化等の観点か

ら、機構の運用実態に則するよ

う、必要な改正を実施しました。 

 

 

 

○全役職員及び派遣職員に対し

て、情報セキュリティ研修や個

人情報保護・マイナンバーに係

る研修の実施、研修後の理解度

テスト、自己点検を確実に実施

することで、情報セキュリティ

対策の重要性及びその役割に応

じた責務の周知徹底を図りまし

た。併せて、研修教材の工夫や見

直しを実施しました。 
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・ インシデント発生時に、各自が情報

セキュリティインシデント対処手順

書等に定められた役割、責任、権限に

基づき、迅速かつ適切な対応がとれる

よう、関係機関・システム運用委託先

との連携体制、内部の指揮命令・連絡

体制等を確立するとともに、実践的な

訓練や研修等を行う。 

・ 各拠点で発生した個人情報に関す

る事案の背景や原因を分析した情報

を研修資料に反映し、その教訓を活か

した再発防止策を徹底する。 

 

・ 継続的・自律的なマネジメントサイ

クル（ＰＤＣＡサイクル）を確立する

ため、外部監査の結果や自ら発見した

課題等を主体的に管理し、能動的に横

展開する運用を確実に行う。 

 

 

て実施すべき情報セキュリティ対策を取りまとめた「情報セキュリティ管理職ハン

ドブック」を逐次更新しました。 

○役職員の情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、標的型メール攻撃対処

訓練を令和２年 11 月 27 日に実施しました。この標的型メール攻撃対処訓練にお

いて職員に求められる対応が適切にできていなかった者に対する２回目の訓練を

令和３年１月 28日に実施し、フォローアップを行いました。 

 

○見直し後の情報セキュリティインシデント対処手順に基づく対応が徹底されてい

ることを確認するため、媒体紛失事案を想定したエスカレーション訓練を令和２年

８月 20 日から 28 日にかけて実施しました。これらのエスカレーション訓練にお

いて見直し後の手順に基づく対応が適切にできていることを確認しました。 

 

 

 

 

○各拠点で発生した個人情報の漏えい、滅失、き損、誤廃棄等の不適正管理事案に関

して、発生原因の分析結果について、全拠点への周知及び個人情報保護研修資料へ

の取込みにより、職員に対するルールの再教育及び委託業者等の指示・手順の順守

状況の確認など再発防止策を徹底しました。また、特定個人情報の送付に関する適

切な取扱についても全拠点に改めて周知・徹底を行いました。 

○令和元年度に構築した継続的・自律的なマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）の運用に必要な事務処理手順を定めた上で、令和２年５月から運用を開始し、

監査や自己点検、教育、情報セキュリティリスク分析評価、情報セキュリティイン

シデント対応等の取組を通じて情報セキュリティに関する課題を検出し、一元的な

管理、横展開する運用を確実に行いました。 

 

 

 

 

○職員の情報セキュリティに対す

る意識向上を図るため、業務上

メール利用頻度が高い職員を対

象に標的型メール攻撃対処訓練

を実施しました。 

○見直し後の情報セキュリティイ

ンシデント対処手順に基づく対

応が徹底されていることを確認

するため、エスカレーション訓

練を実施しました。 

 

 

 

○個人情報の不適正管理事案に関

しては、その発生原因の分析結

果を全拠点に周知し、研修資料

に反映させて、その再発防止策

を徹底しました。 

○令和元年度に構築した継続的・

自律的なマネジメントサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）の運用を

開始し、情報セキュリティに関

する課題を一元的に管理し、横

展開する運用を確実に行いまし

た。 
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(4) 年金個人情報を取り扱う外部委託の

適正な管理 

業務の効率化を追求しつつ、個人情報

の保護、業務の正確性及びサービスの質

の向上を重視するという視点に立って、

調達・外部委託管理ルールの徹底を図

る。（Ⅱ－２．(2)参照。） 

 

(5) 監査によるチェック 

① 内部監査 

・ 個人情報保護に関する取組につ

いて、適切性を確認する監査を行

う。 

 

 

 

・ 外部委託先における情報セキュ

リティ対策の実施状況・個人情報の

管理状況及び事業担当部署による

管理・指導状況の適切性を確認する

監査を行う。 

 

 

 

 

 

 

(4) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理 

 

※取組状況については、Ⅱ－２－（２）に記載。 

 

 

 

 

 

(5) 監査によるチェック 

① 内部監査 

○各拠点及び本部各部署における情報セキュリティ対策の実施状況及び個人情報の保

護・管理状況を業務検査で確認するとともに、本部関係部署に対して情報セキュリテ

ィに関する以下の監査を実施しました。 

・情報セキュリティ研修・情報セキュリティインシデント対応訓練の実施状況に係

る監査 

・日本年金機構情報セキュリティポリシーと諸規程等の整合性確認に係る監査 

○個人情報等を取り扱う以下の外部委託業務について、受託事業者に対する情報セキ

ュリティ対策の実施状況、個人情報の保護・管理状況の適切性に関する監査及び事

業担当部署に対する諸規程等に基づく管理・指導状況の適切性に関する監査を実施

しました。 

（外部委託先及び管理監査を実施した契約案件） 

・健康保険・厚生年金保険適用関係届書被保険者情報等の媒体収録等業務 

・公的年金等の扶養親族等申告書の作成及び発送準備業務 

・年金返納金債権の債務者調査に係る照会文書作成等業務 

・電子媒体等による処理結果一覧表等の作成業務 

・国民年金保険料還付金等の振込通知書の作成及び発送準備業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報セキュリティ対策及び個人

情報保護の取組に関して、各拠

点及び本部の部署における状況

を確認する監査を実施し、発見

した検出事項については改善対

応を求めました。 

○外部委託先における情報セキュ

リティ対策の実施状況及び個人

情報の保護・管理状況、事業担当

部署による管理指導状況を確認

する監査を実施し、発見した検

出事項について、外部委託受託

事業者及び事業担当部署に改善

対応を求めました。 
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② 外部専門家による監査 

・ 外部専門家による監査を実施し、

個人情報保護に関する取組に対す

る技術面の対応について、妥当性等

の確認・評価を行う。 

・国民年金保険料クレジットカード納付額通知書外１点の作成及び発送準備業務 

・第１コールセンターにおける年金電話相談等業務 

・第２コールセンターにおける年金電話相談等業務 

・第３コールセンターにおける年金電話相談等業務 

・国民年金及び厚生年金保険の適用業務等に関する年金電話相談等業務 

・予約受付専門ダイヤルにおける電話対応業務 

 

② 外部専門家による監査 

○「情報セキュリティ管理基準」（平成 28 年経済産業省告示第 37 号）を基準とし

て、業務改善計画に基づく必要な情報セキュリティ対策（技術面）の強化及び改善

が適切に行われていることを確認・評価するため、独立した外部の専門家による以

下の監査を実施しました。 

・情報セキュリティリスク分析・評価に対する監査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務改善計画に基づく、情報セ

キュリティ対策の技術面の対応

について、外部の専門家による

監査を実施し、業務改善計画及

び情報セキュリティ対策推進計

画に照らし適切であることを確

認しました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

３．文書管理及び情報公開 

 

(1) 文書の適正管理 

① 画像データの原本としての管理に

向けた対応 

ア 経過管理・電子決裁サブシステム

で画像化された届書等の文書につ

いて、画像データを原本として適正

に管理するための方法等について

検討を行う。 

イ 経過管理・電子決裁サブシステム

の対象届書以外の届書等の文書に

ついて、画像データを原本として管

理することの可否について検討を

行う。 

 

② 電子申請等への対応 

電子申請や電子媒体で提出された

届書等の電子データ（ＣＳＶデータ

等）を原本として適正に管理するため

の方法等について検討する。 

 

③ 保存期間の見直し 

お客様からの申請書類など年金記

録や年金額に関係する文書の保存期

間について、制度上必要となる期間を

３．文書管理及び情報公開 

 

(1) 文書の適正管理 

① 画像データの原本としての管理に向けた対応 

○電子データを中心とした文書管理手法の確立に向けた取組の検討等を進めるとと

もに、文書の取得・作成から廃棄に至るまでのライフサイクルを適切に管理する

ための課題・対処方針の整理を進めました。 

・現在、主な紙届書は経過管理・電子決裁サブシステムにより画像化・データ化し

た上で、システム上で審査・原簿更新処理を行っていますが、文書保存の観点で

は、画像データと併せて、補正情報を含む入力データを保持する必要があるため、

両データを適正に管理・保存するための要件に係る調査・確認を進めました。同

時に政府において電子データによる原本管理等に係る議論が行われているため、

引き続き状況を注視しながら、経過管理・電子決裁サブシステムの対象届書以外

の届書等の文書を含めて原本管理等に係る課題や方向性の整理を進めています。 

 

 

② 電子申請等への対応 

○電子媒体や電子申請の届書データについても、画像データ等と同様に、適正に管

理・保存するための要件に係る調査・確認を進めるとともに、電子申請における申

請データの適正管理の向上施策として、機構が受領した申請データの写しを返却

し、申請者に確認いただく仕組みの構築について検討を進めています。 

 

③ 保存期間の見直し 

○実質的に永年保存となっているお客様からの申請書類など年金記録や年金額に直

接関係する文書について、長期保存による実務上の課題やコスト等を整理しつ

つ、制度上保存が必要となる期間等を引き続き検討するとともに、処理済みの紙

 

 

 

 

○お客様から提出される届書等の

文書について、業務実態を踏ま

え、機構として保存すべきデー

タ等の課題や方向性の整理を進

めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○引き続き、長期保存に向けた文

書の適正かつ効率的な管理方法

について、政府における検討状

況も注視し情報収集を行いなが

ら、検討を進めています。 

 

○年金記録や年金額に直接関係す

る文書以外の文書については、

引き続き適切な廃棄を推進して
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改めて検討し、その結果を踏まえ、必

要な規程改正等を行う。 

 

 

 

 

 

(2) 情報公開の推進 

法令等に基づく情報公開に適切に対

応するとともに、お客様の視点に立った

情報公開を行うため、業務運営の状況や

目標の達成状況、組織や役員に関する情

報などを分かりやすい形で広く適切に

公開する。 

① 事務処理誤り等の公表 

お客様の権利に影響するような事

件・事故、事務処理誤り等に関し、「日

本年金機構情報開示規程」等に基づ

き、開示の手続や事務処理誤りの月

次・年次の公表等を適切に実施する。 

 

 

② 業務運営に関する情報の公表 

日本年金機構法に基づき公表が義

務付けられている業務方法書、役員制

裁規程、職員制裁規程、事業計画等や

日本年金機構の個別規程にて公表す

届書や電子媒体の適正かつ効率的な保存に係る方策の調査や対応方針の整理を進

めています。 

・年金記録や年金額に直接関係する文書以外の文書については、該当文書の画像を

拠点に提供し廃棄可否の判断を容易にするとともに、保存期間が満了した文書に

ついて廃棄を推進するよう改めて指示し、廃棄状況の報告を求め把握していま

す。 

 

(2) 情報公開の推進 

 

 

 

 

 

 

① 事務処理誤り等の公表 

○日本年金機構情報開示規程に基づき、事務処理誤りの月次・年次（９月）の公表を

行いました。 

 

 

 

 

 

② 業務運営に関する情報の公表 

○日本年金機構法に基づき公表が義務付けられている事業計画等の情報及び個別規

程にて公表することとしているお客様の声の主な内容等の情報について、適時適切

に公表を行いました。また、それらの必要な情報が適時適切に公表されているか確

認を行い、確認結果を常勤役員会に報告しました。 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本年金機構情報開示規程に基 

づき、毎月事務処理誤りの公表 

を行うとともに、年次で前年度 

に公表した事務処理誤りの集 

計、点検・分析結果等について公 

表を行いました。 

 

 

○公表に当たっては、必要な情報 

が適時適切に公表されているか 

確認を行い、その確認結果を常 

勤役員会に報告しました。 
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ることとしているお客様の声の主な

内容及び反映状況、役職員の制裁の状

況、契約に関する情報などが適切に公

表されているか確認を行うとともに、

確認結果を常勤役員会に報告する。 

 

③ 年次報告書（アニュアルレポート）の

作成・公表 

日本年金機構がこれまで取り組ん

できた課題への対応状況や業務運営、

組織及び報酬等の役員に関する情報

等について、お客様目線で、より分か

りやすく見やすく取りまとめた年次

報告書（アニュアルレポート）を作成

し、お客様が容易に閲覧できるよう、

機構ホームページへの掲載、年金事務

所等の窓口への設置及び市区町村等

の関係機関への配布を行うとともに、

地域年金展開事業等において活用を

図る。 

 

 

 

 

 

 

③ 年次報告書（アニュアルレポート）の作成・公表 

 

○アニュアルレポートについては、単年度（令和元年度）の業務実績だけでなく、令

和２年度の重点取組施策や新型コロナウイルス感染症への対応状況等について掲

載するとともに、図や表をできるだけ多く用いることで、分かりやすく見やすくな

るよう取りまとめ、令和２年 11月に公表しました。 

○また、アニュアルレポートについては、昨年度と同様に、ホームページに掲載する

ほか、本部から事務連絡を発出し、各拠点（年金事務所・年金相談センター（オフ

ィス）等）や市区町村、ハローワーク等へ配布するとともに、各拠点については窓

口等のお客様の目につきやすい場所に冊子を設置するようにしました。 

更に年金事務所から年金委員へ冊子を配布し、年金委員の委嘱活動や年金セミナ

ー、年金委員研修等の地域年金展開事業における活用を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○単年度の業務実績だけでなく、

令和２年度に機構が取り組んで

きた取組等について掲載し、お

客様目線で分かりやすく見やす

くとりまとめ、公表しました。 

○アニュアルレポートは、ホーム

ページに掲載するほか、年金事

務所等の窓口に設置し、また、市

区町村や年金委員、ハローワー

ク等に配布するとともに、年金

委員の委嘱活動や年金セミナー

等、地域年金展開事業において

も積極的に活用するよう指示し

ました。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

４．人事及び人材の育成 

制度を実務にすることをミッション

とした実務機関としての業務の安定

性・確実性の確保に重点を置く人事を

実現するとともに、機構全体やお客様

に貢献する職員を高く評価する評価体

系を構築することで、国民の年金を確

実に守り信頼に応える人材を育成す

る。 

 

(1) 人事方針、人材登用 

安定的かつ確実な組織運営体制を確

保する人事制度の確立に向けて、以下

の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．人事及び人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人事方針、人材登用 

○制度を実務にすることをミッションとした実務機関としての業務の安定性・確実性

の確保、組織力強化に重点を置く人事を実現し、組織一体となって基幹業務を推進

するため、以下の取組を実施しています。 

 ・事務センター改革による年金事務所及び本部への正規雇用職員のシフト 

給付審査業務の年金事務所への移管、事務センター専任職員の創設による事務セ

ンタービジネスモデルの確立により、平成 29年度から合計 603人（うち令和３年

４月は 121 人）の正規雇用職員のシフトを行いました。今後も事務センター専任

職員の定着の状況や業務の効率化等を踏まえ、更に正規雇用職員のシフトを行う

計画としています。 

   

 【正規雇用職員のシフト状況】 

区分 
シフト人数 

令和３年４月１日現在 令和２年４月１日現在 平成３１年４月１日以前 合計 

正規雇用職員 121人 119人 363人 603人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○組織力強化の観点から、事務セ

ンター改革による効率化等を

踏まえ、正規雇用職員のシフト

を行いました。 
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 【事務センター専任職員配置状況】 

区分 
配置人数 

令和３年４月１日現在 令和元年 10月１日現在 

事務センター専任職員 826人 795人 

 

・専門職制度の導入・拡大 

高い専門性が求められる年金給付分野及びシステム分野には、専門職制度の導入・

拡大を行い、合計 428人を配置しました。 

 

 

 

【専門職配置状況】 

区分 
配置人数 

令和３年４月１日現在 令和２年４月１日現在 平成３１年４月１日現在 

年金給付専門職 373人 356人 301人 

システム専門職 55人 53人 48人 

合計 428人 409人 349人 

 ※専門職の配置人数には、上席年金給付専門職、上席システム専門職を含む。 

 

・高年齢者層（60歳以上層）の活用及び無期転換職員の拡大 

高年齢者層（60歳以上層）については、知識・経験を活かし活躍できる業務分野の

拡大を進め、情報セキュリティの点検業務など専門的な知識・経験が求められる業

務には 141 人配置し、職員の専門性に応じた活用を図っています。また、無期転換

職員については 3,485 人から 3,826 人まで拡大するとともに、無期転換する仕組み

の見直しを進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

○高い専門性が求められる年金

給付分野及びシステム分野に

は、引き続き年金給付専門職及

びシステム専門職を配置しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○専門的な知識・経験が求められ

る業務には、管理業務専任役等

を配置しました。 

○無期転換職員の拡大を行うと

ともに、無期転換する仕組みの

見直しを進めました。 
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① 安定的かつ確実な組織運営に向け

た人事 

・ 組織活性化のため引き続き適材

適所の人事配置を行う。 

・ 基幹業務の取組強化等に伴う組

織の見直しを踏まえて、資格と職

責のあり方について見直しを行

う。 

 

・ 全国拠点網を安定的に維持・運営

するための全国異動を行うととも

に、人事部と現場に近い地域部、事

業推進役との連携を強化し、組織

の一体化を進めるための本部・現

場間の人事異動を引き続き実施す

る。 

 

【エルダー職員配置状況】 

区分 
配置人数 

令和３年４月１日現在 令和２年４月１日現在 平成３１年４月１日現在 

管理業務専任役 60人 49人 40人 

人材育成指導員 14人 9人 ― 

公権力行使業務 25人 20人 12人 

返納金債権業務 42人 40人 40人 

合計 141人 118人 92人 

 

① 安定的かつ確実な組織運営に向けた人事 

 

○組織活性化のため、職員の意向、経験業務、適性等を踏まえた人事配置を行いまし

た。 

○厚生年金保険に係る本部専門組織の改編等に伴い、資格と職責の見直しを実施しま

した。 

また、拠点のＧ級ポストに引き続き地方出身の本部部長級の職員を配置しました。 

【機構の資格】Ｇ：ゼネラルマネージャー職群、Ｍ：マネージャー職群、 

Ｃ・Ｓ：一般職群 

○全国拠点網を安定的に維持・運営するため、人事ヒアリングに加え地域部・事業推

進役と連携し、各拠点の状況把握を行い、拠点相互間の全国異動を引き続き行うと

ともに、組織一体化と制度と実務に強い人材を育成する観点から本部・拠点間の人

事異動を促進しました。 

 

 【人事異動状況】 

区分 
全国異動経験者 

令和２年 10月 （参考：令和元年 10月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○組織活性化を図るため適材適

所の人事配置を行いました。 

○組織の見直しに伴い、資格と職

責の見直しを実施しました。 

 

 

 

○組織一体化を進めるため本部・

拠点間の人事異動を促進しま

した。 
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・ 人事部による職員との個別面談

及び地域部との連携強化により、

意欲と伸びしろのある職員を発掘

し、本部業務を経験させる等、人を

育てる人事配置を行う。 

 

 

 

 

② 専門人材・基盤的な人材の人事体

系の構築 

・ 特に高い専門性が求められる分

野の業務を長期に担当する職員を

選抜するため、キャリアと評価を

リンクさせたデータベースの構築

に着手し、専門分野に精通した職

員を育成するためのキャリアパス

の仕組みについて検討する。 

・ 給付業務の安定した事業実施体

制の確立のため給付業務正規職員

の配置の拡大を図る。 

全国異動 8,705人（78.9％） 8,693人（79.0％） 

本部・拠点間異動 2,959人（26.8％） 2,857人（26.0％） 

（※）（ ）は正規雇用職員総数（勤務場所を限定している「給付業務正規職員」を除

く）に対する割合 

 

○人事ヒアリング（個別面談）については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止の観点から、対面からテレビ会議システムによる面談に変更して実施し、職員の

人物像や生活環境を把握するとともに、職員に求められる役割への意識の醸成を図

り、意欲と伸びしろのある職員の発掘、育成に努めました。 

○更に、現場・本部業務に精通した人材を確保する観点から、拠点の職員と接する機

会の多い地域部と人事部の連携を強化し、多面的な視点から人材を発掘し、現場の

業務に従事していた職員にも本部業務を経験させる等、人を育てる人事配置に反映

しました。 

 

② 専門人材・基盤的な人材の人事体系の構築 

 

○各分野において実績を残した職員を選抜することが可能となるように、キャリアと

評価をリンクさせたデータベースを構築し、人事異動に活用しました。 

 また、専門分野に精通した職員を育成するため、早期に得意分野を伸ばすことが可

能となるようなキャリアパスの仕組みについて検討を開始しました。 

 

 

 

○給付業務の安定した事業実施体制の確立に向け設置した給付業務正規職員への登用

試験を実施し、配置の拡大を行いました。 

 

 

 

 

 
 
 
 

○人事部による人事ヒアリング

に加え、地域部との連携強化に

より、多面的な視点から意欲と

伸びしろのある職員を発掘し、

人を育てる人事配置に反映し

ました。 

 

 

 

 

 

○各分野において実績を残した

職員を選抜するためのデータ

ベースを構築し、人事異動に活

用しました。 

 

 

 

○給付業務の安定した事業実施

体制の確立のため、給付業務正

規職員の配置の拡大を行いま
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③ 無期転換職員の拡大・活性化及び

有期雇用職員の活性化 

・ 無期転換職員について、専門性の

獲得など組織貢献意欲を高めるた

めの制度の充実を図る。また、有期

雇用職員について、研修制度等を

通じ能力向上の環境整備を図る。 

 

・ 事務センターの安定的な体制確

保のため、引き続き事務センター

専任職員を確保する。 

・ 無期転換職員の拡大・活性化を図

るため、優秀な有期雇用職員を早

期に無期転換する仕組み等につい

て検討する。 

・ スキルのある優秀な職員の安定

的確保を図るため、無期転換職員

及び有期雇用職員から正規職員へ

の登用を進める。 

 

 

 【給付業務正規職員配置状況】 

区分 
配置人数 

令和３年４月１日現在 （参考：令和元年７月１日現在） 

給付業務正規職員 120人 77人 

 

③ 無期転換職員の拡大・活性化及び有期雇用職員の活性化 

 

○無期転換職員について、専門性の獲得が可能となるように、担当業務別にテーマを

絞り、より実践的なカリキュラムの研修を実施しました。 

また、地域で実施する研修の講師業務を行う人材育成指導員を配置し、有期雇用職

員に対する研修実施の環境整備を進めました。 

 

 

○事務センターの安定的な体制確保のため、引き続き事務センター専任職員への登用

試験を実施し、配置を進めました。 

 ※事務センター専任職員の配置状況については、前述（１）に記載。 

※取組状況については、前述（１）に記載。 

  

 

 

○スキルのある優秀な職員の安定的な確保のため、有期雇用職員及び無期転換職員を

対象とした正規雇用職員への登用試験を実施し、令和２年 10 月に 58 人を登用しま

した。また、給付業務正規職員への登用試験を実施し、令和２年４月に 47人を登用

しました。 

した。 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

○無期転換職員の専門性の獲得

が可能となるよう担当業務別

の研修を実施しました。 

また、有期雇用職員に対する研

修実施の環境整備を進めまし

た。 

○事務センターの安定的な体制

確保のため、事務センター専任

職員の配置を進めました。 
 
 

 

 

 

○無期転換職員及び有期雇用職

員からの正規雇用職員登用を

進めました。 
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④ 高年齢者層の活用 

・ 高年齢者層（60 歳以上層）の人

材について、エルダー職員制度の

充実の観点から、更に活用する分

野について引き続き検討する。 

 

・ 60 歳を超える職員の能力・経験

を活用するため、定年の 65 歳への

段階的な引き上げについて、具体

的なあり方を検討する。 

なお、その際、役職定年制度、エ

ルダー職員制度のあり方及び60歳

を超える職員の給与水準の適切な

設定など必要な措置を検討する。 

 

⑤ 女性の活躍推進 

・ 女性活躍推進のための一般事業

主行動計画に基づき、女性管理職

の育成及び登用を進め、年度末の

管理職比率について着実な増加を

目指す。 

・ これまで実施しているクラス別

研修に加え、女性のための健康管

理研修を実施する。 

 

・ 女性職員がより活躍できるよう

サポートチームによる支援を継続

④ 高年齢者層の活用 

○職員の知識、経験を活かして 60歳以降も活躍できるよう、事務センター専任職員に

ついて、エルダー職員制度を新たに設けました（令和３年４月現在で 23人配置）。 

○エルダー職員全体においては、令和３年４月現在で 1,136人配置しました。 

 ※専門的な知識・経験が求められる管理業務専任役等の配置人数については、前述

（１）に記載 

○定年の引き上げ等について、国家公務員の動向等を注視するとともに、他法人にお

ける高年齢者層の雇用に関する状況について確認を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 女性の活躍推進 

○女性管理職の育成及び登用を促進するため、管理職候補となる女性職員を対象とし

たキャリア面談の実施、内報誌による情報発信をサポートチームにより実施したほ

か、適材適所の配置に努めた結果、管理職比率は昨年同期を上回ることができまし

た。 

 

○また、育児休業等の職員の学習環境である通信研修「学びなおしプログラム」によ

り業務研修及び子育てサポートの情報を発信したほか、引き続き「働く女性の健康

管理研修」をテレビ会議研修にて実施し、女性が長く働き続ける取組を実施してい

ます。 

○女性管理職については、引き続き拠点長・地域部との情報連携を図り人材発掘を進

めています。 

 

○事務センター専任職員のエル

ダー職員制度を新設しました。 

 

 

 

○定年の引き上げ等について、国

家公務員の動向等を注視する

とともに、他法人における高年

齢者層の雇用に関する状況に

ついて確認しました。 

 

 

 

 

 

○女性職員を対象とした面談等

により、適材適所の配置を行

い、女性管理職比率が向上しま

した。 
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実施する。 

 

 

 

⑥ その他 

・ 管理職の負担軽減と若手育成の

ため、「課長代理」については引き

続き配置の拡大を図り、「主任」に

ついては拠点の実態を踏まえ、地

域部が指定する職員を配置する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 優秀な人材の確保 

将来の採用環境、現在及び将来の人

材ポートフォリオ等を総合的に勘案

し、計画的な採用を図る。 

・ 新規採用者の安定的な人材確保を

図るため、インターンシップの実施

やＷｅｂを活用したセミナー、採用

パンフレットの充実等の取組を強化

するとともに、公的年金業務の意義

【女性管理職比率】 

令和３年４月 （参考）令和２年４月 

14.6％ 14.1％ 

 

⑥ その他 

○次期管理職を育成するとともに、管理職の負担軽減を図る役割を担う課長代理を、

令和３年４月現在で 831 人に配置を拡大しました。特に年金給付審査業務の安定的

な体制確保のため、お客様相談室に重点的に配置しました。 

また、管理職及び課長代理等を補佐し、基幹業務を円滑に推進する役割を担う主任

については、地域部が指定する職員を令和３年４月現在で 1,863人配置しました。 

 

【課長代理・主任配置状況】 

区分 
配置人数 

令和３年４月１日現在 （参考：令和２年４月１日現在） 

課長代理 831人 805人 

主任 1,863人 1,870人 

 

(2) 優秀な人材の確保 

○これからの機構を担う人材や、地方拠点を支える人材等を確保するため、新卒採用

活動について、新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の採用活動が制限さ

れる中で、インターンシップやＷｅｂを活用したセミナーの実施等により公的年金

業務の意義や機構の業務内容等を理解してもらうとともに、より多くの学生に応募

してもらえるよう採用活動を行い、令和２年 10 月１日に 10 人、令和３年４月１日

に 364人が入構しました。 

また、27大学に対し個別にアプローチし、各大学との連携を深めることにより、優

秀な学生の紹介を依頼するなど、人材の確保に努めました。 

 

 

 

 

 

○管理職の負担軽減と若手育成

のため、課長代理の配置を拡大

するとともに、 

主任についても、引き続き職員

を配置しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○新卒採用活動体制を強化する

とともに、インターンシップ、

Ｗｅｂセミナー等を実施し優

秀な人材の確保に努めました。 
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について積極的に説明し、これを担

う意欲のある者を採用する。また、内

定者交流会の充実やＷｅｂを活用し

たネットワークにより、学生との積

極的な接触を図り、優秀な人材を確

保する。 

・ また、専門性が求められる調達分野

及びシステム分野等については、業

務体制の強化のため、外部人材を採

用する。 

 

 

・ 有期雇用職員の安定的な確保に向

けては、同一労働同一賃金の観点を

踏まえ、必要な処遇の見直しを実施

する。 

 

 

 

 

 

(3) 適正な人事評価制度の運用 

人事評価の公平性・公正性・納得性を

高め、厳正で明確な人事評価制度の運

用を図る。 

・ 人事評価制度について、組織力強化

の観点から成果・実績と取組姿勢・貢

 

 

 

 

 

 

○専門性が求められるシステム分野等の知識を有する人材確保に向け、機構ＨＰ及び

ハローワークでの募集に加え、転職サイトを活用した募集を実施し、システムの専

門性を持つ人材２人、監査の専門性を持つ人材３人の外部人材を採用しました。 

また、調達分野について、建築の専門性を持つ人材１人を採用しました。 

 

 

○有期雇用職員の安定的な確保に向けて、同一労働同一賃金の観点を踏まえ、有期雇

用職員に対する賞与支給月数について見直しを行いました。 

 

 

○厚生労働省「生活を守る」プロジェクトチームで示された「学生への支援」への取

組として、新型コロナウイルス感染症の影響により、内定の取消や、アルバイト収

入を失った学生等を特定業務契約職員として全国の事務センターで採用しました。

（令和３年３月末時点 116名採用） 

 

(3) 適正な人事評価制度の運用 

 

 

 

○組織力強化の観点から、拠点の一般職の人事評価に在籍する拠点の事業実績を反映

する仕組みを導入しました。 

 

 

 

 

 

 

○ＩＴガバナンスや内部監査機

能の強化を図るため、外部から

システムや監査の専門性を持

つ人材を採用したほか、調達分

野についても採用を行いまし

た。 

○有期雇用職員の賞与支給月数

について見直しを行いました。 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の

影響を受けた学生を積極的に

採用しました。 

 

 

 

 

 

 

○拠点の一般職の人事評価に在

籍する拠点の事業実績を反映
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献のバランスを見直し、職員の納得

性の高い評価のあり方を検討する。 

・ 求められる役割を認識させ、「気づ

き」の醸成による改善を促すため、低

評価が続いている職員を対象にキャ

リア開発プログラムを引き続き実施

する。 

 

 

 

 

 
 
 

・ 評価スキル向上のための評価者研

修を継続して実施する。 

 

 

 

・ 被評価者に対しては、若手・中堅職

員を対象とした集合研修を利用し

て、制度の理解とその定着促進を図

る。 

(4) 人材の育成 

制度と実務の双方に精通した人材を

育成するため、階層別・業務別研修の更

なる充実を図るとともに、高い専門性

を持った職員の育成や無期転換職員及

 

 

○意欲・実績ともに低い職員への対応として、同一等級で能力評価が通算４回以上Ｃ

評価以下となった者等、求められる役割を果たさず低評価が続いている職員 94 人

に対し、研修、指導、経過観察を含む「キャリア開発プログラム」を実施しました。 

研修については職員の自信と意欲に繋がるカリキュラムとし、テレビ会議システム

を活用して実施しました。 

 

 【キャリア開発プログラム実施状況】 

 令和２年度 （参考：平成元年度） 

受講者数 94人 75人 

 

○評価スキルの向上を図るため、人事評価の目的の再確認、評価者としての心構え、

人事評価作業の留意点等について、拠点長（所長、事務センター長）に対し、テレビ

会議システムを活用して評価者研修を実施しました。 

 

 

○人事評価制度の理解と定着促進を図るため、階層別研修（新入構員研修、正規雇用

登用時研修）に加えて、新たにＳ級からＣ級に昇格した職員に対し、テレビ会議シ

ステムを活用して被評価者研修を実施しました。 

 

(4) 人材の育成 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、集合研修による実施計画を

テレビ会議研修等へ変更のうえ、階層別研修・業務別研修・専門別研修を実施しま

した。制度と実務の双方に精通した人材の育成強化に取り組むとともに、専門性の

高い分野の人材や有期雇用職員を育成する研修の充実を図りました。 

する仕組みを導入しました。 

 

○低評価が続く職員に対して、キ

ャリア開発に繋がるプログラ

ムを実施しました。 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

○評価スキル向上を図る観点か

ら評価者研修を、評価制度の理

解と定着促進の観点から被評

価者研修をそれぞれ実施しま

した。 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症が

拡大する状況に対応し、実施方

法をテレビ会議研修等に変更し

て人材育成の強化に取組みまし
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び有期雇用職員に対する研修の強化を

進める。また、研修の質を向上させるた

め、講師となる人材の育成を強化する

とともに、講師体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

① 階層別研修・業務別研修の総合的

な見直し 

・ 階層別研修については、職責に求

められる役割を果たす人材を育成

するための研修を引き続き実施す

る。 

・ 業務別研修については、全職員

（無期転換職員、有期雇用職員含

む）を対象とした集合研修を引き

続き実施する。有期雇用職員につ

いて、研修体制、内容の充実を図

る。 

・ また、職員が集合研修の受講にと

どまらず、継続した学習を行うた

めの環境作りとして、研修教材の

Ｗｅｂ化を進める。 

 

【階層別研修実施状況】  

 令和２年度 （参考：平成元年度） 

延べ受講者数 2,975人  4,577人 

 

【業務別研修・専門別研修実施状況】 

 令和２年度 （参考：平成元年度） 

延べ受講者数 20,426 人 20,267 人 

 
（うち無期転換職員数） 3,353人 2,424 人 

（うち有期雇用職員数） 6,290人 6,522 人 

 

① 階層別研修・業務別研修の総合的な見直し 

 

○階層別研修については、職責に求められる能力開発のためのカリキュラムを設定し

研修を実施しました。テレビ会議システムで課題を発表させるなど、意識の向上に

努めました。 

 

○業務別研修については、引き続き全職員に対して実施し、職種や階層ごとの役割に

応じた研修カリキュラムとしました。有期雇用職員に対しては、業務経験に応じて

業務研修、スキルアップ研修の２段階の研修体系とし、内容の充実を図りました。 

 

 

 

○業務別研修の教材をベースとした年金制度説明資料を業務処理要領確認システム

（ＭＡＣＳ）へ搭載し、職員が継続的に学習できるようにしました。 

 

 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○階層別研修は、職責に求められ

る能力開発の研修を実施しま

した。 

 

○業務別研修については、無期転

換職員、有期雇用職員を含む全

職員に実施しました。 

 

 

 

○職員が業務処理要領確認シス

テム（ＭＡＣＳ）で、制度の学

習ができるようにしました。 
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② 専門人材の育成 

・ 高い専門性が求められる分野（年

金給付、徴収、調達、システム及び

情報セキュリティ）の研修につい

ては、外部講師、外部機関を積極的

に活用するなど、更なる質の向上

を図る。 

・ 年金相談窓口を担当する職員に

対しては、入門、基礎及び応用の各

研修を実施するとともに、職員の

レベルに応じたきめ細かい指導を

行う。 

 

③ 研修の質の向上 

・ 研修の質の向上及び効果的な研

修を行うため、講師には講師養成

研修を引き続き実施しスキルアッ

プを図る。 

・ 集合研修の更なる充実を図るた

め、知識と経験をもった優秀なエ

ルダー職員を研修講師に活用す

る。 

 

(5) 働きやすい職場環境の確立 

職員が、健康で、仕事と生活の両立が

できる働きやすい職場環境を確立する

 

② 専門人材の育成 

○高い専門性が求められる分野（徴収、調達、システム、情報セキュリティ）の研修

は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底のうえ、外部の研修機関や専

門講師を活用して実施しました。 

 

 

 

※取組状況については、Ⅰ－７－（１）－③に記載。 

 

 

 

 

 

③ 研修の質の向上 

○研修講師に対して、外部講師による講師養成研修を実施し、講師のスキル向上に努

めました。また、年金給付業務研修の講師を務める上席年金給付専門職に対しては、

統一教材や手順書を用いた講師養成研修を実施しました。 

 

○研修の体制強化のため、知識と経験をもったエルダー職員９人を人材育成指導員と

して配置し、有期雇用職員に対して研修を実施しました。 

  

 

 

(5) 働きやすい職場環境の確立 

○職員が、健康で働きやすい職場環境を確立するため、メンタルヘルス対策、ハラス

メント対策及び長時間労働の是正を中心とした取組を実施しました。 

 

 

○高い専門性が求められる職員

には分野ごとに専門の研修を行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講師養成研修等を実施し、講師 

の質の向上に努めました。 

 

 

○研修の体制強化のため、知識と

経験をもったエルダー職員を

人材育成指導員として活用し

ました。 

 

 

○職員の健康で働きやすい職場

環境を確立するための取組を
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とともに、働き方改革の更なる推進と、

メンタルヘルス対策、ハラスメント防

止対策等の取組を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

① メンタルヘルス対策 

「心の健康づくり計画」に基づく「４

つのケア」の実施のため、「職員の教

育研修」、「職場環境等の把握と改

善」、「メンタルヘルス不調への気付

きと対応」、「職場復帰における支援」

の取組を積極的に推進し、職員のメ

ンタルヘルス不調の発症や深刻な事

態の未然防止を図るとともに、病気

休職者の職場復帰を円滑かつ実効あ

るものとする。 

・ 拠点長等に対するラインケアを

実行させるための研修の充実や一

般職へのセルフケアの研修の充実

を図る。 

 

 

 

また、職員の健康管理対策として、日本年金機構健康保険組合と連携し、健康管理、

疾病予防及び健康づくりに取り組みました。 

 

 

○「日本年金機構における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を作成し、

ガイドラインに基づき感染防止対策を実施しました。 

○新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業に伴って子どもの世話

を保護者として行う必要がある職員の休暇制度を創設しました。 

 

① メンタルヘルス対策 

○「心の健康づくり計画」に基づき、メンタルヘルス研修及び衛生委員会の実施、外

部相談窓口の利用を案内するなど、４つのケアの実施について、以下のとおり取り

組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

○拠点長及び人材育成推進者、本部管理職へのラインケア対策として、対人関係を円

滑にするコミュニケーションスキルを養う内容を含むメンタルヘルス研修を実施

し、1,297名が受講しました。 

 

○一般職へのセルフケア対策として、採用３年目の職員を対象に、ストレスをコント

ロールする対処法についての研修を実施し、316名が受講しました。 

 

実施するとともに、改正労働施

策総合推進法(パワハラ防止

法)への対応を行いハラスメン

ト防止に努めました。 

○ガイドラインの作成や休暇創

設等、新型コロナウイルス感染

症感染防止対策を徹底しまし

た。 

 

 

○メンタルヘルス研修の実施、産

業医面談を希望する高ストレ

ス者又は長時間勤務者に対し、

産業医との面談を実施し、メン

タル不調者の減少に努めまし

た。 
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・ 各拠点の衛生委員会において、ス

トレスチェックの集団分析を活用

した職場環境改善を図る。 

 

 

・ 職場復帰支援プログラムを活用

し、早期復帰並びに確実な復帰の

強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「こころとからだの健康相談」事

業の活用など、職員・家族・上司が

外部の健康相談窓口に電話による

相談や面接カウンセリングを受け

られる仕組みを充実する。 

 

 

② ハラスメントの防止 

・ 改正労働施策総合推進法による

指針を踏まえ、「ハラスメント等の

防止に関する規程」の改正を検討

○全職員対象のストレスチェックを実施した結果、高ストレス者と判定された職員に

ついては、拠点長から産業医への面接指導を受けるよう周知しました。また、スト

レスチェックによる集団分析結果に基づき、拠点の衛生委員会において職場環境の

改善に向けた取組を実施しました。 

 

○専門医を活用した職場復帰支援プログラム（※）を実施するとともに、早期復職並

びに確実な職場復帰に向けて拠点長等とフォローアップの強化を図りました。令和

２年度は、復帰に向けた職場復帰支援を 49件実施しました。 

（※）職場復帰を実効あるものとするため、休職期間中のケアから職場復帰のフォ

ローまでの５つのステップを実施。 

第１ステップ・・・休職開始及び休職期間中のケア 

第２ステップ・・・主治医による職場復帰可能の判断 

第３ステップ・・・職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 

第４ステップ・・・最終的な職場復帰の決定 

第５ステップ・・・職場復帰後のフォローアップ 

 

○外部の健康相談窓口である「こころとからだの健康相談」事業について、案内用リ

ーフレット及び掲示用ポスターを見直しました。また、人事異動者や長時間勤務者

に対して、その都度、同事業を案内し、併せて、高ストレスを理由に産業医面談を受

ける者に対し、拠点長が外部の健康相談窓口の利用を案内しました。 

○また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う不安等、新型コロナウイルス感

染症がもたらすメンタルヘルス不調についても、職員やその扶養家族が相談できる

ことを周知しました。 

② ハラスメントの防止 

○改正労働施策総合推進法による指針を踏まえ、ハラスメントの定義・内容を具体的

に定めるなどの、「日本年金機構ハラスメント等の防止に関する規程」及び「ハラス

メント等に関する相談等対応要領」の改正を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○改正労働施策総合推進法(パワ

ハラ防止法)への対応として諸

規程を改正し、外部相談窓口を
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するとともに、ハラスメント禁止

事項など、職員研修等を通じて更

なる意識の醸成を図る。 

・ 外部専門家による外部相談窓口

を設置するなど相談窓口の強化を

図るとともに、迅速な調査を通じ、

早期対応によるハラスメントの根

絶を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 長時間労働の是正 

・ 全拠点へのノー残業デーの徹底、

「ゆう活」や「一斉退社」の促進な

どの取組を推進することに加え、

一斉消灯への取組を強化する。 

○全職員対象の職場内研修、管理者に対する新任課室長研修、全国拠点長研修におい

てハラスメント防止研修を実施しました。また、今年度は拠点管理職及び本部グル

ープ長以上に対してアンガーマネジメント研修を実施しました。 

○ハラスメント防止対策に関する自己確認と継続的な意識喚起を図るために、四半期

ごとに管理職向けのハラスメント防止自己点検を実施しました。 

○ハラスメント防止に関する関心と理解を深め、ハラスメントの根絶を図ることを目

的として「職場におけるハラスメント防止ハンドブック」を制定し、副拠点長研修

においてハンドブックを活用した研修を実施するとともに拠点の全職員への伝達研

修を実施し、ハラスメントの防止に努めました。 

○相談体制の充実を図るため、拠点のハラスメント相談員に対して迅速かつ適切な相

談対応を目的とした研修を実施しました。また、令和２年５月より職員が職場外に

おいても相談できる外部相談窓口を設置しました。 

○機構内報などの職員向け媒体を利用し、ハラスメント相談窓口の周知やハラスメン

ト防止に対する意識を高め、ハラスメントに関する相談があった場合には早期にハ

ラスメント調査を行いました。 

 

【ハラスメントに関する調査件数と認定件数】 

年  度 令和２年度 （参考: 令和元年度） 

調査件数 50件 55件 

認定件数 3件 6件 

 

③ 長時間労働の是正 

○全拠点に対して、「ノー残業デー」の徹底や夏季における「時差通勤を活用した定時

退社の促進」を推奨するとともに、毎月最終水曜日を一斉退社による完全消灯を実

施しました。また、令和２年８月 12 日から 14 日を集中取組期間として、一斉退社

による完全消灯を実施しました。 

設置し、職員が相談しやすい相

談体制を整備しました。 

 

○ハラスメント防止に係る研修

の拡大やハラスメントの禁止

行為を周知することによりハ

ラスメント防止に対する意識

を高めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完全消灯による一斉退社や管

理職を含む拠点の時間外勤務

縮減を人事評価に導入するな

どにより、管理職・一般職とも
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・ 時間外勤務が多い拠点などの要

因分析などを通じ、状況に即した

対策を徹底する。また、働き方改革

を推進するため、お客様の動向や

職場実態を踏まえ、時間外勤務の

削減に結びつく具体的施策を検討

する。 

・ 管理職の長時間勤務の抑制に取

り組む。 

・ 時間外勤務が一定時間を超えた職

員の健康状態を把握し、必要に応じ

て上長による面談や業務を軽減す

るなど、健康障害防止の推進を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○時間外勤務時間の縮減を目的として、管理職を含めた拠点ごとの時間外勤務時間数

の増減時間を人事評価指標に導入するとともに、特に時間外勤務が多い拠点に対し、

個別ヒアリングを実施して、実態を踏まえた指導を行いました。 

○これらの取組により、令和２年度の時間外勤務時間数は、管理職・一般職共に前年

度より減少しました。 

 

 

○時間外勤務時間が月 60時間を超えた職員に対する自己診断（健康チェック）による

上長等との面談に加え、月 80時間を超えた管理職や急激に時間外勤務時間が増加し

た一般職に対して確実に産業医と面談するよう指示しました。 

○労働基準監督署からの是正勧告を踏まえ、改めて 36協定の遵守をはじめとした労務

管理に関する指示文書を発出するなど、適正な勤務時間管理の徹底に取り組みまし

た。 

 

【時間外勤務の状況】 

（管理職）                     （時間：分） 

年  度 令和２年度 （参考: 令和元年度） 

機構全体 30：41 31：28 

内訳 
本部 28：57 26：57 

拠点 31：07 32：34 

 

（一般職）                     （時間：分） 

年  度 令和２年度 （参考: 令和元年度） 

機構全体 18：15 19：56 

内訳 本部 25：24 28：18 

時間外勤務が減少しました。 
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④ 年次有給休暇の確実な取得 

計画的な年次有給休暇の取得促進

を行い、取得実績の低い職員へ時季

指定による計画的な取得促進に取り

組む。 

 

 

⑤ 子育てや介護との両立 

第４期一般事業主行動計画に基づ

き、男性職員の育児への参加促進や、

育児休業から復帰しやすい受け入れ

体制、介護休暇を取りやすい環境整

備に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

(6) 健全な労使関係の維持 

民間労働法制下における健全で安

定した労使関係を引き続き維持す

る。 

 

拠点 16：49 18：21 

 

④ 年次有給休暇の確実な取得 

○仕事と生活の両立(ワークライフバランス)の促進の観点から、休暇取得促進の徹底

を行いました。また、労働基準法による時季指定義務及び年次有給休暇の取得促進

を図るため、各拠点長に年次有給休暇取得状況一覧の通知を行い、平均取得日数は

12.8日（令和元年度：12.7日）となりました。 

 

 

⑤子育てや介護との両立 

○次世代育成支援対策推進法により策定した「第４期一般事業主行動計画（計画期間：

平成 30 年４月～令和３年３月）」に基づき、職員が安心して仕事と子育てを両立で

きる職場を目指し、全ての拠点において労務研修を実施し、育児休業の取得促進及

び職場復帰に係るサポートについて周知のうえ、各種休暇制度の取得促進を行い、

育児休業取得率（※）が、女性は 104.93％（令和元年度：98.13％）、男性は 31.88％

（令和元年度：15.85％）となりました。 

また、介護休暇を取得しやすい環境づくりに向けて、休暇制度の周知を行いました。 

（※）分母が出産者数、分子が育児休業の取得者数として集計しているため、年度

を超えて育児休業を取得している場合など、取得率が 100％を超える場合が

あります。 

 

(6) 健全な労使関係の維持 

○機構の全国的な労働組合組織である２つの労働組合と締結している「労使間の取り

扱いに関する基本協約」（労働協約）に基づき、職員の労働条件に関し団体交渉を行

いました。 

 

 

 

 

○ワークライフバランスの促進

の観点から、年次有給休暇等の

取得促進や育児休業等の取得

促進を行った結果、年次有給休

暇の取得日数は昨年度と同程

度となっています。 

 

○安心して仕事と家庭の両立が

できる職場を目指し、労務研修

や機構内報を通じて制度周知

を実施した結果、育児休業の取

得率は、第４期一般事業主行動

計画の目標である女性は 90％

以上、男性は 13％以上となって

います。 

  

 

 

 

○労使関係については、労使間の

ルール(労働協約)に基づき団体

交渉を行うなど、健全で安定し

た労使関係を維持してきまし

た。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画 

１.予算については、別紙１のとおり。 

２．収支計画については、別紙２のとお

り。 

３．資金計画については、別紙３のとお

り。 

 

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画 

 

○令和２年度の予算及び収支計画に対しての予算執行等の実績は、以下のとおりです。 

区分 予算額 決算額 

業務経費 2,157.2 億円 1,965.9 億円 

 保険事業経費 970.8億円 867.5億円 

  国民年金の適用関係業務 133.0億円 113.7億円 

  厚生年金保険・健康保険・船員保険の適

用関係業務 
339.7億円 312.9億円 

  国民年金の収納関係業務 295.2億円 261.7億円 

  厚生年金保険・健康保険・船員保険の徴

収関係業務 
58.2億円 56.7億円 

  年金給付関係業務 144.7億円 122.5億円 

 オンラインシステム経費 627.2億円 584.7億円 

 年金相談等経費 494.8億円 461.2億円 

 年金生活者支援給付金事業経費 64.3億円 52.5億円 

一般管理費 1,073.1 億円 990.7億円 

計 3,230.3 億円 2,956.6 億円 

（※）金額については、端数整理のため合計が一致しない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

○中期計画、年度計画に沿った予

算等を作成しました。また、予

算執行については、事業内容の

見直しや入札によるコスト削減

により予算全体で 274 億円を削

減しました。 

○監査法人による監査報告にお

いて、機構の財政状態、運営状

況及びキャッシュ・フローの状

況を全ての重要な点において適

正に表示しているものと認めら

れています。 
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令和２年度計画 令和２年度計画に対する取組状況 自己評価 

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが

見込まれる財産の処分に関する計画 

「日本年金機構の資産管理の在り方

に関する会議」において、速やかに廃止

することが適当とされた宿舎について

は、速やかに国庫納付を行う。 

今後廃止することが適当と見込まれ

る宿舎については、令和元年度に実施し

た宿舎保有、広域住居手当、借上宿舎に

ついてのコスト比較結果を踏まえ、新た

に宿舎需要予測を実施し、引き続き廃止

すべき時期を検討する。 

また、耐震補強工事の未実施等により

仮移転中の年金事務所及び将来にわた

り宿舎の需要が見込まれる地域におい

て、老朽化等により使用できない状態の

宿舎で、建替の方がコスト面で有利とな

る場合について、引き続き多様な手法に

よる建替等の検討を行う。 

特に、都市部における宿舎について

は、現有資産を活用した宿舎の戸数増加

手法について検討することで、都市部に

おける宿舎不足の解消を目指す。 

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

 

○「日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議」において、「速やかに廃止する

ことが適当」とされた 22 宿舎のうち、境界確定や地歴調査、建物の環境汚染調査

等の対応を完了した８宿舎を国庫納付しました。 

これにより、令和元年度までに国庫納付が完了している 13宿舎と合わせて 21 宿

舎の国庫納付が完了しました。 

 

○今後廃止することが適当と見込まれる宿舎について、「日本年金機構の資産管理の

在り方会議」で定められた宿舎存廃判定手法により、宿舎保有、広域住居手当、借

上宿舎についてのコスト比較を行い、現時点で推計できる拠点別定員配置人数及び

広域異動者数を用いた 10 年後 20年後の入居者数に基づく新たな宿舎需要の予測

を実施しました。引き続き廃止すべき時期を検討いたします。 

 

○仮移転中の世田谷年金事務所について、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用を検討した結

果、従来方式による建替えとして建築工事の調達を行いました。 

また、耐震補強工事の未実施を理由に斡旋を停止している都市部の２宿舎につい

て、大規模改修による貸与可能戸数の増加を検討しましたが、躯体の耐力等に問題

があり、本手法による対応は見送ることとしました。引き続き他の手法についても

検討いたします。 

 

 

○「速やかに廃止することが適当」

とされ令和元年度までに国庫納

付が完了していない９宿舎のう

ち、８宿舎の国庫納付を行いま

した。 

 

○令和２年度計画のとおり、今後

廃止することが適当と見込まれ

る宿舎について、コスト比較と

新たな需要予測を実施しまし

た。 

 

○世田谷年金事務所の建替えにつ

いてＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入

を検討した結果を踏まえ、従来

方式による建替えとして建築工

事を実施しています。 

Ⅵ Ⅴの財産以外の重要な財産の譲渡又

は担保に関する計画 

なし 

  

 







 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  








         

         

         

         


































 
 




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





 





 







 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



























































     



  

  




  

 


  

 


  

  

   

     

      









  
    

  

 

  
    

 

  

   




  
  

 

  
 







  
  

 

 
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



    







    

  

  



    

 

 





























         

  
       
























 












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            




             

             

             

             

             

             

             

             

             
























                                  
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

        

        

        

        

        

        

        

 



 



 



 



 



 




























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            



             

             

              

             

             

             


 



 












 
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


           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

           

            

            

            


    

 






















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

       

       



       

       

          

           















          

           


















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





 
 








































 













 





 

 

 
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















           

  



             

              

              

              













            

             

             





  
       

 

































            

  


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
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 

 




 































  




















  




















  




















  




















  








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                         

    



   

     

  

 














































































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

 



 








































 




 



 











































































































































 







 

 

























 



 








































































































 



 

















  






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  

   





  






  

  

  








  






  







  


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  





  






   







  






  





  






  
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  







  






  






  







   







  





  






  
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  





  







  

  







  





  





  

  





  






  
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  






   






  






  






  







  






  






  





  
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  


   







  

  


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


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


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


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


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


25


